
 

 
 

アルツハイマー病型認知症などの認知症や、いわゆる「高次脳機能障害」が含まれる た

め、今後申請が増える可能性が高いカテゴリーである。 

まず、中核症状のみの認知症を手帳の対象とするかどうかについて、若干の議論はあ る

が、原則対象とする方針が適切である。 また、認知症の場合、検査等で量的評価が 

可能であることから、できるだけ検査結果の記載を求める。この場合、単に検査結果を 羅

列でするのではなく、症状の重さやその変化を判断する上で参考になる検査結果の記 載を

求める。また、中核症状（記憶障害、見当識障害など）だけでなく、いわゆるＢＰ ＳＤ（

認知症の行動・心理症状）などの周辺症状がある場合には、さらに、これも指標 に加味す

る。 

認知症における身体障害と考えられる部分については、「返戻し、身体障害による制 限

を除いた診断書の記載を求める」、「診断書の内容から身体障害による制限を差し引い て等

級を判定する」などの対応がされているが、実際には、精神症状による制限と身体 症状に

よる制限の区別が困難な場合もある。しかしながら、手帳の趣旨を鑑みれば、精 神症状に

よる制限によって判定すべきであると考えられる。また、病状が進行し、コミ ュニケーシ

ョンがほとんど取れなくなった場合や、いわゆる「寝たきり」の状態になっ た場合も判定

の対象として取り扱うこととする。この場合、精神症状の有無や治療内容 などの記載も判

定の参考とする。 

いわゆる「高次脳機能障害」については、平成２３年度の診断書改定以降、大部分の 

自治体において「高次脳機能障害」という病名の使用が認められるようになってきてい 

る。「原則的にはＩＣＤ‐１０に沿った診断名」を使用するのが本来であるが、一方で 

診断書全体から見て精神医学的に妥当と考えられるものであれば、「高次脳機能障害」 

という病名も通常の慣用的診断と同様に認める、と考えるのが適切であろう。 また、 

高次脳機能障害などの器質性精神障害については、原因疾患の発症時ではなく原因疾患 

に基づく精神障害が始まった時期を発病時期とみなすことを原則とする。なお、この場 

合も、検査結果だけではなく、症状の個別的、具体的な記載を求める必要がある。 

身体合併症、および発症の原因となった疾患による能力障害がある場合には、それら に

よる障害を加味するのではなく、主病名（Ｆコードの疾患）による能力障害で判断す る。 

Ｆ０ 症状性を含む器質性精神障害 



 

 
 
１．精神疾患（精神障害）の状態 

「① 病名」は「Ｆ００ アルツハイマー病型認知症」と診断されている。「③ 発 

病から現在までの病歴並びに治療の経過及び内容」「④ 現在の病状、状態像等」、「⑤ 

④の病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見 等」欄の記述から、病名を支持す 

る病状、状態像であることを確認する。 

 
主たる精神障害である「アルツハイマー病型認知症」に伴う症状として、 ⅰ

 幻覚妄想状態 

ⅱ 興奮および暴力・衝動行為 

などが記載されている。また、検査所見（ＨＤＳ-Ｒ ９/３０）からはやや高度の認 

知症と考えられ、生活能力の障害を来たしていると考えられる。 

どの程度の生活能力の障害があるか、「⑥ 生活能力の状態」、「⑦ ⑥の具体的程度、 

状態等」について確認する。 

 
２．生活能力の状態 

「２ 日常生活能力の判定」では、日常生活関連のうち２項目が「援助があればでき る

」であり、２項目は「できない」となっている。 

「３ 日常生活の程度」では、「（４）精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受け 

ており、常時援助を必要とする」となっている。また、「⑦ ⑥の具体的程度、状態等」 

「⑧ 現在の障害福祉等のサービスの利用状況」から日常生活においては家族の援助が 必

須であり、訪問看護も利用して自宅での生活ができている状態である。 

 
３．判定 認知症の中核症状だけでなく周辺症状（ＢＰＳＤ）も見られ、家族の援助と福祉

サー 

ビスで日常生活が送れている状況から、生活能力の状態はかなりの制限を受けていると 考

えられ、日常生活及び社会生活における障害の程度は重く、障害等級は１級であると 判定

される。 

 
４．この症例の留意事項 認知症においては、周辺症状（ＢＰＳＤ）やその他の症状の有

無、指標となる検査結 

果も参考となる。④欄の現在の病状、状態像等、⑤欄の病状、状態像等の具体的程度、 症

状、検査所見 等の記載を確認する。能力障害の程度については、⑦欄の具体的程度、 

状態等 ⑧欄の現在の障害福祉等のサービスの利用状況における記載を十分に確認し 

なければならない。 

症例 １ アルツハイマー病型認知症 



診断書（精神障害者保健福祉手帳用） 
 

氏 名 症例 1 

明治・大正・昭和・平成 
 

１０ 年  ２ 月  ２ 日生（満 ７８ 歳） 

 
住 所 ○○ 県 ×× 市 △△ 町・・・ 

 

①  病名 
（ICDコードは、右の病名と対応 
するF00～F99、G40のいずれか 
を記載） 

②  初診年月日 
 
 

③  発病から現在までの病歴 
及び治療の経過、内容 (推定
発病年月、発病状況、初 発症
状、治療の経過、治療内 容な
どを記載する） 

(１)  主たる精神障害  アルツハイマー病型認知症 ＩＣＤコード（  Ｆ００  ） 
(２)  従たる精神障害 ＩＣＤコード（ ） 
(３)  身体 合 併 症 身体障害者手帳（有・無、種別 級） 

 
主たる精神障害の初診年月日 昭和・平成 １４年 ４月 ４日 
診断書作成医療機関の初診年月日 昭和・平成 １４年 ４月 ４日 

（推定発病年月  平成１２年 月頃 ） 定年退職後、自宅で過ごしていたが、平成１２年ご
ろから物忘れや失見当識が徐々に進行し 

た。平成１４年４月に当院初診。初診時、失見当識、記憶障害を認めた。当初は定期的に外来 
に通院していたが、次第に生活リズムも不規則となり、徘徊や被害関係妄想も出現するように 
なった。その後妻に暴力をふるうようになり、平成１６年６月６日から約３カ月間、Ａ病院に 
入院となっている。退院後は当院再受診。その後、家族の支援で何とか外来受診を続けている 
が、本人は通院を拒否するようになってきている。 

 

＊器質性精神障害（認知症を除く）の場合、発病の原因となった疾患名とその発症日 
（疾患名 年 月 日） 

④現在の病状、状態像等（該当する項目を○で囲む） 

 
(１)  抑うつ状態 

１  思考・運動抑制  ２  易刺激性、興奮  ３  憂うつ気分  ４  その他（ ） 
(２)  躁状態 

１  行為心迫  ２  多弁  ３  感情高揚・易刺激性  ４  その他（ ） 
(３)  幻覚妄想状態 

１  幻覚  ２  妄想  ３  その他（ ） 
(４)  精神運動興奮及び昏迷の状態 

１  興奮  ２  昏迷  ３  拒絶  ４  その他（ ） 
(５)  統合失調症等残遺状態 

１  自閉  ２  感情平板化  ３  意欲の減退  ４  その他（ ） 
(６)  情動及び行動の障害 

１  爆発性  ２  暴力・衝動行為  ３  多動  ４  食行動の異常  ５  チック・汚言  ６  その他（ ） 
(７)  不安及び不穏 

１  強度の不安・恐怖感  ２  強迫体験  ３  心的外傷に関連する症状  ４  解離・転換症状 
５  その他（ ） 

(８)  てんかん発作等（けいれんおよび意識障害） 
１  てんかん発作  発作型（ ）  頻度（ ）  最終発作（ 年 月 日） 
２  意識障害  ３  その他（ ） 

(９)  精神作用物質の乱用及び依存等 
 

１ アルコール  ２ 覚せい剤  ３  有機溶剤  ４  その他（ ） 
ア 乱用  イ  依存 ウ  残遺性・遅発性精神病性障害（状態像を該当項目に再掲すること） 
エ その他（ ） 
現在の精神作用物質の使用  有・無（不使用の場合、その期間 年 月から） 

(10)  知能・記憶・学習・注意の障害 
１  知的障害（精神遅滞） ア  軽度  イ  中等度  ウ  重度  療育手帳（有・無、等級等 ） 
２  認知症  ３  その他の記憶障害（ ） 
４  学習の困難  ア  読み  イ  書き  ウ  算数  エ  その他（ ） 
５  遂行機能障害  ６注意障害  ７  その他（ ） 

(11)  広汎性発達障害関連症状 
１  相互的な社会関係の質的障害 ２  コミュニケーションのパターンにおける質的障害 
３  限定した常同的で反復的な関心と活動  ４  その他（ ） 

(12)  その他（  徘徊 ） 



 

⑤ ④の病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見 等 
同居している家族の名前が言えなくなってきている。散歩中迷子になり、警察に保護されたことがある。昼夜逆転傾向 
もみられてきており、時折尿失禁もある。 
 
 

[ 検査所見：検査名、検査結果、検査時期 ＨＤＳ－Ｒ ９点/３０点 平成２４年１０月 ] 
⑥ 生活能力の状態（保護的環境ではない場合を想定して判断する。児童では年齢相応の能力と比較の上で判断する） 
 
１ 現在の生活環境 

入院・入所（施設名 ）・在宅（ア 単身・イ 家族等と同居）・その他（ ） 
 
２ 日常生活能力の判定（該当するもの一つを○で囲む） 
(１) 適切な食事摂取 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(２) 身辺の清潔保持・規則正しい生活 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(３) 金銭管理と買物 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(４) 通院と服薬（要・不要） 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(５) 他人との意思伝達・対人関係 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(６) 身辺の安全保持・危機対応 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(７) 社会的手続や公共施設の利用 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(８) 趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
 
３ 日常生活能力の程度 

（該当する番号を選んで、どれか一つを○で囲む) 
(１) 精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる。 
(２) 精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。 
(３) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。 
(４) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。 
(５) 精神障害を認め、身のまわりのことはほとんどできない。 

⑦   ⑥の具体的程度、状態等 
食事や着替え、入浴等、家族の介助が必要。デイ・サービスへの参加は拒否的で、最近は散歩することもない。日中 
は自宅で漫然とテレビをみて過ごすことが多く、夕方から不安定になりやすい。地域の集まりなど、社会的な活動は 
ほとんどできない。家庭での支援は限界に近づきつつある。 

⑧ 現在の障害福祉等のサービスの利用状況 
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に規定する自立訓練（生活訓練）、 
共同生活援助（グループホーム）、居宅介護（ホームヘルプ）、その他の障害福祉サービス、訪問指導、生活保護の有無等） 
 

訪問看護を利用 

⑨ 備考 

上記のとおり、診断します。 平成 ２５ 年 ○ 月 × 日 

医療機関の名称 ○ ○ 病院 
医療機関所在地 ○○ 県 △△ 市 ・・・ 
電話番号 ０××‐×××‐○○○○ 
診療担当科名 精神科 医師氏名（自署
又は記名捺印） ○× ○× 



 
 

 
 
１．精神疾患（精神障害）の状態 

「① 病名」は「Ｆ０６ 高次脳機能障害（器質性精神障害）」と診断されている。 

「③ 発病から現在までの病歴並びに治療の経過及び内容」「④ 現在の病状、状態像 

等」、「⑤ ④の病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見 等」欄の記述から、病 

名を支持する病状、状態像であることを確認する。発病の原因となった疾患名、発症日 の

記載を確認する。 

 
主たる精神障害である「高次脳機能障害（器質性精神障害）」の症状として、 ⅰ

 認知症 

ⅱ  興奮、暴力・衝動行為などの精神症状 などが記載されている。また検査所見（ＩＱ

＝４６）から高度の認知症と考えられ、 

他の精神症状もみられることから、生活能力の障害を来たしていると考えられる。 ど

の程度の生活能力の障害があるか、「⑥ 生活能力の状態」、「⑦ ⑥の具体的程度、 

状態等」について確認する。 
 

２．生活能力の状態 

「２ 日常生活能力の判定」では、日常生活関連項目の２項目が「援助があればでき 

る」、２項目が「できない」であり、社会生活関連項目も３項目が「できない」となっ て

いる。 

「３ 日常生活の程度」では、「（４）精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受け 

ており、常時援助を必要とする」となっている。また、「⑥ １ 現在の生活環境」「⑦ 

⑥の具体的程度、状態等」から日常生活においては他者の援助が必須であり、自宅での 生

活が困難な状態である。 

 
３．判定 高度の認知症に加えて、その他の精神症状も見られ、発症から入院治療を要する

状態 

が続いている状況からは、生活能力の状態は著しい制限を受けていると考えられる。日 

常生活及び社会生活における障害の程度は重く、障害等級は１級であると判定される。 

 
４．この症例の留意事項 記憶障害などの認知機能の障害だけでなく、その他の精神症状

の有無、行動の障害の有 

無、指標となる検査結果も参考となる。検査所見は、病状の重さや変化が反映される検査 

が望ましい。⑥欄の生活能力の状態、 ⑦欄の具体的程度、状態等 ⑧欄の現在の障害福 

祉等のサービスの利用状況における記載を十分に確認しなければならない。 

症例 ２ 高次脳機能障害（器質性精神障害） 



診断書（精神障害者保健福祉手帳用） 
 

 
氏 名 症例 ２ 

明治・大正・昭和・平成 
 

３０ 年 １１ 月 １１ 日生（満 ５８ 歳） 
 

住 所 ○○ 県 ×× 市 △△ 町 ・・・ 
 

①  病名 
（ICDコードは、右の病名と対応 
するF00～F99、G40のいずれか 
を記載） 

②  初診年月日 
 
 

③  発病から現在までの病歴 
及び治療の経過、内容 (推定
発病年月、発病状況、初 発症
状、治療の経過、治療内 容な
どを記載する） 

(１)  主たる精神障害  高次脳機能障害（器質性精神障害） ＩＣＤコード（  Ｆ０６  ） 
(２)  従たる精神障害 ＩＣＤコード（ ） 
(３)  身体 合 併 症 身体障害者手帳（有・無、種別 級） 

 
主たる精神障害の初診年月日 昭和・平成 ２４年  ３月  ３日 
診断書作成医療機関の初診年月日 昭和・平成 ２４年  ３月  ３日 

（推定発病年月  平成２４年  ３月頃 ） 平成２４年２月２日歩行中に乗用車にはねられ後頭部を
強打した。Ａ病院に救急搬送され、 

脳挫傷、左大腿骨骨折で意識不明のまま入院となり、受傷後約１週間で意識は回復した。しか 
し、知能低下、感情の易変性がみられ、時に興奮・不穏となるため、平成２４年３月３日当院 
に転院となった。認知機能の低下、記銘力低下が著しく、易怒的で衝動行為もみられた。その 
後、症状に変化はなく、現在も入院中である。 

 
＊器質性精神障害（認知症を除く）の場合、発病の原因となった疾患名とその発症日 

（疾患名  頭部外傷 平成２４年  ２月  ２日） 
 

④  現在の病状、状態像等（該当する項目を○で囲む） 
 

(１) 抑うつ状態  
 １  思考・運動抑制  ２ 易刺激性、興奮  ３  憂うつ気分  ４  その他（  ） 
(２) 躁状態    
 １  行為心迫  ２  多弁 ３  感情高揚・易刺激性  ４  その他（ ）  
(３) 幻覚妄想状態    

１  幻覚  ２  妄想  ３  その他（ ） 
(４)  精神運動興奮及び昏迷の状態 

１  興奮  ２  昏迷  ３  拒絶  ４  その他（ ） 
(５)  統合失調症等残遺状態 

１  自閉  ２  感情平板化  ３  意欲の減退  ４  その他（ ） 
(６)  情動及び行動の障害 

１  爆発性  ２  暴力・衝動行為  ３  多動  ４  食行動の異常  ５  チック・汚言  ６  その他（ ） 
(７)  不安及び不穏 

１  強度の不安・恐怖感  ２  強迫体験  ３  心的外傷に関連する症状  ４  解離・転換症状 
５  その他（ ） 

(８)  てんかん発作等（けいれんおよび意識障害） 
１  てんかん発作  発作型（ ）  頻度（ ）  最終発作（ 年 月 日） 
２  意識障害  ３  その他（ ） 

(９)  精神作用物質の乱用及び依存等 
 

１ アルコール  ２ 覚せい剤  ３  有機溶剤  ４  その他（ ） 
ア 乱用  イ  依存 ウ  残遺性・遅発性精神病性障害（状態像を該当項目に再掲すること） 
エ その他（ ） 
現在の精神作用物質の使用  有・無（不使用の場合、その期間 年 月から） 

(10)  知能・記憶・学習・注意の障害 
１  知的障害（精神遅滞） ア  軽度  イ  中等度  ウ  重度  療育手帳（有・無、等級等 ） 
２  認知症  ３  その他の記憶障害（ ） 
４  学習の困難  ア  読み  イ  書き  ウ  算数  エ  その他（ ） 
５  遂行機能障害  ６注意障害  ７  その他（ ） 

 

(11) 広汎性発達障害関連症状  
 １  相互的な社会関係の質的障害 ２ コミュニケーションのパターンにおける質的障害 
 ３  限定した常同的で反復的な関心と活動 ４ その他（ ） 
(12) その他（ ）   



 

⑤④の病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見  等 
病室を間違えたり、時に興奮して他患とトラブルになったりすることがある。また、他患や看護師に対して暴力をふるうことがあ 

る。落ちているものを拾って食べるといった行為もみられている。 
 

 
[  検査所見：検査名、検査結果、検査時期 頭部ＭＲＩ  両側前頭葉に脳挫傷所見  平成２４年２月 ＩＱ

=４６（田中・ビネー式） 平成２４年１１月 ] 
⑥  生活能力の状態（保護的環境ではない場合を想定して判断する。児童では年齢相応の能力と比較の上で判断する） 
 
１  現在の生活環境 

入院・入所（施設名 ）・在宅（ア  単身・イ  家族等と同居）・その他（ ） 

 
２  日常生活能力の判定（該当するもの一つを○で囲む） 
(１)  適切な食事摂取 

自発的にできる  ・  自発的にできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(２)  身辺の清潔保持・規則正しい生活 

自発的にできる  ・  自発的にできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(３)  金銭管理と買物 

適切にできる  ・  おおむねできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(４)  通院と服薬（要・不要） 

適切にできる  ・  おおむねできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(５)  他人との意思伝達・対人関係 

適切にできる  ・  おおむねできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(６)  身辺の安全保持・危機対応 

適切にできる  ・  おおむねできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(７)  社会的手続や公共施設の利用 

適切にできる  ・  おおむねできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(８)  趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加 

適切にできる  ・  おおむねできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 

 
３  日常生活能力の程度 

（該当する番号を選んで、どれか一つを○で囲む) 
(１)  精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる。 
(２)  精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。 
(３)  精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。 
(４)  精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。 
(５)  精神障害を認め、身のまわりのことはほとんどできない。 

⑦ ⑥の具体的程度、状態等 
睡眠覚醒のリズムは何とか保たれているようだが、夕方～夜間にかけては特に興奮しやすい。食事は用意されていれば自分で 
食べることはできるが、自分で食事の準備をしたりすることはできない。着替えや入浴には介助が必要。ときには、介助する 
職員に抵抗することもある。レクリエーションへの参加も自発的にはできない。 

⑧  現在の障害福祉等のサービスの利用状況 
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に規定する自立訓練（生活訓練）、 
共同生活援助（グループホーム）、居宅介護（ホームヘルプ）、その他の障害福祉サービス、訪問指導、生活保護の有無等） 

 
利用なし 

⑨  備考 

上記のとおり、診断します。 平成  ２５  年 ○ 月 × 日 

医療機関の名称 ○  ○  病院 
医療機関所在地 ○○  県  △△  市 ・・・ 
電話番号 ０××‐×××‐○○○○ 
診療担当科名 精神科 医師氏名（自署又
は記名捺印） ○×  ○× 



 
 

 
 
１．精神疾患（精神障害）の状態 

「① 病名」は「Ｆ０２ 前頭側頭葉型認知症（ピック病型認知症）」と診断されて 

いる。「③ 発病から現在までの病歴並びに治療の経過及び内容」「④ 現在の病状、状 

態像等」、「⑤ ④の病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見 等」欄の記述から、 

病名を支持する病状、状態像であることを確認する。 

 
主たる精神障害である「前頭側頭葉型認知症（ピック病型認知症）」に伴う症状とし て

、 

ⅰ 興奮や暴力・衝動行為等の周辺症状（ＢＰＳＤ）があること 

ⅱ 入院後も症状が進行していること 

などが記載されている。また、検査所見（ ＨＤＳ-Ｒ ０/３０  ＭＲＩ 著明な脳 

委縮）からは高度の認知症と考えられ、生活能力の障害を来たしていると考えられる。 ど

の程度の生活能力の障害があるか、「⑥ 生活能力の状態」、「⑦ ⑥の具体的程度、 

状態等」について確認する。 
 

２．生活能力の状態 

「２ 日常生活能力の判定」では、日常生活能力関連の３項目が「できない」であり、 

残り１項目も「援助があればできる」である。 

「３ 日常生活の程度」では、「（５）精神障害を認め、身のまわりのことはほとんど 

できない」となっている。現在入院中であるが、「⑦ ⑥の具体的程度、状態等」から 

自分では何もできない状態である。 

 
３．判定 認知症の中核症状だけでなく周辺症状（ＢＰＳＤ）も見られ、発症から現在まで

入院 

治療を要する状況から、生活能力は著しく低下した状態と考えられ、日常生活及び社会 生活

における障害の程度は極めて重く、障害等級は１級であると判定される。 

 
４．この症例の留意事項 認知症においては、周辺症状（ＢＰＳＤ）やその他の症状の有

無、指標となる検査結 

果も参考となる。④欄の現在の病状、状態像等、⑤欄の病状、状態像等の具体的程度、 症

状、検査所見 等の記載を確認する。さらに、⑥欄の生活環境 ⑦欄の具体的程度、 

状態等 ⑧欄の現在の障害福祉等のサービスの利用状況における記載を参考にして、能 

力障害の程度を十分に確認しなければならない。 

症例 ３ 前頭側頭葉型認知症（ピック病型認知症） 



診断書（精神障害者保健福祉手帳用） 
 

 
氏 名 症例 ３ 

明治・大正・昭和・平成 
 

２６ 年  ３ 月 ３ 日生（満 ６２ 歳） 

 
住 所 ○○ 県 ×× 市 △△ 区 ・・・ 

 

①  病名 
（ICDコードは、右の病名と対応 
するF00～F99、G40のいずれか 
を記載） 

②  初診年月日 
 
 

③  発病から現在までの病歴 
及び治療の経過、内容 (推定
発病年月、発病状況、初 発
症状、治療の経過、治療内 容
などを記載する） 

(１) 主たる精神障害  前頭側頭葉型認知症(ピック病型認知症)ＩＣＤコード（  Ｆ０２  ） (
２) 従たる精神障害  ＩＣＤコード（ ） (
３) 身 体 合 併症 身体障害者手帳（有・無、種別 級） 

 
主たる精神障害の初診年月日 昭和・平成 ２１年  ４月 ４日 
診断書作成医療機関の初診年月日 昭和・平成 ２１年  ４月 ４日 

（推定発病年月  平成１９年 月頃 ） 平成１９年頃から物忘れ、場所の見当識障害が出現
。翌年には、仕事である自動車の運転が 

できなくなった。徐々に物忘れ、だらしなさ、意欲低下などの人格変化、認知機能の低下が進 
行し、５８歳で退職した。平成２１年４月４日当院受診し、高度の認知機能の低下に加えて、 
性的抑制欠如、暴力行為、自発性低下などの性格変化が著しく、同日当院に入院となった。現 
在まで入院中であるが、認知機能低下はさらに進行し、自発語は全く消失し、日常生活でも全 
面的に介助を要する状態となった。 

 

＊器質性精神障害（認知症を除く）の場合、発病の原因となった疾患名とその発症日 
（疾患名 年 月 日） 

④  現在の病状、状態像等（該当する項目を○で囲む） 
 

(１) 抑うつ状態  
 １  思考・運動抑制  ２ 易刺激性、興奮  ３  憂うつ気分  ４  その他（  ） 
(２) 躁状態    
 １  行為心迫  ２  多弁 ３  感情高揚・易刺激性  ４  その他（ ）  
(３) 幻覚妄想状態    

１  幻覚  ２  妄想  ３  その他（ ） 
(４) 精神運動興奮及び昏迷の状態 

１  興奮  ２  昏迷  ３  拒絶  ４  その他（ ） 
(５) 統合失調症等残遺状態 

１  自閉  ２  感情平板化  ３  意欲の減退  ４  その他（ ） 
(６) 情動及び行動の障害 

１  爆発性  ２  暴力・衝動行為  ３  多動  ４  食行動の異常  ５  チック・汚言  ６  その他（ ） 
(７) 不安及び不穏 

１  強度の不安・恐怖感  ２  強迫体験  ３  心的外傷に関連する症状  ４  解離・転換症状 
５  その他（ ） 

(８) てんかん発作等（けいれんおよび意識障害） 
１  てんかん発作  発作型（ ）  頻度（ ）  最終発作（ 年 月 日） 
２  意識障害  ３  その他（ ） 

(９) 精神作用物質の乱用及び依存等 
 

１ アルコール  ２ 覚せい剤  ３  有機溶剤  ４  その他（ ） 
ア 乱用  イ  依存 ウ  残遺性・遅発性精神病性障害（状態像を該当項目に再掲すること） 
エ その他（ ） 
現在の精神作用物質の使用  有・無（不使用の場合、その期間 年 月から） 

(10) 知能・記憶・学習・注意の障害 
１  知的障害（精神遅滞） ア  軽度  イ  中等度  ウ  重度  療育手帳（有・無、等級等 ） 
２  認知症  ３  その他の記憶障害（ ） 
４  学習の困難  ア  読み  イ  書き  ウ  算数  エ  その他（ ） 
５  遂行機能障害  ６注意障害  ７  その他（ ） 

 

(11) 広汎性発達障害関連症状  
 １  相互的な社会関係の質的障害 ２ コミュニケーションのパターンにおける質的障害 
 ３  限定した常同的で反復的な関心と活動 ４ その他（ ） 
(12) その他（ ）   



 

⑤ ④の病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見 等 認知症は重度であり、言語によるコミュニケーションが不可
能な状態である。自発性も徐々に低下しているが、時折 

興奮し、暴力的な行為に及ぶことがある。 
 

[ 検査所見：検査名、検査結果、検査時期 ＨＤＳ－Ｒ ０点/３０点 平成２４年１１月 
頭部ＭＲＩ 著明な脳委縮 平成２１年 ５月 ] 

⑥ 生活能力の状態（保護的環境ではない場合を想定して判断する。児童では年齢相応の能力と比較の上で判断する） 
 
１ 現在の生活環境 

入院・入所（施設名 ）・在宅（ア 単身・イ 家族等と同居）・その他（ ） 
 
２ 日常生活能力の判定（該当するもの一つを○で囲む） 
(１) 適切な食事摂取 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(２) 身辺の清潔保持・規則正しい生活 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(３) 金銭管理と買物 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(４) 通院と服薬（要・不要） 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(５) 他人との意思伝達・対人関係 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(６) 身辺の安全保持・危機対応 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(７) 社会的手続や公共施設の利用 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(８) 趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
 
３ 日常生活能力の程度 

（該当する番号を選んで、どれか一つを○で囲む) 
(１) 精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる。 
(２) 精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。 
(３) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。 
(４) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。 
(５) 精神障害を認め、身のまわりのことはほとんどできない。 

⑦  ⑥の具体的程度、状態等 日中は車いすを利用しているが、自ら操作することはない。食事は用意されれば食べる
。着替え、排泄、入浴に は介助が必要だが拒否することもある。レクリエーション等に参加することもなく、終日じ
っとしていることが 
多い。他者に対して時に暴力的な行為をする以外、他者との接触は全くない 

⑧ 現在の障害福祉等のサービスの利用状況 
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に規定する自立訓練（生活訓練）、 
共同生活援助（グループホーム）、居宅介護（ホームヘルプ）、その他の障害福祉サービス、訪問指導、生活保護の有無等） 
 

なし 

⑨ 備考 

上記のとおり、診断します。  平成 ２５ 年 ○ 月 × 日 

医療機関の名称 ○ ○ 病院 
医療機関所在地 ○○ 県 △△ 市 ×× 区 ・・・ 
電話番号 ０××‐×××‐○○○○ 
診療担当科名 精神科 医師氏名（自署
又は記名捺印） ○× ○× 



 
 

 
 

平成１５年１月の発行の「精神障害者保健福祉手帳の手引き」（診断書作成・障害等 級

判定マニュアル）（日本公衆衛生協会）のＱ＆Ａで、「アルコールの乱用、依存のみで は手

帳の対象とはならない」と記載され、「離脱症状による精神神経症状があり、その ために

長期にわたり日常生活に支障があることが条件である」とされているため、これ まで多く

の自治体では基本的にそのような取り扱いが行われていたものと思われる。一 方、アルコ

ールや薬物などの物質依存をはじめ、ギャンブル、買い物、インターネット などのいわゆ

るプロセス依存の事例が精神科医療に登場する機会も増えており、また、 うつ病などの

合併精神障害がある場合の取り扱いについても整理する必要がある。さら に、診断書様式

変更に伴い精神作用物質の不使用期間の記載欄が作られたことなどから、 不使用期間を

どのように取り扱うかについても、方針を定める必要がある。 

 
本マニュアルでは、概ね６か月間の断酒等の不使用期間があることを原則として、依 

存症治療の進捗状況を考慮することを条件に、アルコール依存症の病名に対して、手帳 

の交付を一律に閉ざすものではないという方針としている。これは、通常、断酒によっ 

て回復が得られれば特に障害を残さないことが多いはずのアルコール依存症であって 

も、診断書上の従たる精神障害の診断や、疾病に関連した具体的な生活障害が記載され 

ていて、生活面、就労面での支援が必要な状況が明らかであれば対象となる場合も実際 

の臨床場面では想定されるからである。 

また、アルコール依存症に限らず、薬物、ギャンブルなど、より広い範囲の依存症に 

ついても、同様の考え方としている。しかしながら、いずれの場合も、クリーンな期間 

やスリップの状況、就労などの状況等を含め、治療の進捗状況が読み取れるよう、より 

具体的な記載が求められることになる。 

精神作用物質の不使用期間については、６か月間の不使用期間を一つの目安とし、原 

則半年間の断酒・断薬ののちに生活能力の状態を中心とした評価を行うこととする。実 

際の臨床現場では、治療の経過の上で、いわゆるスリップなど一時的な物質使用が勘案 

される場合もあるため、この点については、⑦欄等に、主治医による具体的な記載を求 

めることとする。 

 
以上のことを踏まえ、アルコール等の依存症の等級判定について、本マニュアルでは、 

以下の様に整理した。 

 
１．主たる精神障害が「依存症」で、従たる病名に記載がない場合であって、精神作 用

物質の使用が継続されている場合は、通常生活障害が残らないはずの疾患において、 物

質使用により状態の判定が不能となっているため、原則的には非該当とする。 

Ｆ１ 精神作用物質による精神および行動の障害 



 
２．主たる精神障害が「依存症」で、従たる病名に記載がなく、一定期間（たとえば 

６か月間）精神作用物質の使用が認められない場合は、主病名を含めて診断書全体か 

ら整合性を持って一定の生活障害が認められるときにはそのまま等級判定を行い、 

「アルコール性精神障害」等の診断名の追加が適切と考えられるときには、返戻等で 

主たる精神障害の病名について主治医に検討をお願いする。 ３．主たる精神障害が

「依存症」で従たる病名に記載がある場合は、必要に応じて主 たる病名と従たる病

名の入れ替えについて主治医に検討をお願いする。 ４．主たる精神障害が他の精神

疾患で、従たる精神障害が「依存症」の場合であって、 物質使用が認められる場合。

実際の等級判定業務においては、このケースが最も問題 となるものと考えられる。

この場合、物質使用により状態の判定が不能となっている が、主病名と主病名に関

連する症状およびそれに伴う生活障害に関する記載内容から 考えて、ある程度の主

病名に起因する生活障害の存在が想定される場合は、3 級と判 定することはありう

る。また、断酒等への治療努力を継続する中でのスリップであれ ば、再使用を認め

てもそれが生活障害に影響しない可能性もあり、そのような場合に は返戻して主治

医にその旨を確認することが望ましい。先にも述べたように、断酒等 への努力を評

価するのではなく、物質使用による生活障害への影響の有無を判断する ことが重要

である。 ５．主たる精神障害が他の精神疾患で、従たる精神障害が「依存症」の場合

であって、 物質使用が認められない場合。通常の等級判定と同様に考える。 ６．

アルコールや薬物以外の他の物質使用障害についても、原則的には同様な考え方 で

判定を行う。 



 

 
 
1．精神疾患（精神障害）の状態 

「① 病名」として、「Ｆ１０ アルコールによる精神病性障害」と診断されている。 

「③  発病や現在までの病歴並びに治療の経過及び内容」、「④  現在の病状、状態像等」、 

「⑤ ④の病状、状態像等の具体的程度。症状、検査所見 等」欄の記載から、病名を 

支持する病態や状態像であることを確認する。 

 
主たる精神障害である、「アルコールによる精神病性障害」に伴う症状として、幻覚 

や妄想、易刺激性や暴力・衝動行為などの症状が記載されている。また、「アルコール 

精神病で飲酒を続けている状態のものは、手帳の対象とはしない。また、他の精神疾患 

と同様、治療中断の者も対象とはならない」とされているため、一定期間の不使用期間 

があること、治療が継続されていることを診断書から確認する。 

 
２．生活能力の状態 

「２ 日常生活能力の判定」欄では、日常生活能力関連とされる（１）（２）（３）（６） 

の 4 項目のうち２項目が「援助があればできる」、２項目が「自発的にできるが援助が 

必要」となっている。社会生活能力関連とされる（４）（５）（７）（８）の 4 項目のう 

ち、４項目すべてが「援助があればできる」となっている。 

「３ 日常生活能力の程度」欄は「（３）精神障害を認め、日常生活に著しい制限を 

受けており、時に応じて援助を必要とする」となっている。また、「⑦ ⑥の具体的程 

度、状態等」から、就労は困難な状況で、自宅に閉じこもりがちになり、自助グループ 

への参加も困難になっていることが記載されている。 

 
3．判定 入院治療を含めて医療的な関わりがなされてきたが、長年の飲酒による精神障

害が生 

活能力の状態にかなり影響していることが読み取れる。家族等によるサポートで何とか 

障害福祉等のサービスを利用せずにこれまでやってきたが、飲酒が止まっているにもか 

かわらず、生活能力の判定に関連した状況については徐々に厳しくなってきているよう 

である。単身生活を想定すると、在宅の場合、かなりのサポートが必要であると推測さ 

れる。そのような状況から生活能力の状態の程度を中心に２級相当と判定される。 

 
４．この症例の留意事項 アルコール使用による精神および行動の障害については、不

使用の期間の確認が必要 

となる。飲酒が続いている場合、「飲酒を続けている状態のものは、手帳の対象とはし 

ない」とされている。さらに、一定期間の不使用期間を経ないと、生活能力の状態の評 

価について、飲酒継続による影響かをどうかを判断することは困難である。 

症例 ４ アルコール使用による精神および行動の障害 



診断書（精神障害者保健福祉手帳用） 
 

 
氏 

 
名 

 
症例 ４ 

明治・大正・昭和・平成 
 

３８  年 ３ 月 

 
 

５ 日生（満 ５０ 歳） 

 

住 
 

所 ○○ 県 ×× 市 △△ 町 ・・・ 

①  病名 (１) 主たる精神障害  アルコール性精神障害 ＩＣＤコード（  Ｆ１０ ） 
（ICDコードは、右の病名と対応 (２) 従たる精神障害 ＩＣＤコード（ ） 
するF00～F99、G40のいずれかを (３) 身 体 合 併症 身体障害者手帳（有・無、種別 級） 
記載） 

②  初診年月日 主たる精神障害の初診年月日 昭和・平成 １０年 １０月 １０日 
診断書作成医療機関の初診年月日 昭和・平成 １０年 １０月 １０日 

 

 
③ 

 
発病から現在までの病歴 

（推定発病年月 平成１０年 月頃） 
１０代後半からの飲酒歴がある。大学卒業後建設会社に就職したが、仕事上の酒の席に出る 

及び治療の経過、内容 ことが多く、飲酒量が徐々に増えていった。３４歳時に、仕事が忙しく生活が不規則になって 
(推定発病年月、発病状況、初 いたころ不眠、不安、興奮や幻覚などの症状が出現し、抑うつ的ともなったため、平成１０年 
発症状、治療の経過、治療内 １０月１０日家族に付き添われて当院初診となった。約２か月間の入院治療を受け、概ね精神 
容などを記載する） 症状は治まったが、退院後しばらくすると、飲酒を再開していた。平成２２年９月、体調を崩 

して仕事を休んでいる時に、せん妄状態となり当院に再入院した。平成２２年１２月退院し、 
その後は飲酒していないようだが、職場に戻ることが困難で、仕事は結局退職した。平成２３ 
年ごろからは、妻に対する嫉妬妄想が出現しだし、時に興奮して妻に対して暴力をふるうこと 
もある。外来通院は何とか継続しているが、服薬については、妻の管理がないと難しい状況で 
ある。 

＊器質性精神障害（認知症を除く）の場合、発病の原因となった疾患名とその発症日 
（疾患名 年 月 日） 

④  現在の病状、状態像等（該当する項目を○で囲む）  

(１) 抑うつ状態  
１  思考・運動抑制 ２ 易刺激性、興奮  ３ 憂うつ気分 ４ その他（ ）  

(２) 躁状態  
１  行為心迫 ２  多弁 ３  感情高揚・易刺激性  ４  その他（ ）  

(３) 幻覚妄想状態  
１  幻覚 ２ 妄想 ３ その他（ ）  

(４) 精神運動興奮及び昏迷の状態  
１  興奮 ２ 昏迷 ３ 拒絶 ４ その他（ ）  

(５) 統合失調症等残遺状態  
１  自閉 ２ 感情平板化  ３ 意欲の減退 ４ その他（ ）  

(６) 情動及び行動の障害  
１  爆発性  ２  暴力・衝動行為  ３  多動 ４ 食行動の異常 ５ チック・汚言 ６  その他（ ） 

(７) 不安及び不穏  
１  強度の不安・恐怖感  ２  強迫体験  ３  心的外傷に関連する症状  ４  解離・転換症状  
５  その他（ ）  

(８) てんかん発作等（けいれんおよび意識障害）  
１  てんかん発作  発作型（ ） 頻度（ ） 最終発作（ 年 月 日） 
２  意識障害  ３  その他（ ）  

(９) 精神作用物質の乱用及び依存等  
１  アルコール  ２ 覚せい剤 ３ 有機溶剤 ４  その他（ ）  
ア  乱用  イ  依存  ウ  残遺性・遅発性精神病性障害（状態像を該当項目に再掲すること）  
エ  その他（ ）  
現在の精神作用物質の使用  有・無（不使用の場合、その期間 平成２２年  １０月から）  

(10) 知能・記憶・学習・注意の障害  
１  知的障害（精神遅滞） ア  軽度 イ 中等度 ウ  重度 療育手帳（有・無、等級等 ） 
２  認知症  ３  その他の記憶障害（   ）  
４  学習の困難  ア  読み  イ  書き  ウ  算数  エ その他（ ）  
５  遂行機能障害  ６注意障害  ７  その他（ ）  

(11) 広汎性発達障害関連症状  
１  相互的な社会関係の質的障害 ２  コミュニケーションのパターンにおける質的障害  
３  限定した常同的で反復的な関心と活動  ４ その他（ ）  

(12 ) その他（ ）  



 

⑤ ④の病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見 等 比較的落ち着いていることもあるが、時に易怒的となり、妻
に対する嫉妬妄想も出現する。暴力もみられる。幻視も 

残存している可能性が高い。 
 
 

[ 検査所見：検査名、検査結果、検査時期 ＣＴで脳全体に軽度の萎縮あり（平成２４年６月） 
⑥ 生活能力の状態（保護的環境ではない場合を想定して判断する。児童では年齢相応の能力と比較の上で判断する） 
 
１ 現在の生活環境 

入院・入所（施設名 ）・在宅（ア 単身・イ 家族等と同居）・その他（ ） 
 
２ 日常生活能力の判定（該当するもの一つを○で囲む） 
(１) 適切な食事摂取 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(２) 身辺の清潔保持・規則正しい生活 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(３) 金銭管理と買物 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(４) 通院と服薬（要・不要） 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(５) 他人との意思伝達・対人関係 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(６) 身辺の安全保持・危機対応 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(７) 社会的手続や公共施設の利用 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(８) 趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
 
３ 日常生活能力の程度 

（該当する番号を選んで、どれか一つを○で囲む) 
(１) 精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる。 
(２) 精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。 
(３) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。 
(４) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。 
(５) 精神障害を認め、身のまわりのことはほとんどできない。 

⑦  ⑥の具体的程度、状態等 就労は困難で、家族によるサポートも難しくなってきている。自宅に閉じこもりがちで、
外出も徐々に少なくなっ 

ている。自助グループへは以前通っていたこともあるが、最近は、行くことが困難になってきている。 

⑧ 現在の障害福祉等のサービスの利用状況 
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に規定する自立訓練（生活訓練）、 
共同生活援助（グループホーム）、居宅介護（ホームヘルプ）、その他の障害福祉サービス、訪問指導、生活保護の有無等） 
 

利用なし 

⑨ 備考 

上記のとおり、診断します。 平成 25 年 ○ 月 × 日 
 

医療機関の名称 ○ ○ 病院 
医療機関所在地 ○○ 県 △△ 市 ・・・ 
電話番号 ０××‐×××‐○○○○ 
診療担当科名 精神科 医師
氏名（自署又は記名捺印）  ○× ×○ 



 
 

 
 
1．精神疾患（精神障害）の状態 

「① 病名」として、「Ｆ１５ 覚せい剤による精神障害」と診断されている。 

「③  発病や現在までの病歴並びに治療の経過及び内容」、「④  現在の病状、状態像等」、 

「⑤ ④の病状、状態像等の具体的程度。症状、検査所見 等」欄の記載から、病名を 

支持する病態や状態像であることを確認する。 

主たる精神障害である、「覚せい剤による精神障害」に伴う症状として、幻覚や妄想、 

易刺激性や爆発性などの症状が記載されている。また、アルコール精神病の場合と同様 

に、一定期間の不使用期間があること、治療が継続されていることを診断書から確認す 

る。 

 
２．生活能力の状態 

「２ 日常生活能力の判定」の欄では、日常生活能力関連とされる（１）（２）（３） 

（６）の４項目のうち１項目が「援助があればできる」、３項目が「自発的にできるが 

援助が必要・おおむねできるが援助が必要」となっている。社会生活能力関連とされる 

（４）（５）（７）（８）の４項目のうち、４項目すべてが「援助があればできる」とな 

っている。「３ 日常生活能力の程度」の欄は「（３）精神障害を認め、日常生活に著し 

い制限を受けており、時に応じて援助を必要とする」となっている。 

 
3．判定 過去の入院治療を含め、医療的な関わりは継続されているが、単身で生活保護

受給中 

であり、就労にはまだ課題が多いようである。本来ならば、単身生活であり、障害福祉 

サービスが必要な状態と考えられるが、本人が拒否的で導入に時間を要している。その 

ような生活能力の状態の程度から、２級相当であると判定される。 

 
４．この症例の留意事項 覚せい剤等、薬物による精神障害に対する手帳の判定にはアル

コール同様、不使用の 

期間の確認が必要となる。また、アルコールに準ずれば、治療中断している場合も非該 

当となるため、通院状況に関しても、詳細な記載が求められる。 

５ 覚せい剤による精神および行動の障害 



診断書（精神障害者保健福祉手帳用）+ 
 

 
氏 名 症例 ５ 

明治・大正・昭和・平成 
 

４０ 年 ２ 月 ９ 日生（満 ４８ 歳） 

 
住 所 ○○ 県 ×× 市 △△ 町 ・・・ 

 

①  病名 
（ICDコードは、右の病名と対応 
するF00～F99、G40のいずれか 
を記載） 

②  初診年月日 
 
 

③  発病から現在までの病歴 
及び治療の経過、内容 (推定
発病年月、発病状況、初 発
症状、治療の経過、治療内 容
などを記載する） 

(１) 主たる精神障害  覚せい剤による精神病性障害 ＩＣＤコード（  Ｆ１５ ） 
(２) 従たる精神障害 ＩＣＤコード（ ） 
(３) 身 体 合 併症 身体障害者手帳（有・無、種別 級） 

 
主たる精神障害の初診年月日 昭和・平成 ６３年 １０月  １日 
診断書作成医療機関の初診年月日 昭和・平成 １７年 ７月  ３日 

（推定発病年月  昭和６３年 月頃） １７歳から２０歳までシンナーを使用。２０歳ごろ
からは覚せい剤を使用し、２３歳ごろに 

は、幻聴や被害関係妄想がみられるようになった。２３歳時にＡクリニックに通院するように 
なったが、再使用を繰り返し、平成３年には、６か月間の実刑となり服役している。出所後、 
Ａクリニックに比較的規則的に通院していたが、被害関係念慮は残存していた。４０歳時、飲 
酒を契機に精神運動興奮状態となり、当院に平成１７年７月から１０月まで約３か月間入院治 
療となった。その後、当院への外来受診を継続している。退院後は、薬物の使用は止まってい 
るが、なかなか就労には至らず、生活保護を受給しており、自宅で閉居することが多い。 

 
 

＊器質性精神障害（認知症を除く）の場合、発病の原因となった疾患名とその発症日 
（疾患名 年 月 日） 

④  現在の病状、状態像等（該当する項目を○で囲む） 
 

(１) 抑うつ状態 
１  思考・運動抑制  ２  易刺激性、興奮  ３  憂うつ気分  ４  その他（ ） 

(２) 躁状態 
１  行為心迫  ２  多弁  ３  感情高揚・易刺激性  ４  その他（ ） 

(３) 幻覚妄想状態 
１  幻覚  ２  妄想  ３  その他（ ） 

(４) 精神運動興奮及び昏迷の状態 
１  興奮  ２  昏迷  ３  拒絶  ４  その他（ ） 

(５) 統合失調症等残遺状態 
１  自閉  ２  感情平板化  ３  意欲の減退  ４  その他（ ） 

(６) 情動及び行動の障害 
１  爆発性  ２  暴力・衝動行為  ３  多動  ４  食行動の異常  ５  チック・汚言  ６  その他（ ） 

(７) 不安及び不穏 
１  強度の不安・恐怖感  ２  強迫体験  ３  心的外傷に関連する症状  ４  解離・転換症状 
５  その他（ ） 

(８) てんかん発作等（けいれんおよび意識障害） 
１  てんかん発作  発作型（ ）  頻度（ ）  最終発作（ 年 月 日） 
２  意識障害  ３  その他（ ） 

(９) 精神作用物質の乱用及び依存等 
１  アルコール  ２  覚せい剤  ３  有機溶剤  ４  その他（ ） 
ア  乱用  イ  依存  ウ  残遺性・遅発性精神病性障害（状態像を該当項目に再掲すること） 
エ  その他（ ） 

現在の精神作用物質の使用  有・無（不使用の場合、その期間 平成１７年  ７月から） 
(10) 知能・記憶・学習・注意の障害 

１  知的障害（精神遅滞） ア  軽度  イ  中等度  ウ  重度  療育手帳（有・無、等級等 ） 
２  認知症  ３  その他の記憶障害（ ） 
４  学習の困難  ア  読み  イ  書き  ウ  算数  エ  その他（ ） 
５  遂行機能障害  ６注意障害  ７  その他（ ） 

 

(11) 広汎性発達障害関連症状  
 １  相互的な社会関係の質的障害 ２ コミュニケーションのパターンにおける質的障害 
 ３  限定した常同的で反復的な関心と活動 ４ その他（ ） 
(12) その他（ ）   



 

⑤ ④の病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見 等 音に関する過敏性や関係念慮が原因で、反応的に易怒的、情
動不安定になることがある。時に症状増悪し、不眠や幻 

聴、被害関係妄想が出現するようになる。 
 

[ 検査所見：検査名、検査結果、検査時期 ＭＲＩで脳全体に軽度の萎縮あり（平成２４年６月） 

⑥ 生活能力の状態（保護的環境ではない場合を想定して判断する。児童では年齢相応の能力と比較の上で判断する） 
 
１ 現在の生活環境 

入院・入所（施設名 ）・在宅（ア 単身・イ 家族等と同居）・その他（ ） 
 
２ 日常生活能力の判定（該当するもの一つを○で囲む） 
(１) 適切な食事摂取 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(２) 身辺の清潔保持・規則正しい生活 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(３) 金銭管理と買物 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(４) 通院と服薬（要・不要） 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(５) 他人との意思伝達・対人関係 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(６) 身辺の安全保持・危機対応 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(７) 社会的手続や公共施設の利用 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(８) 趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
 
３ 日常生活能力の程度 

（該当する番号を選んで、どれか一つを○で囲む) 
(１) 精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる。 
(２) 精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。 
(３) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。 
(４) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。 
(５) 精神障害を認め、身のまわりのことはほとんどできない。 

⑦  ⑥の具体的程度、状態等 他人との良好な関係を築きにくく、孤立傾向にある。就労に対する意欲はあるようだが、
なかなか実際の活動につ 

ながらないまま、自宅で過ごす時間が多い。障害福祉サービスの利用が有効と考えるが、現在のところ本人が導入に 
拒否的である。 

⑧ 現在の障害福祉等のサービスの利用状況 
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に規定する自立訓練（生活訓練）、 
共同生活援助（グループホーム）、居宅介護（ホームヘルプ）、その他の障害福祉サービス、訪問指導、生活保護の有無等） 
 

生活保護受給中（平成１９年４月～） 

⑨ 備考 

上記のとおり、診断します。   平成 25 年 ○ 月 × 日 

医療機関の名称 ○ ○ 病院 
医療機関所在地 ○○ 県 △△ 市 ・・・ 
電話番号 ０××‐×××‐○○○○ 
診療担当科名 精神科 医師
氏名（自署又は記名捺印）  ○× ×○ 



 
 

 
 

統合失調症は、判定の数も多く、比較的議論されるところは少ないが、診断書の記載内 

容が不十分であったり、病歴と生活能力の状態とに乖離があるもの、あるいは、生活能力 

の状態の中で、日常生活能力の判定と日常生活能力の程度との間に乖離がみられたりする 

場合が時折見られ、判定の際に問題とされることがある。 

原則として、判定に当たっては、病歴や治療の経過、病状・状態像等を背景にした、精 

神障害者の「生活能力の状態」を総合的に判断する。「日常生活能力の程度」の記載によっ 

て、機械的に等級を判定するものではない。 

統合失調症は、急激に発症するもの、緩徐に進行するもの、幻覚や妄想、精神運動興奮 

などのいわゆる陽性症状が目立つものから、自閉、感情平板化などのいわゆる陰性症状や 

残遺状態が目立つものまでさまざまであり、経過や生活状況を注意深く見ていく必要があ 

る。「⑥ 生活能力の状態」については、単にできる・できないではなく、具体的な情報を 

要する。そのためにも、「⑦  ⑥の具体的程度、状態等」への詳細な記載が必要である。 

適正な判定がされるためにも、診断書の記載内容に齟齬を生じることなく、詳細かつ正 

確な記載がのぞまれる。 

尚、手帳の趣旨からして、「通常は２，３か月以内、しばしば数週間か数日以内に完全に 

回復し、これらの障害に罹患した患者の中で持続的に能力の低下した状態に陥るものはき 

わめてわずか」とされている「Ｆ２３ 急性一過性精神病性障害」については、原則とし 

て手帳の対象としない方針とする。 

Ｆ２ 統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害 



 

 
 
１．精神疾患（精神障害）の状態 

「①病名」は「Ｆ２０ 統合失調症」と診断されている。「③ 発病から現在までの 

病歴並びに治療の経過及び内容」「④ 現在の病状、状態像等」、「⑤ ④の病状、状態 

像等の具体的程度、症状、検査所見 等」欄の記述から、病名を支持する病状、状態像 

であることを確認する。さらに、病状の変化や治療経過の記述と現在の病状や状態像に 

ついて齟齬がないか、当該患者の個別的具体的な状態を確認する。 

 
主たる精神障害である「統合失調症」の症状として、 

ⅰ 幻覚妄想が残存していること 

ⅱ 一方で残遺症状が徐々に進行していること 

ⅲ 病状は今なお不安定であること 

などが記載されている。初診以降、長期にわたり治療を継続しているが症状が残存し 

ており、生活能力の障害を来たしていると考えられる。 

どの程度の生活能力の障害があるか、「⑥ 生活能力の状態」、「⑦ ⑥の具体的程度、 

状態等」について確認する。 

 
２．生活能力の状態 

「２ 日常生活能力の判定」では、日常生活関連の項目はすべてが「援助があればで 

きる」となっている。「３ 日常生活能力の程度」では、「（３）精神障害を認め、日常 

生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする」となっている。また、 

「⑦ ⑥の具体的程度、状態等」から日常生活においては家族の援助が必要で、援助の 

上でデイケアに通えている状態である。 

 
３．判定 統合失調症の症状は治療によっても消退しておらず、日常生活でも家族の援

助が必要 

な状況から、生活能力の状態はかなりの制限を受けていると考えられる。さらに、デイ 

ケア通所も援助によって何とか可能である現状から、日常生活及び社会生活における障 

害の程度は重く、障害等級は２級であると判定される。 

 
４．この症例の留意事項 まず、病名、病状、治療経過、現在の状態像の整合性につい

て確認する。治療経過に 

ついては、具体的な記載が望ましい。能力障害については、⑦欄の具体的程度、状態等 

⑧欄の現在の障害福祉等のサービスの利用状況における記載を参考にその程度を十分 

に確認しなければならない。 

６ １ 



診断書（精神障害者保健福祉手帳用） 
 

 
氏 名 症例 ６ 

明治・大正・昭和・平成 
 

４９  年 ６ 月  ６ 日生（満 ３９ 歳） 

 
住 所 ○○ 県 ×× 市 △△ 区 ・・・ 

 

①  病名 
（ICDコードは、右の病名と対応 
するF00～F99、G40のいずれか 
を記載） 

②  初診年月日 
 
 

③  発病から現在までの病歴 
及び治療の経過、内容 (推定
発病年月、発病状況、初 発
症状、治療の経過、治療内 容
などを記載する） 

(１) 主たる精神障害   統合失調症 ＩＣＤコード（  Ｆ２０ ） 
(２) 従たる精神障害 ＩＣＤコード（ ） 
(３) 身 体 合 併症 身体障害者手帳（有・無、種別 級） 

 
主たる精神障害の初診年月日 昭和・平成 １２年 １２月 １２日 
診断書作成医療機関の初診年月日 昭和・平成 １５年 ５月 ５日 

（推定発病年月  平成１２年 月頃） 高校３年生のころより人付合いが悪くなり家族とも
話さなくなった。大学に進学したが、２ 

年で中退した。その後アルバイトをするが長続きせず、平成１２年ころから、被害関係妄想や 
幻聴がみられるようになった。同年１２月１２日○○病院受診し、約３か月間入院。退院後は 
○○病院外来に通院していたが、平成１５年５月に幻覚妄想状態となり、同年５月５日当院に 
医療保護入院となった。退院後は当院外来に通院を継続している。些細なことで病状は不安定 
となりやすいが、デイケアに何とか通っている。 

 

＊器質性精神障害（認知症を除く）の場合、発病の原因となった疾患名とその発症日 
（疾患名 年 月 日） 

④  現在の病状、状態像等（該当する項目を○で囲む） 
 

(１) 抑うつ状態 
１  思考・運動抑制  ２  易刺激性、興奮  ３  憂うつ気分  ４  その他（ ） 

(２) 躁状態 
１  行為心迫  ２  多弁  ３  感情高揚・易刺激性  ４  その他（ ） 

(３) 幻覚妄想状態 
１  幻覚  ２  妄想  ３  その他（ ） 

(４) 精神運動興奮及び昏迷の状態 
１  興奮  ２  昏迷  ３  拒絶  ４  その他（ ） 

(５) 統合失調症等残遺状態 
１  自閉  ２  感情平板化  ３  意欲の減退  ４  その他（ ） 

(６) 情動及び行動の障害 
１  爆発性  ２  暴力・衝動行為  ３  多動  ４  食行動の異常  ５  チック・汚言  ６  その他（ ） 

(７) 不安及び不穏 
１  強度の不安・恐怖感  ２  強迫体験  ３  心的外傷に関連する症状  ４  解離・転換症状 
５  その他（ ） 

(８) てんかん発作等（けいれんおよび意識障害） 
１  てんかん発作  発作型（ ）  頻度（ ）  最終発作（ 年 月 日） 
２  意識障害  ３  その他（ ） 

(９) 精神作用物質の乱用及び依存等 
 
 
 

 現在の精神作用物質の使用  有・無（不使用の場合、その期間 年 月から）  
(10) 知能・記憶・学習・注意の障害  
 １  知的障害（精神遅滞） ア  軽度  イ  中等度  ウ  重度 療育手帳（有・無、等級等 ） 
 ２  認知症  ３  その他の記憶障害（ ）   

） 
 

(11) 広汎性発達障害関連症状  
 １  相互的な社会関係の質的障害 ２ コミュニケーションのパターンにおける質的障害 
 ３  限定した常同的で反復的な関心と活動 ４ その他（ ） 
(12) その他（ ）   

１ アルコール  ２ 覚せい剤  ３  有機溶剤  ４  その他（ ） 
ア 乱用  イ  依存 ウ  残遺性・遅発性精神病性障害（状態像を該当項目に再掲すること） 
エ その他（ ） 

４ 学習の困難  ア  読み  イ  書き  ウ  算数  エ その他（ 
５ 遂行機能障害  ６注意障害  ７  その他（ ） 



 

⑤ ④の病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見 等 テレパシー体験や、自分の行動にコメントする形の幻聴が残
存し、時に本人を非常に苦しめている。感情の平板化や 

意欲の減退は徐々に進行している。 
 
 

[ 検査所見：検査名、検査結果、検査時期 ] 
⑥ 生活能力の状態（保護的環境ではない場合を想定して判断する。児童では年齢相応の能力と比較の上で判断する） 
 
１ 現在の生活環境 

入院・入所（施設名 ）・在宅（ア 単身・イ 家族等と同居）・その他（ ） 
 
２ 日常生活能力の判定（該当するもの一つを○で囲む） 
(１) 適切な食事摂取 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(２) 身辺の清潔保持・規則正しい生活 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(３) 金銭管理と買物 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(４) 通院と服薬（要・不要） 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(５) 他人との意思伝達・対人関係 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(６) 身辺の安全保持・危機対応 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(７) 社会的手続や公共施設の利用 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(８) 趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
 
３ 日常生活能力の程度 

（該当する番号を選んで、どれか一つを○で囲む) 
(１) 精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる。 
(２) 精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。 
(３) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。 
(４) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。 
(５) 精神障害を認め、身のまわりのことはほとんどできない。 

⑦  ⑥の具体的程度、状態等 家族の協力で、なんとか家庭生活ができている。デイケアには通っているが、家族
に送迎されることも多い。 デイケアではプログラムに参加することは少なく、他のメンバーとの交流も殆どな
い。就労は困難な状態。 

⑧ 現在の障害福祉等のサービスの利用状況 
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に規定する自立訓練（生活訓練）、 
共同生活援助（グループホーム）、居宅介護（ホームヘルプ）、その他の障害福祉サービス、訪問指導、生活保護の有無等） 
 

デイケア利用中 

⑨ 備考 

上記のとおり、診断します。  平成 ２５ 年 ○ 月 × 日 

医療機関の名称 ○ × 病院 
医療機関所在地 ○○ 県 △△ 市 ・・・ 
電話番号 ０××‐×××‐○○○○ 
診療担当科名 精神科 医師氏名（自署又
は記名捺印） ○× ○× 



 
 

 
 
１．精神疾患（精神障害）の状態 

「①病名」は「Ｆ２０ 統合失調症」と診断されている。「③ 発病から現在までの 

病歴並びに治療の経過及び内容」「④ 現在の病状、状態像等」、「⑤ ④の病状、状態 

像等の具体的程度、症状、検査所見 等」欄の記述から、病名を支持する病状、状態像 

であることを確認する。さらに、病状の変化や治療経過の記述と現在の病状や状態像に 

ついて齟齬がないか、当該患者の個別的具体的な状態を確認する。 

 
主たる精神障害である「統合失調症」の症状として、 

ⅰ 活発な幻覚妄想が存在し、一方で残遺症状も進行していること 

ⅱ 治療抵抗性であること 

ⅲ 病状は不安定で入退院を繰り返していること 

などが記載されている。 

長期にわたり治療を継続しているが、治療抵抗性で陽性症状及び陰性症状を認める。 

さらに、病状が不安定でこれまで入退院を繰り返しており、著しい生活能力の障害を来 

たしていると考えられる。 

どの程度の生活能力の障害があるか、「⑥ 生活能力の状態」、「⑦ ⑥の具体的程度、 

状態等」について確認する。 

 
２．生活能力の状態 

「２ 日常生活能力の判定」では、１項目を除きすべて「できない」であり、「援助 

があればできる」は１項目となっている。「３ 日常生活能力の程度」では、「（５）精 

神障害を認め、身のまわりのことはほとんどできない」となっている。「⑦ ⑥の具体 

的程度、状態等」からも、日常生活において常時援助が必要であり、自らできることは 

極めて限られている状態であることが確認できる。 

 
３．判定 治療を継続しているが、病状は不安定で入退院を繰り返し、さらに長期入院

中の状態 

である。生活能力の状態は著しい制限を受けていると考えられ、日常生活及び社会生活 

における障害の程度は極めて重度であり、障害等級は１級であると判定される。 

 
４．この症例の留意事項 まず、病名、病状、治療経過、現在の状態像の整合性につい

て確認する。治療経過に 

ついては、具体的な記載が望ましい。能力障害については、⑦欄の具体的程度、状態等 

の記載を参考にその程度を十分に確認しなければならない。 

７ ２ 



診断書（精神障害者保健福祉手帳用） 
 

 
氏 名 症例 ７ 

明治・大正・昭和・平成 
 

４０ 年  ７ 月 ７ 日生（満 ４８ 歳） 

 
住 所 ○○ 県 ×× 市 △△ 町 ・・・ 

 

①  病名 
（ICDコードは、右の病名と対応 
するF00～F99、G40のいずれか 
を記載） 

②  初診年月日 
 
 

③  発病から現在までの病歴 
及び治療の経過、内容 (推定
発病年月、発病状況、初 発
症状、治療の経過、治療内 容
などを記載する） 

(１) 主たる精神障害   統合失調症 ＩＣＤコード（  Ｆ２０  ） 
(２) 従たる精神障害 ＩＣＤコード（ ） 
(３) 身 体 合 併症 身体障害者手帳（有・無、種別 級） 

 
主たる精神障害の初診年月日 昭和・平成 ３年  １１月  １１日 
診断書作成医療機関の初診年月日 昭和・平成 ３年  １１月  １１日 

（推定発病年月  平成 ２年 月頃） 大学を卒業し銀行に就職したが、平成２年ごろから
無断欠勤するようになった。平成３年秋 

頃から、食物に毒を入れられたという被害妄想を訴え、同年１１月１１日に当院を受診した。 
当初外来治療を行っていたが、年末に激しい興奮状態となり、当院に入院となった。翌年退院 
したが、服薬中断し症状が再燃し再入院。その後当院に入退院を繰り返している。平成２１年 
興奮状態となり当院に9回目の入院となり、現在まで引き続いて入院中である。 

 
 

＊器質性精神障害（認知症を除く）の場合、発病の原因となった疾患名とその発症日 
（疾患名 年 月 日） 

④  現在の病状、状態像等（該当する項目を○で囲む） 

 
(１) 抑うつ状態 

１  思考・運動抑制  ２  易刺激性、興奮  ３  憂うつ気分  ４  その他（ ） 
(２) 躁状態 

１  行為心迫  ２  多弁  ３  感情高揚・易刺激性  ４  その他（ ） 
(３) 幻覚妄想状態 

１  幻覚  ２  妄想  ３  その他（ ） 
(４) 精神運動興奮及び昏迷の状態 

１  興奮  ２  昏迷  ３  拒絶  ４  その他（ ） 
(５) 統合失調症等残遺状態 

１  自閉  ２  感情平板化  ３  意欲の減退  ４  その他（ ） 
(６) 情動及び行動の障害 

１  爆発性  ２  暴力・衝動行為  ３  多動  ４  食行動の異常  ５  チック・汚言  ６  その他（ ） 
(７) 不安及び不穏 

１  強度の不安・恐怖感  ２  強迫体験  ３  心的外傷に関連する症状  ４  解離・転換症状 
５  その他（ ） 

(８) てんかん発作等（けいれんおよび意識障害） 
１  てんかん発作  発作型（ ）  頻度（ ）  最終発作（ 年 月 日） 
２  意識障害  ３  その他（ ） 

(９) 精神作用物質の乱用及び依存等 
 
 
 

 現在の精神作用物質の使用  有・無（不使用の場合、その期間 年 月から）  
(10) 知能・記憶・学習・注意の障害  
 １  知的障害（精神遅滞） ア  軽度  イ  中等度  ウ  重度 療育手帳（有・無、等級等 ） 
 ２  認知症  ３  その他の記憶障害（ ）   

） 
 

(11) 広汎性発達障害関連症状  
 １  相互的な社会関係の質的障害 ２ コミュニケーションのパターンにおける質的障害 
 ３  限定した常同的で反復的な関心と活動 ４ その他（ ） 
(12) その他（ ）   

１ アルコール  ２ 覚せい剤  ３  有機溶剤  ４  その他（ ） 
ア 乱用  イ  依存 ウ  残遺性・遅発性精神病性障害（状態像を該当項目に再掲すること） 
エ その他（ ） 

４ 学習の困難  ア  読み  イ  書き  ウ  算数  エ その他（ 
５ 遂行機能障害  ６注意障害  ７  その他（ ） 



 

⑤ ④の病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見 等 入院が長期化しており、無為自閉が目立ち好褥的な状態にあ
る。幻聴や被害関係妄想は治療に抵抗性であり、時に拒 

食、興奮がみられる。身体は不潔で常に介助、指導を要し、他患との接触もほとんどみられない。 
 
 

[ 検査所見：検査名、検査結果、検査時期 ] 
⑥ 生活能力の状態（保護的環境ではない場合を想定して判断する。児童では年齢相応の能力と比較の上で判断する） 
 
１ 現在の生活環境 

入院・入所（施設名 ）・在宅（ア 単身・イ 家族等と同居）・その他（ ） 
 
２ 日常生活能力の判定（該当するもの一つを○で囲む） 
(１) 適切な食事摂取 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(２) 身辺の清潔保持・規則正しい生活 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(３) 金銭管理と買物 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(４) 通院と服薬（要・不要） 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(５) 他人との意思伝達・対人関係 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(６) 身辺の安全保持・危機対応 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(７) 社会的手続や公共施設の利用 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(８) 趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
 
３ 日常生活能力の程度 

（該当する番号を選んで、どれか一つを○で囲む) 
(１) 精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる。 
(２) 精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。 
(３) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。 
(４) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。 
(５) 精神障害を認め、身のまわりのことはほとんどできない。 

⑦  ⑥の具体的程度、状態等 妄想から拒食することがある。着替えや入浴は職員の促しがないと行わない。他患との
交流は全くなく、家族の 面会も短時間で席をはずしてしまう。院内の作業療法には、参加できないことも多い。入院
が長期化し、家族の 
協力が次第に得られなくなっている。 

⑧ 現在の障害福祉等のサービスの利用状況 
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に規定する自立訓練（生活訓練）、 
共同生活援助（グループホーム）、居宅介護（ホームヘルプ）、その他の障害福祉サービス、訪問指導、生活保護の有無等） 
 

利用なし 

⑨ 備考 

上記のとおり、診断します。  平成 ２５ 年 ○ 月 × 日 

医療機関の名称 ○ ○ 病院 
医療機関所在地 ○○ 県 △△ 市 ・・・ 
電話番号 ０××‐×××‐○○○○ 
診療担当科名 精神科 医師氏名（自署又
は記名捺印） ○× ○× 



 
 

 
 
１．精神疾患（精神障害）の状態 

「①病名」は「Ｆ２０ 統合失調症」と診断されている。「③ 発病から現在までの 

病歴並びに治療の経過及び内容」「④ 現在の病状、状態像等」、「⑤ ④の病状、状態 

像等の具体的程度、症状、検査所見 等」欄の記述から、病名を支持する病状、状態像 

であることを確認する。さらに、病状の変化や治療経過の記述と現在の病状や状態像に 

ついて齟齬がないか、当該患者の個別的具体的な状態を確認する。 

 
主たる精神障害である「統合失調症」の症状として、 

ⅰ 幻覚妄想状態が残存していること 

ⅱ 病状は安定に向かってはいること などが記載されている。継続した治療により症状

は落ち着いてきているが、大学中退 

を余儀なくされており、ある程度の生活能力の障害を来たしていると考えられる。 ど

の程度の生活能力の障害があるか、「⑥ 生活能力の状態」、「⑦ ⑥の具体的程度、 

状態等」について確認する。 
 

２．生活能力の状態 

「２ 日常生活能力の判定」では、日常生活関連のうち３項目が「自発的にできるが 

援助が必要」であり、１項目が「援助があればできる」となっている。社会生活関連項 

目はすべて「援助があればできる」となっている。「３  日常生活能力の程度」では、 

「（３）精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要 

とする」となっている。また、「⑦ ⑥の具体的程度、状態等」から日常生活において 

は家族の援助が必要だが、デイケアにはほぼ適応できている状態である。 

 
３．判定 症状は軽快しつつも残存しており、日常生活能力は一定の援助が必要な状態

であり、 

社会生活上かなりの援助を必要としている。「⑦ ⑥の具体的程度、状態等」の記載か 

らは、デイケアに通ってはいるが、まだまだ課題が多い状況である。日常生活及び社会 

生活における障害の程度は重く、障害等級は２級であると判定される。 

 
４．この症例の留意事項 まず、病名、病状、治療経過、現在の状態像の整合性について

確認する。治療経過に 

ついては、具体的な記載が望ましい。能力障害については、⑦欄の具体的程度、状態等 

⑧欄の現在の障害福祉等のサービスの利用状況における記載を参考にその程度を十分 

に確認しなければならない。 

８ ３ 



診断書（精神障害者保健福祉手帳用） 
 

 
氏 名 症例 ８ 

明治・大正・昭和・平成 
 

１ 年 １０ 月 １０ 日生（満 ２４ 歳） 

 
住 所 ○○ 県 ×× 市 △△ 町 ・・・ 

 

①  病名 
（ICDコードは、右の病名と対応 
するF00～F99、G40のいずれか 
を記載） 

②  初診年月日 
 
 

③  発病から現在までの病歴 
及び治療の経過、内容 (推定
発病年月、発病状況、初 発
症状、治療の経過、治療内 容
などを記載する） 

(１) 主たる精神障害   統合失調症 ＩＣＤコード（  Ｆ２０ ） 
(２) 従たる精神障害 ＩＣＤコード（ ） 
(３) 身 体 合 併症 身体障害者手帳（有・無、種別 級） 

 
主たる精神障害の初診年月日 昭和・平成 ２１年 ７月 ７日 
診断書作成医療機関の初診年月日 昭和・平成 ２２年 ９月 ９日 

（推定発病年月  平成２１年 月頃） 都内の女子大に通っていたが、平成２１年春頃から
次第に幻聴に行動を左右されるようにな 

り、また「ストーカーに追われている」「盗聴器がしかけられている」といった妄想も出現し 
、アパートに閉じこもるようになった。友人の連絡で家族が上京、平成２１年７月７日Ａ病院 
を受診し同日入院となった。退院後は外来治療を続けていたが、異性関係によるストレスを契 
機に症状が再燃。大学３年で中退した。その後、実家に戻り、平成２２年９月当院受診。以後 
外来通院を継続し、当院のデイケアにも通い、比較的規則正しい生活ができるようになってき 
た。 

 

＊器質性精神障害（認知症を除く）の場合、発病の原因となった疾患名とその発症日 
（疾患名 年 月 日） 

④  現在の病状、状態像等（該当する項目を○で囲む） 
 

(１) 抑うつ状態 
１  思考・運動抑制  ２  易刺激性、興奮  ３  憂うつ気分  ４  その他（ ） 

(２) 躁状態 
１  行為心迫  ２  多弁  ３  感情高揚・易刺激性  ４  その他（ ） 

(３) 幻覚妄想状態 
１  幻覚  ２  妄想  ３  その他（ ） 

(４) 精神運動興奮及び昏迷の状態 
１  興奮  ２  昏迷  ３  拒絶  ４  その他（ ） 

(５) 統合失調症等残遺状態 
１  自閉  ２  感情平板化  ３  意欲の減退  ４  その他（ ） 

(６) 情動及び行動の障害 
１  爆発性  ２  暴力・衝動行為  ３  多動  ４  食行動の異常  ５  チック・汚言  ６  その他（ ） 

(７) 不安及び不穏 
１  強度の不安・恐怖感  ２  強迫体験  ３  心的外傷に関連する症状  ４  解離・転換症状 
５  その他（ ） 

(８) てんかん発作等（けいれんおよび意識障害） 
１  てんかん発作  発作型（ ）  頻度（ ）  最終発作（ 年 月 日） 
２  意識障害  ３  その他（ ） 

(９) 精神作用物質の乱用及び依存等 
 
 
 

 現在の精神作用物質の使用  有・無（不使用の場合、その期間 年 月から）  
(10) 知能・記憶・学習・注意の障害  
 １  知的障害（精神遅滞） ア  軽度  イ  中等度  ウ  重度 療育手帳（有・無、等級等 ） 
 ２  認知症  ３  その他の記憶障害（ ）   

） 
 

(11) 広汎性発達障害関連症状  
 １  相互的な社会関係の質的障害 ２ コミュニケーションのパターンにおける質的障害 
 ３  限定した常同的で反復的な関心と活動 ４ その他（ ） 
(12) その他（ ）   

１ アルコール  ２ 覚せい剤  ３  有機溶剤  ４  その他（ ） 
ア 乱用  イ  依存 ウ  残遺性・遅発性精神病性障害（状態像を該当項目に再掲すること） 
エ その他（ ） 

４ 学習の困難  ア  読み  イ  書き  ウ  算数  エ その他（ 
５ 遂行機能障害  ６注意障害  ７  その他（ ） 



 

⑤ ④の病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見 等 現在なお幻聴が残存しており、時に服薬を忘れることがある
。デイケアでは他患との交流は少しはみられているが、 

デイケア以外に一人で外出することはほとんどない。 
 
 

[ 検査所見：検査名、検査結果、検査時期 ] 
⑥ 生活能力の状態（保護的環境ではない場合を想定して判断する。児童では年齢相応の能力と比較の上で判断する） 
 
１ 現在の生活環境 

入院・入所（施設名 ）・在宅（ア 単身・イ 家族等と同居）・その他（ ） 
 
２ 日常生活能力の判定（該当するもの一つを○で囲む） 
(１) 適切な食事摂取 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(２) 身辺の清潔保持・規則正しい生活 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(３) 金銭管理と買物 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(４) 通院と服薬（要・不要） 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(５) 他人との意思伝達・対人関係 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(６) 身辺の安全保持・危機対応 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(７) 社会的手続や公共施設の利用 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(８) 趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
 
３ 日常生活能力の程度 

（該当する番号を選んで、どれか一つを○で囲む) 
(１) 精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる。 
(２) 精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。 
(３) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。 
(４) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。 
(５) 精神障害を認め、身のまわりのことはほとんどできない。 

⑦  ⑥の具体的程度、状態等 自宅では母親に依存した生活である。デイケアには、ほぼ毎日通っている。本人は将来
的な就労への意欲はある が、デイケアでも、集中力や持続力等、課題は多い。他者との交流もほとんどなく過ごす。
デイケアでのプログ 
ラムによっては、緊張が高まり、途中休憩室で休んだりしている。アルバイトを含め就労の経験はない。 

⑧ 現在の障害福祉等のサービスの利用状況 
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に規定する自立訓練（生活訓練）、 
共同生活援助（グループホーム）、居宅介護（ホームヘルプ）、その他の障害福祉サービス、訪問指導、生活保護の有無等） 
 

デイケア利用中 

⑨ 備考 

上記のとおり、診断します。  平成 ２５ 年 ○ 月 × 日 

医療機関の名称 ○ ○ 病院 
医療機関所在地 ○○ 県 △△ 市 ・・・ 
電話番号 ０××‐×××‐○○○○ 
診療担当科名 精神科 医師氏名（自署又
は記名捺印） ○× ○× 



 
 

 
 
１．精神疾患（精神障害）の状態 

「①病名」は「Ｆ２０ 統合失調症」と診断されている。「③ 発病から現在までの 

病歴並びに治療の経過及び内容」「④ 現在の病状、状態像等」、「⑤ ④の病状、状態 

像等の具体的程度、症状、検査所見 等」欄の記述から、病名を支持する病状、状態像 

であることを確認する。さらに、病状の変化や治療経過の記述と現在の病状や状態像に 

ついて齟齬がないか、当該患者の個別的具体的な状態を確認する。 

 
主たる精神障害である「統合失調症」の症状として、 

ⅰ 幻覚妄想はほぼ消退していること 

ⅱ 残遺症状として、自閉、感情平板化がみられる 

ⅲ 病状は安定し外来通院のみで経過していること 

などが記載されている。初診以降、長期にわたり治療継続しており、ある程度の生活 

能力の障害を来たしていると考えられる。 

どの程度の生活能力の障害があるか、「⑥ 生活能力の状態」、「⑦ ⑥の具体的程度、 

状態等」について確認する。 

 
２．生活能力の状態 

「２ 日常生活能力の判定」では、日常生活関連の３項目が「自発的にできる」であ 

り、社会生活関連の３項目が「おおむねできるが援助が必要」である。 

「３ 日常生活能力の程度」では、「（２）精神障害を認め、日常生活又は社会生活に 

一定の制限を受ける」となっている。また、「⑦ ⑥の具体的程度、状態等」から日常 

生活においては単身生活が可能で、時々アルバイトができる状態である。 

 
３．判定 統合失調症の症状は残存しているが、特に障害福祉等のサービスを利用せずに

単身生 

活が送れていることから、生活能力は一定の制限を受ける程度であり、不定期ではある 

が就労も可能なことからも、日常生活及び社会生活における障害の程度は重くはなく、 

障害等級は３級であると判定される。 

 
４．この症例の留意事項 まず、病名、病状、治療経過、現在の状態像の整合性について

確認する。治療経過に 

ついては、具体的な記載が望ましい。能力障害については、⑦欄の具体的程度、状態等 

⑧欄の現在の障害福祉等のサービスの利用状況における記載を参考にその程度を十分 

に確認しなければならない。 

９ ４ 



診断書（精神障害者保健福祉手帳用） 
 

 
氏 名 症例 ９ 

明治・大正・昭和・平成 
 

５４ 年 １２ 月 １２ 日生（満 ３４ 歳） 

 
住 所 ○○ 県 ×× 市 △△ 区 ・・・ 

 

①  病名 
（ICDコードは、右の病名と対応 
するF00～F99、G40のいずれか 
を記載） 

②  初診年月日 
 
 

③  発病から現在までの病歴 
及び治療の経過、内容 (推定
発病年月、発病状況、初 発
症状、治療の経過、治療内 容
などを記載する） 

(１) 主たる精神障害   統合失調症 ＩＣＤコード（  Ｆ２０ ） 
(２) 従たる精神障害 ＩＣＤコード（ ） 
(３) 身 体 合 併症 身体障害者手帳（有・無、種別 級） 

 
主たる精神障害の初診年月日 昭和・平成 ２０年  １１月  １１日 
診断書作成医療機関の初診年月日 昭和・平成 ２０年  １１月  １１日 

（推定発病年月  平成２０年 月頃） 大学卒業後事務員として勤めていたが、平成２０年
頃に幻聴や被害関係妄想が出現。取引会 

社に大量の苦情メールを送り続けたことが問題となり解雇となった。平成２０年１１月１１日 
当院受診。以後外来通院を続けている。幻覚妄想状態は治療により軽快し、ときにアルバイト 
程度の仕事につくが、対人関係の問題などで長続きせず、短期間で職を転々としている。現在 
は、障害者枠での就労に向けて準備を進めている。 

 
 

＊器質性精神障害（認知症を除く）の場合、発病の原因となった疾患名とその発症日 
（疾患名 年 月 日） 

④  現在の病状、状態像等（該当する項目を○で囲む） 

 
(１) 抑うつ状態 

１  思考・運動抑制  ２  易刺激性、興奮  ３  憂うつ気分  ４  その他（ ） 
(２) 躁状態 

１  行為心迫  ２  多弁  ３  感情高揚・易刺激性  ４  その他（ ） 
(３) 幻覚妄想状態 

１  幻覚  ２  妄想  ３  その他（ ） 
(４) 精神運動興奮及び昏迷の状態 

１  興奮  ２  昏迷  ３  拒絶  ４  その他（ ） 
(５) 統合失調症等残遺状態 

１  自閉  ２  感情平板化  ３  意欲の減退  ４  その他（ ） 
(６) 情動及び行動の障害 

１  爆発性  ２  暴力・衝動行為  ３  多動  ４  食行動の異常  ５  チック・汚言  ６  その他（ ） 
(７) 不安及び不穏 

１  強度の不安・恐怖感  ２  強迫体験  ３  心的外傷に関連する症状  ４  解離・転換症状 
５  その他（ ） 

(８) てんかん発作等（けいれんおよび意識障害） 
１  てんかん発作  発作型（ ）  頻度（ ）  最終発作（ 年 月 日） 
２  意識障害  ３  その他（ ） 

(９) 精神作用物質の乱用及び依存等 
 
 
 

 現在の精神作用物質の使用  有・無（不使用の場合、その期間 年 月から）  
(10) 知能・記憶・学習・注意の障害  
 １  知的障害（精神遅滞） ア  軽度  イ  中等度  ウ  重度 療育手帳（有・無、等級等 ） 
 ２  認知症  ３  その他の記憶障害（ ）   

） 
 

(11) 広汎性発達障害関連症状  
 １  相互的な社会関係の質的障害 ２ コミュニケーションのパターンにおける質的障害 
 ３  限定した常同的で反復的な関心と活動 ４ その他（ ） 
(12) その他（ ）   

１ アルコール  ２ 覚せい剤  ３  有機溶剤  ４  その他（ ） 
ア 乱用  イ  依存 ウ  残遺性・遅発性精神病性障害（状態像を該当項目に再掲すること） 
エ その他（ ） 

４ 学習の困難  ア  読み  イ  書き  ウ  算数  エ その他（ 
５ 遂行機能障害  ６注意障害  ７  その他（ ） 



 

⑤ ④の病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見 等 現在、幻覚や妄想はほぼ治まっている。しかし、対人関係に
課題が残っており、「自分の病気が職場にばれるのでは 

ないか」など、社会生活上の不安も強い。 
 
 

[ 検査所見：検査名、検査結果、検査時期 ] 
⑥ 生活能力の状態（保護的環境ではない場合を想定して判断する。児童では年齢相応の能力と比較の上で判断する） 
 
１ 現在の生活環境 

入院・入所（施設名 ）・在宅（ア 単身・イ 家族等と同居）・その他（ ） 
 
２ 日常生活能力の判定（該当するもの一つを○で囲む） 
(１) 適切な食事摂取 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(２) 身辺の清潔保持・規則正しい生活 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(３) 金銭管理と買物 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(４) 通院と服薬（要・不要） 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(５) 他人との意思伝達・対人関係 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(６) 身辺の安全保持・危機対応 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(７) 社会的手続や公共施設の利用 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(８) 趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
 
３ 日常生活能力の程度 

（該当する番号を選んで、どれか一つを○で囲む) 
(１) 精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる。 
(２) 精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。 
(３) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。 
(４) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。 
(５) 精神障害を認め、身のまわりのことはほとんどできない。 

⑦  ⑥の具体的程度、状態等 単身生活である。就労はアルバイト程度で、継続期間は長くても３か月程度である。求
職活動に積極的ではある が、面接まで行っても採用に至らないことが多い。現在は、障害者枠での就労に向けて
動いている。 

⑧ 現在の障害福祉等のサービスの利用状況 
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に規定する自立訓練（生活訓練）、 
共同生活援助（グループホーム）、居宅介護（ホームヘルプ）、その他の障害福祉サービス、訪問指導、生活保護の有無等） 
 

今後は、障害者職業センター、ハローワーク等の支援を受けて就労を目指す 

⑨ 備考 

上記のとおり、診断します。  平成 ２５ 年 ○ 月 × 日 

医療機関の名称 ○ ○ 病院 
医療機関所在地 ○○ 県 △△ 市 ・・・ 
電話番号 ０××‐×××‐○○○○ 
診療担当科名 精神科 医師氏名（自署又
は記名捺印） ○× ○× 



 
 

 
 

気分障害患者数は増加しており、今後も手帳申請数は増加するものと考えられるが、 

一方で、比較的軽症のうつ病や、罹病期間の短いうつ病では、今後の障害の程度の判定 

がより一層難しくなると考えられる。そのため、判定に必要な情報を十分に記載しても 

らうことが重要となっている。実際の判定では、欠席・休暇などを含めた就学・就労状 

況や、家事の実施状況など、具体的な記述を求める必要が生じると思われる。 

手帳の取得については、厚生労働省の施行規則や通知では、初めて医師の診察を受け 

た日から６か月を経過した日以降の診断書が必要とされている。この点について、治療 

中断や通院が不規則になっている場合には、初診年月日の考え方に、自治体間で差異が 

生じる可能性があるが、本マニュアルでは、中断期間があっても、最初に医療機関で医 

師の診察を受けた日を初診年月日とする。ただし、「十分な治療の後に等級判定を行う」 

という原則に従って、中断後治療を再開して半年に満たない場合は、非該当もしくは３ 

級と判定することになる。 

双極性障害などにおいては、症状が激しい時期や軽快している時期があるなど、症状 

に変動が伴うことが多いため、過去２年間における症状の変動、それに伴う重篤な生活 

障害の持続期間についても情報の記載を求めるべきである。一時的な激しい症状の時期 

の記載のみによって判定することのないように留意が必要である。 

なお、気分変調症については、うつ病エピソードや反復性うつ病性障害に比べて、さ 

らに病状の評価が難しい場合が多く、等級の判定を困難にしている。病状やその変化の 

詳細な記述が必要とされる他、実際の就労状況（病休、休職、退職、アルバイトの状況） 

や、就労以外の生活状況（趣味に関する活動など）、入院治療の有無（入院形態を含め 

て）などの情報も、等級判定上の参考とすることが望ましい。 

Ｆ３ 気分（感情）障害 



 

 
 

1．精神疾患（精神障害）の状態 

「① 病名」として、「Ｆ３３ 反復性うつ病性障害」と診断されている。「③ 発病 

から現在までの病歴並びに治療の経過及び内容」では、うつ病相の繰り返しについて記 

載があり、比較的長期の経過で、症状も増悪～軽快と変化しているが、何とか入院治療 

に至らず外来治療で治療継続がされている。「④ 現在の病状、状態像等」では、思考・ 

運動抑制、抑うつ気分、自殺念慮や、強度の不安・恐怖感などが該当している。 

 
２．生活能力の状態 

「⑥ 生活能力の状態」を確認すると、「２ 日常生活能力の判定」の欄では、日常 

生活能力関連とされる（１）（２）（３）（６）の４項目のうち３項目が「自発的にでき 

るが援助が必要・おおむねできるが援助が必要」、１項目が「援助があればできる」と 

なっている。 

社会生活能力関連とされる（４）（５）（７）（８）の４項目のうち、３項目が「おお 

むねできるが援助が必要」、趣味・娯楽への関心、文化社会的活動への参加の１項目が、 

「できない」となっている。 

「３ 日常生活能力の程度」欄では、「（３）精神障害を認め、日常生活に著しい制限 

を受けており、時に応じて援助を必要とする」となっている。 

家庭の主婦であることから、家事能力を参考にみてみると、何とか最低限の家事はこ 

なしている状態と記載されている。 

 
3．判定 機能障害の状況を確認し、生活能力の状態から、現時点では３級相当と判定さ

れる。 

 
４．この症例の留意事項 気分（感情）障害の事例では、比較的短期間に症状の増悪や改

善などの変化がみられ 

ることも多く、現在の状態が把握しづらいこともある。手帳の等級判定のためには、生 

活能力の状態の評価に関連する就労・就学状況、休職や不登校の状況などの記載も等級 

判定には重要となってくる。主婦の場合は、家事の状況や、通院の状況（単独受診が可 

能かどうか）、交遊関係、趣味や外出など、本人の生活能力の参考になるような事項の 

記載が求められる。 

１０ 反復性うつ病性障害 



診断書（精神障害者保健福祉手帳用） 
 

 
氏 名 症例 １０ 

明治・大正・昭和・平成 
 

４８ 年  ２ 月 ８ 日生（満 ４０ 歳） 

 
住 所 ○○ 県 ×× 市 △△ 町 ・・・ 

 

①  病名 
（ICDコードは、右の病名と対応 
するF00～F99、G40のいずれか 
を記載） 

②  初診年月日 
 
 

③  発病から現在までの病歴 
及び治療の経過、内容 (推定
発病年月、発病状況、初 発
症状、治療の経過、治療内 容
などを記載する） 

(１) 主たる精神障害  反復性うつ病性障害 ＩＣＤコード（  Ｆ３３ ） 
(２) 従たる精神障害 ＩＣＤコード（ ） 
(３) 身 体 合 併症 身体障害者手帳（有・無、種別 級） 

 
主たる精神障害の初診年月日 昭和・平成 ２０年  １０月  １０日 
診断書作成医療機関の初診年月日 昭和・平成 ２０年  １０月  １０日 

（推定発病年月  平成２０年 ３月頃 ） 平成２０年３月ころから、近隣家庭とのトラブル
を契機に、不眠、抑うつ、頭重感などが出 

現した。かかりつけ医から精神安定剤や睡眠導入剤の処方を受けたが、あまり病状が改善しな 
いため、平成２０年１０月当院受診。抗うつ薬投与で症状の改善が見られ、治療も一旦は終了 
しかけたが、平成２４年に長男の進学の問題で、不安、不眠、抑うつ気分などが再燃し、抗う 
つ薬による治療を再開している。自殺念慮が時に強まるため、入院治療についても話し合われ 
たが、ご家族の希望もあって、なんとか外来治療を継続している。 

 

＊器質性精神障害（認知症を除く）の場合、発病の原因となった疾患名とその発症日 
（疾患名 年 月 日） 

④  現在の病状、状態像等（該当する項目を○で囲む） 

 
(１) 抑うつ状態 

１  思考・運動抑制  ２  易刺激性、興奮  ３  憂うつ気分  ４  その他（自殺念慮） 
(２) 躁状態 

１  行為心迫  ２  多弁  ３  感情高揚・易刺激性  ４  その他（ ） 
(３) 幻覚妄想状態 

１  幻覚  ２  妄想  ３  その他（ ） 
(４) 精神運動興奮及び昏迷の状態 

１  興奮  ２  昏迷  ３  拒絶  ４  その他（ ） 
(５) 統合失調症等残遺状態 

１  自閉  ２  感情平板化  ３  意欲の減退  ４  その他（ ） 
(６) 情動及び行動の障害 

１  爆発性  ２  暴力・衝動行為  ３  多動  ４  食行動の異常  ５  チック・汚言  ６  その他（ ） 
(７) 不安及び不穏 

１  強度の不安・恐怖感  ２  強迫体験  ３  心的外傷に関連する症状  ４  解離・転換症状 
５  その他（ ） 

(８) てんかん発作等（けいれんおよび意識障害） 
１  てんかん発作  発作型（ ）  頻度（ ）  最終発作（ 年 月 日） 
２  意識障害  ３  その他（ ） 

(９) 精神作用物質の乱用及び依存等 
 
 
 

 現在の精神作用物質の使用  有・無（不使用の場合、その期間 年 月から）  
(10) 知能・記憶・学習・注意の障害  
 １  知的障害（精神遅滞） ア  軽度  イ  中等度  ウ  重度 療育手帳（有・無、等級等 ） 
 ２  認知症  ３  その他の記憶障害（ ）   

） 
 

(11) 広汎性発達障害関連症状  
 １  相互的な社会関係の質的障害 ２ コミュニケーションのパターンにおける質的障害 
 ３  限定した常同的で反復的な関心と活動 ４ その他（ ） 
(12) その他（ ）   

１ アルコール  ２ 覚せい剤  ３  有機溶剤  ４  その他（ ） 
ア 乱用  イ  依存 ウ  残遺性・遅発性精神病性障害（状態像を該当項目に再掲すること） 
エ その他（ ） 

４ 学習の困難  ア  読み  イ  書き  ウ  算数  エ その他（ 
５ 遂行機能障害  ６注意障害  ７  その他（ ） 



 

⑤ ④の病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見 等 最低限の家事は何とかこなしているが、時に寝込むことがあ
り、その場合は、長女が手伝うなど、家族のサポートで 

対応されている。 
 
 

[ 検査所見：検査名、検査結果、検査時期 
⑥ 生活能力の状態（保護的環境ではない場合を想定して判断する。児童では年齢相応の能力と比較の上で判断する） 
 
１ 現在の生活環境 

入院・入所（施設名 ）・在宅（ア 単身・イ 家族等と同居）・その他（ ） 
 
２ 日常生活能力の判定（該当するもの一つを○で囲む） 
(１) 適切な食事摂取 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(２) 身辺の清潔保持・規則正しい生活 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(３) 金銭管理と買物 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(４) 通院と服薬（要・不要） 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(５) 他人との意思伝達・対人関係 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(６) 身辺の安全保持・危機対応 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(７) 社会的手続や公共施設の利用 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(８) 趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
 
３ 日常生活能力の程度 

（該当する番号を選んで、どれか一つを○で囲む) 
(１) 精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる。 
(２) 精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。 
(３) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。 
(４) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。 
(５) 精神障害を認め、身のまわりのことはほとんどできない。 

⑦  ⑥の具体的程度、状態等 比較的調子のよいときには、家族と一緒に外出したりすることが可能であるが、おおむね
最低限の家事をこなす 

以外は臥床がちである。基本的に単独で通院が可能であるが、不眠が強いときなど、時にご家族の同伴が必要となる 
場合がある。 

⑧ 現在の障害福祉等のサービスの利用状況 
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に規定する自立訓練（生活訓練）、 
共同生活援助（グループホーム）、居宅介護（ホームヘルプ）、その他の障害福祉サービス、訪問指導、生活保護の有無等） 
 

特に利用なし 

⑨ 備考 

上記のとおり、診断します。   平成 ２５ 年 ○ 月 × 日 

医療機関の名称 ○ ○ 病院 
医療機関所在地 ○○ 県 △△ 市 ・・・ 
電話番号 ０××‐×××‐○○○○ 
診療担当科名 精神科 医師
氏名（自署又は記名捺印）  ○× ×○ 



 
 

 
 

1．精神疾患（精神障害）の状態 

「① 病名」として、「Ｆ３１ 双極性感情障害」と診断されている。 

「③ 発病や現在までの病歴並びに治療の経過及び内容」、「④ 現在の病状、状態像 

等」、「⑤ ④の病状、状態像等の具体的程度。症状、検査所見 等」欄の記載から、病 

名を支持する病態や状態像であることを確認する。躁病相、うつ病相ともに重篤で、外 

来治療では不十分なことが多く、１０回以上の入院となっている。また、病相の変化も 

頻回で年に４回程度であり、安定した時期が少ないなどの状況が記載されている。 

 
２．生活能力の状態 

現在も入院治療が継続されており、「２ 日常生活能力の判定」の欄では、日常生活 

能力関連とされる（１）（２）（３）（６）の４項目のうち３項目が「援助があればでき 

る」、１項目が「できない」となっている。社会生活能力関連とされる（４）（５）（７） 

（８）の４項目のすべてが「援助があればできる」となっている。 

「３ 日常生活能力の程度」の欄は「（４）精神障害を認め、日常生活に著しい制限 

を受けており、常時援助を必要とする。」となっている。 

また、会社は退職し今後の就労も困難と推定され、生活保護を受給している状況であ 

る。社会適応レベルの低下が著しいことも記載されている。 

 
3．判定 頻回に病相の変化を繰り返す難治事例で、生活能力の状態も制限が多く、常時

援助を 

必要とする状態であることが記載されており、生活能力の状態の程度から現状では２級 

であると判定される。 

 
４．この症例の留意事項 気分（感情）障害では、病状、病相の変化によって、手帳の

等級判定が非常に困難に 

なる場合がある。今後の経過の中でも、病状の変化があると考えられるが、正確な生活 

能力の状態評価につながるように、診断書記載にあたっては、なるべく最近の状況をも 

遺漏なく記載することを求めたい。 

１１ 双極性感情障害 



診断書（精神障害者保健福祉手帳用） 
 

 
氏 名 症例 １１ 

明治・大正・昭和・平成 
 

４８ 年 ９ 月 ３ 日生（満 ４０ 歳 ） 

 
住 所 ○○ 県 ×× 市 △△ 町 ・・・ 

 

①  病名 
（ICDコードは、右の病名と対応 
するF00～F99、G40のいずれか 
を記載） 

②  初診年月日 
 
 

③  発病から現在までの病歴 
及び治療の経過、内容 (推定
発病年月、発病状況、初 発
症状、治療の経過、治療内 容
などを記載する） 

(１) 主たる精神障害   双極性感情障害 ＩＣＤコード（ Ｆ３１ ） 
(２) 従たる精神障害 ＩＣＤコード（ ） 
(３) 身 体 合 併症 身体障害者手帳（有・無、種別 級） 

 
主たる精神障害の初診年月日 昭和・平成 １５年  １０月  １０日 
診断書作成医療機関の初診年月日 昭和・平成 １５年  １０月  １０日 

（推定発病年月  平成１５年 ７月頃 ） 大学卒業後商社に就職し、順調に仕事をこなし、明
朗活発で人望も厚かった。平成１４年ご 

ろから、会社で大きなプロジェクトを任されるようになり、帰宅が遅くなることが増えた。次 
第に会社に泊まり込むようになり、同僚や上司に対して不平・不満を言ったり、時に易怒的に 
なったりすることがみられるようになった。また、業務に関係のないものを大量に購入するな 
ど浪費が度を超してみられるようになったため、上司に付き添われて、平成１５年１０月当院 
を受診し即日入院となった。約６か月の入院治療の後、外来通院を継続していたが、平成１７ 
年４月に自殺企図し、再入院となった。その後、躁状態とうつ状態を頻回に繰り返すようにな 
り、その都度外来での治療では困難な状態となり、当院への入院も短期のものを含め計１０回 
以上となっている。 

 

＊器質性精神障害（認知症を除く）の場合、発病の原因となった疾患名とその発症日 
（疾患名 年 月 日） 

④  現在の病状、状態像等（該当する項目を○で囲む） 
 

(１) 抑うつ状態 
１  思考・運動抑制  ２  易刺激性、興奮  ３  憂うつ気分  ４  その他（自殺念慮） 

(２) 躁状態 
１  行為心迫  ２  多弁  ３  感情高揚・易刺激性  ４  その他（ ） 

(３) 幻覚妄想状態 
１  幻覚  ２  妄想  ３  その他（ ） 

(４) 精神運動興奮及び昏迷の状態 
１  興奮  ２  昏迷  ３  拒絶  ４  その他（ ） 

(５) 統合失調症等残遺状態 
１  自閉  ２  感情平板化  ３  意欲の減退  ４  その他（ ） 

(６) 情動及び行動の障害 
１  爆発性  ２  暴力・衝動行為  ３  多動  ４  食行動の異常  ５  チック・汚言  ６  その他（ ） 

(７) 不安及び不穏 
１  強度の不安・恐怖感  ２  強迫体験  ３  心的外傷に関連する症状  ４  解離・転換症状 
５  その他（ ） 

(８) てんかん発作等（けいれんおよび意識障害） 
１  てんかん発作  発作型（ ）  頻度（ ）  最終発作（ 年 月 日） 
２  意識障害  ３  その他（ ） 

(９) 精神作用物質の乱用及び依存等 
 

１ アルコール  ２ 覚せい剤  ３  有機溶剤  ４  その他（ ） 
ア 乱用  イ  依存 ウ  残遺性・遅発性精神病性障害（状態像を該当項目に再掲すること） 
エ その他（ ） 
現在の精神作用物質の使用  有・無（不使用の場合、その期間 年  月から） 

(10) 知能・記憶・学習・注意の障害 
１  知的障害（精神遅滞） ア  軽度  イ  中等度  ウ  重度  療育手帳（有・無、等級等 ） 
２  認知症  ３  その他の記憶障害（ ） 
４  学習の困難  ア  読み  イ  書き  ウ  算数  エ  その他（ ） 
５  遂行機能障害  ６注意障害  ７  その他（ ） 

 

(11) 広汎性発達障害関連症状  
 １  相互的な社会関係の質的障害 ２ コミュニケーションのパターンにおける質的障害 
 ３  限定した常同的で反復的な関心と活動 ４ その他（ ） 
(12) その他（ ）   



 

⑤④の病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見  等 現在、うつ状態で入院中であるが、躁うつの気分の変動を年間４回程度
繰り返している。躁状態は２～３か月持続し、この間は爽 

快気分、興奮、浪費、誇大的となるため、入院治療に至っている。安定した時期は少なく、抑うつ的となり易く、うつ状態の時には 
精神運動抑制が強く臥床しがちで、身の回りのことがほとんどできなくなってしまうため、やはり入院治療が必要となることが多い 
。 

 
[  検査所見：検査名、検査結果、検査時期 

⑥  生活能力の状態（保護的環境ではない場合を想定して判断する。児童では年齢相応の能力と比較の上で判断する） 
 
１  現在の生活環境 

入院・入所（施設名 ）・在宅（ア  単身・イ  家族等と同居）・その他（ ） 

 
２  日常生活能力の判定（該当するもの一つを○で囲む） 
(１) 適切な食事摂取 

自発的にできる  ・  自発的にできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(２) 身辺の清潔保持・規則正しい生活 

自発的にできる  ・  自発的にできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(３) 金銭管理と買物 

適切にできる  ・  おおむねできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(４) 通院と服薬（要・不要） 

適切にできる  ・  おおむねできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(５) 他人との意思伝達・対人関係 

適切にできる  ・  おおむねできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(６) 身辺の安全保持・危機対応 

適切にできる  ・  おおむねできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(７) 社会的手続や公共施設の利用 

適切にできる  ・  おおむねできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(８) 趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加 

適切にできる  ・  おおむねできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 

 
３  日常生活能力の程度 

（該当する番号を選んで、どれか一つを○で囲む) 
(１) 精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる。 
(２) 精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。 
(３) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。 
(４) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。 
(５) 精神障害を認め、身のまわりのことはほとんどできない。 

⑦ ⑥の具体的程度、状態等 
会社は休職を経て退職となり、平成２０年から生活保護を受給している。今後の就労は困難で、地域で必要最低限の生活を 
いかに維持できるかが課題である。発病後の社会適応レベルの低下が著しい。 

⑧  現在の障害福祉等のサービスの利用状況 
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に規定する自立訓練（生活訓練）、 
共同生活援助（グループホーム）、居宅介護（ホームヘルプ）、その他の障害福祉サービス、訪問指導、生活保護の有無等） 

 
生活保護受給中 

⑨  備考 

上記のとおり、診断します。  平成  25  年 ○  月  ×  日 

医療機関の名称 ○  ○  病院 
医療機関所在地 ○○  県  △△  市  ・・・ 
電話番号 ０××‐×××‐○○○○ 
診療担当科名 精神科 
医師氏名（自署又は記名捺印） ○×  ×○ 



 
 

 
 

1．精神疾患（精神障害）の状態 

「① 病名」として、「Ｆ３４ 気分変調症」と診断されている。 

「③ 発病や現在までの病歴並びに治療の経過及び内容」、「④ 現在の病状、状態像等」、 

「⑤ ④の病状、状態像等の具体的程度。症状、検査所見 等」欄の記載から、病名を 

支持する病態や状態像であることを確認する。 

気分変調症の診断名であり、慢性的な憂うつ気分、意欲低下、強度の不安によりひき こ

もりがちで、昼夜逆転の生活リズムとなっており、自らの趣味などに関して以外は、 通

院や外出が難しい状況と記載されている。 

 
２．生活能力の状態 現在家族と同居されているが、日常のことは親にかなり依存して

おり、「日常生活能 

力の判定」の欄では、日常生活能力関連とされる（１）（２）（３）（６）の４項目のう 

ち４項目が「自発的にできるが援助が必要・概ねできるが援助が必要」となっている。 

社会生活能力関連とされる（４）（５）（７）（８）の４項目のうち、４項目が「おお 

むねできるが援助が必要」となっている。 

「３ 日常生活能力の程度」の欄は「（２）精神障害を認め、日常生活又は社会生活 

に一定の制限を受ける。」となっている。 

 
3．判定 ひきこもりがちな生活で、昼夜逆転、身体の清潔保持も不十分である。また、通

院も 

不規則で、日常生活をかなり親に依存していることが記載されており、日常生活あるい 

は社会生活に一定の制限を受けていると判断される。一方で、自分の趣味に関すること 

では外出することもあり、生活能力の状態を総合的に評価すると、３級相当であると判 

定される。 

 
４．この症例の留意事項 このような事例では、本人の生活能力の状態の評価に関する情

報が少ないと、等級判 

定が難しい場合も多い。就労状況（求職状況）、交遊関係、近所への買い物などの外出、 自

分の趣味に関する外出など、具体的な状況が記載されていることが望ましい。 

１２ 気分変調症 



診断書（精神障害者保健福祉手帳用） 
 

 
氏 

 
名 

 
症例 １２ 

明治・大正・昭和・平成 
 

５４  年  ６ 月 

 
 

１０ 日生（満 ３４ 歳） 

 

住 所 ○○ 県 ×× 市 △△ 町 ・・・ 

①  病名 (１) 主たる精神障害  気分変調症  ＩＣＤコード（ Ｆ３４ ） 
（ICDコードは、右の病名と対応 (２) 従たる精神障害   ＩＣＤコード（ ） 
するF00～F99、G40のいずれか (３) 身 体 合 併症    身体障害者手帳（有・無、種別 級） 
を記載） 

②  初診年月日 主たる精神障害の初診年月日 昭和・平成 １６年 １１月  １日 
診断書作成医療機関の初診年月日 昭和・平成 ２２年 ４月  １日 

 

 
③  発病から現在までの病歴 

（推定発病年月  平成１６年  １１月頃 ） 
高校卒業後、地元の製造会社に就職。２年足らずで退職し、書店に就職。２年半ほど勤める 

及び治療の経過、内容 も退職。憂うつ気分を訴え、平成１６年１１月１日○○病院精神科を受診。うつ病と診断され 
(推定発病年月、発病状況、初 る。その後、平成１８年、製菓工場に勤めるも、半年足らずで退職。平成１９年職業訓練校で 
発症状、治療の経過、治療内 パソコンを習い、派遣会社から派遣されるも、数日で通勤できなくなる。その後は、ひきこも 
容などを記載する） りがちとなり、親に勧められて、当院を受診（平成２２年４月１日）。現在も通院中。 

＊器質性精神障害（認知症を除く）の場合、発病の原因となった疾患名とその発症日 
（疾患名 年 月 日） 

④  現在の病状、状態像等（該当する項目を○で囲む）  

(１) 抑うつ状態  
１  思考・運動抑制 ２ 易刺激性、興奮 ３ 憂うつ気分 ４  その他（ ）  

(２) 躁状態  
１  行為心迫 ２  多弁 ３ 感情高揚・易刺激性 ４ その他（ ）  

(３) 幻覚妄想状態  
１  幻覚 ２ 妄想 ３ その他（ ）  

(４) 精神運動興奮及び昏迷の状態  
１  興奮 ２ 昏迷 ３ 拒絶 ４ その他（ ）  

(５) 統合失調症等残遺状態  
１  自閉 ２ 感情平板化  ３ 意欲の減退  ４  その他（ ）  

(６) 情動及び行動の障害  
１  爆発性  ２  暴力・衝動行為  ３  多動  ４  食行動の異常  ５ チック・汚言 ６ その他（ ） 

(７) 不安及び不穏  
１  強度の不安・恐怖感  ２  強迫体験  ３  心的外傷に関連する症状  ４  解離・転換症状  
５  その他（ ）  

(８) てんかん発作等（けいれんおよび意識障害）  
１  てんかん発作  発作型（ ）  頻度（ ） 最終発作（ 年 月 日） 
２  意識障害  ３  その他（ ）  

(９) 精神作用物質の乱用及び依存等  
１  アルコール  ２ 覚せい剤 ３ 有機溶剤 ４ その他（ ）  
ア  乱用  イ  依存  ウ  残遺性・遅発性精神病性障害（状態像を該当項目に再掲すること）  
エ  その他（ ）  
現在の精神作用物質の使用 有・無（不使用の場合、その期間 年 月から）  

(10) 知能・記憶・学習・注意の障害  
１  知的障害（精神遅滞） ア  軽度  イ  中等度  ウ  重度  療育手帳（有・無、等級等 ） 
２  認知症  ３  その他の記憶障害（  ）  
４  学習の困難  ア  読み  イ  書き  ウ  算数  エ  その他（ ）  
５  遂行機能障害  ６注意障害  ７  その他（ ）  

(11) 広汎性発達障害関連症状  
１  相互的な社会関係の質的障害 ２  コミュニケーションのパターンにおける質的障害  
３  限定した常同的で反復的な関心と活動 ４ その他（ ）  

(12) その他（ ）  



 

⑤④の病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見  等 慢性的な抑うつ気分、
意欲低下、不安感があり、対人緊張も強い。 ひきこもりがちな生活のため、昼
夜逆転など生活リズムも不安定となっている。 

 

 
[ 検査所見：検査名、検査結果、検査時期 ] 

⑥  生活能力の状態（保護的環境ではない場合を想定して判断する。児童では年齢相応の能力と比較の上で判断する） 
 
１  現在の生活環境 

入院・入所（施設名 ）・在宅（ア  単身・イ  家族等と同居）・その他（ ） 

 
２  日常生活能力の判定（該当するもの一つを○で囲む） 
(１) 適切な食事摂取 

自発的にできる  ・  自発的にできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(２) 身辺の清潔保持・規則正しい生活 

自発的にできる  ・  自発的にできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(３) 金銭管理と買物 

適切にできる  ・  おおむねできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(４) 通院と服薬（要・不要） 

適切にできる  ・  おおむねできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(５) 他人との意思伝達・対人関係 

適切にできる  ・  おおむねできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(６) 身辺の安全保持・危機対応 

適切にできる  ・  おおむねできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(７) 社会的手続や公共施設の利用 

適切にできる  ・  おおむねできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(８) 趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加 

適切にできる  ・  おおむねできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 

 
３  日常生活能力の程度 

（該当する番号を選んで、どれか一つを○で囲む) 
(１) 精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる。 
(２) 精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。 
(３) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。 
(４) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。 
(５) 精神障害を認め、身のまわりのことはほとんどできない。 

⑦ ⑥の具体的程度、状態等 ひきこもりがちで、ほとんど外出もできない状態だが、自分の趣味に関することでは外出する
こともある。通院は途絶えがちで 
、身の回りのことを含め、日常の生活は親にかなり依存している。入浴等、身体の清潔維持も不十分である。 

⑧  現在の障害福祉等のサービスの利用状況 
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に規定する自立訓練（生活訓練）、 
共同生活援助（グループホーム）、居宅介護（ホームヘルプ）、その他の障害福祉サービス、訪問指導、生活保護の有無等） 

 
利用なし 

⑨  備考 

上記のとおり、診断します。  平成  ２５  年  ○  月  ×  日 

医療機関の名称 ○  ○  病院 
医療機関所在地 ○○  県  △△  市  ・・・ 
電話番号 ０××‐×××‐○○○○ 
診療担当科名 精神科 医師
氏名（自署又は記名捺印）  ○×  ×○ 



 

 
 

「神経症」という概念を用いる場合、「神経症」とみなされる障害は、抑うつ神経症＊を 

除くと、ほとんどがＦ４０－４８に含まれると考えられる。したがって、病名については 

ＩＣＤ‐１０に準ずる方針とし、できるだけＩＣＤコードの正確な記載を求める。（＊：抑 

うつ神経症は、Ｆ３４．１ 気分変調症に含まれる。） 

Ｆ４についても、診断書の記載内容が不十分であったり、病歴と生活能力の状態、ある 

いは、生活能力の状態の中で日常生活能力の判定と日常生活能力の程度との間に乖離がみ 

られたりする場合が散見される。この場合、本人の就学・就労状況や、家事などの実施状 

況など、より詳細な情報を求める必要がある。特に、小児の判定については、小児の社会 

適応状況を判断するために、日常生活に関する様々な指標に関する記載が求められる。 

適応障害については、ＩＣＤ‐１０の診断ガイドラインでは「Ｆ４３．２１ 遷延性抑 

うつ反応」の場合を除いて６か月を超えないとなっている。手帳の診断書は初診から６か 

月以上経過した時点で作成されるため、適応障害は原則として手帳の対象とはならない。 

また「Ｆ４３．２１ 遷延性抑うつ反応」は対象となりえるが、持続は２年を超えない 

となっているため「更新」の場合、同じ診断名であった場合は対象とはならない。何らか 

の刺激により抑うつ的になってしまった場合で、症状が６か月以上続く場合は、「Ｆ３２ 

うつ病エピソード」あるいは、「Ｆ３３ 反復性うつ病性障害」などを考慮すべきであろう。 

これは、Ｆ３２、Ｆ３３には、抑うつ反応、心因性うつ病あるいは反応性うつ病等が含ま 

れているからである。 

また知的障害等が背景にあり、環境変化に適応できず６か月を超えない期間であるが精 

神症状が出現し、精神科的治療が必要となる場合がみられる。そして、そのエピソードが 

たびたび繰り返されるため、適応障害を診断名として手帳の申請がなされる場合がある。 

この場合においても、問題行動は知的障害等の一症状として考えるべきであり、適応障害 

の診断名を用いるのではなく、「知的障害・情動や行動の障害を伴うもの F7x.1 または 

F7x.8」などの診断名を用いることが望ましい。 

また、解離性障害・転換性障害などにおいて、症状の出現が持続的でない場合もある。 

このような場合には、症状に伴う生活障害について、その強さのみでなく、過去２年間の 

出現状況についても情報の記載を求めるべきであり、一時的な生活障害の重篤さのみで判 

定するべきではない。 

Ｆ４ 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害 



 

 
 
１．精神疾患（精神障害）の状態 

「① 病名」として、「Ｆ４４ 解離性障害」と診断されている。 

「③  ③発病や現在までの病歴並びに治療の経過及び内容」、「④ 現在の病状、状態像等」、「⑤ 

④の病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見 等」欄の記載から、病名を支持する病態や 

状態像であることを確認する。 

 
主たる精神障害である「解離性障害」に伴う症状として、 

ⅰ 抑うつ気分、希死念慮が強いこと。 

ⅱ 些細なことで興奮し、心的外傷に関連した症状を認め、解離状態におちいりやすいこと。 

ⅲ 暴力・衝動行為を認め、激しく暴れたり物を壊したりすることがあるが、記憶していない 

ことがたびたびあること。 

ⅳ リストカットや過量服薬が見られること。 などが記載されていて、長期にわたって症状が継

続しており、生活能力の障害を来たしている 

と考えられる。どの程度の生活能力の障害があるか、「⑥ 生活能力の状態」、「⑦ ⑥の具体的程 

度、状態等」について確認する。 

 
２．生活能力の状態 

「２ 日常生活能力の判定」では、すべて「援助があればできる」とされている。「３ 日常生活 

能力の程度」では、「（４）精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必 

要とする」とされている。また、「⑦ ⑥の具体的程度、状態等」からも、解離などの症状が活発 

で、同居している男性の世話で何とか生活している状態であるとされている。 

 
３．判定 いまだ解離症状が強く出現し、生活能力の状態は著しい制限を受ける程度にあるとされて

いる。 

通院治療はできており、家族の援助で在宅生活はできているが、自立した生活ができず、身の回 

りのことを含め、日常生活はかなりの援助を必要としている。障害等級は２級であると判定され 

る。 

 
４．この症例の留意事項 神経症性障害であっても、本症例のように、重篤な解離症状が認められ

るような症例の場合、 

その生活能力の障害は相当高度なことがある。記載された症状と生活能力の状態がどのように結 

びつくのかが分かるよう、⑦欄に具体的に記載されることが望まれる。また、障害特性から、今 

後症状の変動により日常生活能力の状態も変化することが考えられるので、病状・状態像や、日 

常生活能力の状態やその経過が具体的に記載されることが求められる。特に生活能力の状態を⑦ 

欄に具体的に記載するように求め、慎重に確認・判定しなければならない。 

  症例 １３   解離性障害 



診断書（精神障害者保健福祉手帳用） 
 

 
氏 名 

 
症例 １３ 

明治・大正・昭和・平成 
 

５２  年  ７ 月 １４ 日生（満 ３６ 歳） 

 

住 所 
 

○○  市 ○×  町 

①  病名 (１) 主たる精神障害 解離性障害 ＩＣＤコード（  Ｆ４４ ） 
（ICDコードは、右の病名と対応 (２) 従たる精神障害 ＩＣＤコード（ ） 
するF00～F99、G40のいずれか (３) 身 体 合 併症 身体障害者手帳（有・無、種別 級） 
を記載） 

②  初診年月日 主たる精神障害の初診年月日 昭和・平成 ８年  １０月 １日 
診断書作成医療機関の初診年月日 昭和・平成 １４年  １２月 １５日 

 
③  発病から現在までの病歴 

（推定発病年月 平成  ８年  １０月頃） 
中学生のころ、両親が借金のためにサラ金業者から追い立てられ、脅されたりする経験をし 

及び治療の経過、内容 ている。一家心中しようと、父親に首を絞められた経験もある。その後父親が自殺し、その現 
(推定発病年月、発病状況、初 場を目撃した。高校進学できず、水商売をするようになる。中学生のときからリストカットは 
発症状、治療の経過、治療内 あったが、平成××年頃から記憶がない行動がしばしばみられるようになった。自傷行為が多 
容などを記載する） 発、希死念慮も強くなったため、平成８年１０月１日、××病院受診。通院していたが、その 

後過量服薬を繰り返すようになり、平成１４年１２月１５日当院受診し入院。平成１５年２月 
１日に退院し、現在は外来通院治療中。 

＊器質性精神障害（認知症を除く）の場合、発病の原因となった疾患名とその発症日 
（疾患名 年 月 日） 

④  現在の病状、状態像等（該当する項目を○で囲む）  

(１) 抑うつ状態  
１  思考・運動抑制  ２  易刺激性、興奮  ３  憂うつ気分  ４  その他（  希死念慮 ）  

(２) 躁状態  
１  行為心迫  ２  多弁  ３  感情高揚・易刺激性  ４  その他（ ）  

(３) 幻覚妄想状態  
１  幻覚  ２  妄想  ３  その他（ ）  

(４) 精神運動興奮及び昏迷の状態  
１  興奮  ２  昏迷  ３  拒絶  ４  その他（ ）  

(５) 統合失調症等残遺状態  
１  自閉  ２  感情平板化  ３  意欲の減退  ４  その他（ ）  

(６) 情動及び行動の障害  
１  爆発性  ２  暴力・衝動行為  ３  多動  ４  食行動の異常  ５  チック・汚言  ６  その他（ ） 

(７) 不安及び不穏  
１  強度の不安・恐怖感  ２  強迫体験  ３  心的外傷に関連する症状  ４  解離・転換症状  
５  その他（ ）  

(８) てんかん発作等（けいれんおよび意識障害）  
１  てんかん発作  発作型（ ）  頻度（ ）  最終発作（ 年 月 日） 
２  意識障害  ３  その他（ ）  

(９) 精神作用物質の乱用及び依存等  
１  アルコール  ２  覚せい剤  ３  有機溶剤  ４  その他（ ）  
ア  乱用  イ  依存  ウ  残遺性・遅発性精神病性障害（状態像を該当項目に再掲すること）  
エ  その他（ ）  
現在の精神作用物質の使用  有・無（不使用の場合、その期間 年 月から）  

(10) 知能・記憶・学習・注意の障害  
１  知的障害（精神遅滞） ア  軽度  イ  中等度  ウ  重度  療育手帳（有・無、等級等 ） 
２  認知症  ３  その他の記憶障害（ ）  
４  学習の困難  ア  読み  イ  書き  ウ  算数  エ  その他（ ）  
５  遂行機能障害  ６注意障害  ７  その他（ ）  

(11) 広汎性発達障害関連症状  
１  相互的な社会関係の質的障害 ２  コミュニケーションのパターンにおける質的障害  
３  限定した常同的で反復的な関心と活動  ４  その他（ ）  

(12) その他（ ）  



 

⑤ ④の病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見 等 抑うつ気分、希死念慮が強く、不安焦燥感があり、些細なこ
とで興奮し、解離状態におちいりやすい。激しく暴れた 

り、物を壊したりすることもあるが、記憶していないことがたびたびある。リストカットや過量服薬も見られる。 
 
 

[ 検査所見：検査名、検査結果、検査時期 ] 
⑥ 生活能力の状態（保護的環境ではない場合を想定して判断する。児童では年齢相応の能力と比較の上で判断する） 
 
１ 現在の生活環境 

入院・入所（施設名 ）・在宅（ア 単身・イ 家族等と同居）・その他（ ） 
 
２ 日常生活能力の判定（該当するもの一つを○で囲む） 
(１) 適切な食事摂取 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(２) 身辺の清潔保持・規則正しい生活 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(３) 金銭管理と買物 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(４) 通院と服薬（要・不要） 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(５) 他人との意思伝達・対人関係 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(６) 身辺の安全保持・危機対応 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(７) 社会的手続や公共施設の利用 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(８) 趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
 
３ 日常生活能力の程度 

（該当する番号を選んで、どれか一つを○で囲む) 
(１) 精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる。 
(２) 精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。 
(３) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。 
(４) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。 
(５) 精神障害を認め、身のまわりのことはほとんどできない。 

⑦ ⑥の具体的程度、状態等 
 

解離などの症状が活発なため、日常生活が困難。一人での外出は困難である。適切な食事摂取や入浴なども含め て、
同居している男性の世話で何とか生活している状態。 

⑧ 現在の障害福祉等のサービスの利用状況 
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に規定する自立訓練（生活訓練）、 
共同生活援助（グループホーム）、居宅介護（ホームヘルプ）、その他の障害福祉サービス、訪問指導、生活保護の有無等） 
 

利用していない。 

⑨ 備考 

上記のとおり、診断します。   平成 ２５ 年 ○ 月 × 日 

医療機関の名称 ○○ 病院 
医療機関所在地 ○○県 ××市 
電話番号 ・・・・・・・ 
診療担当科名 精神科 医師氏
名（自署又は記名捺印）  ○× ×○ 



 

 
 

１．精神疾患（精神障害）の状態 

「① 病名」として、「Ｆ４２ 強迫性障害」と診断されている。 

「③  発病や現在までの病歴並びに治療の経過及び内容」、「④  現在の病状、状態像等」、「⑤ 

④の病状、状態像等の具体的程度。症状、検査所見 等」欄の記載から、病名を支持する病 

態や状態像であることを確認する。 

主たる精神障害である「強迫性障害」に伴う症状として、 

ⅰ 易刺激性、興奮、憂うつ気分を認めること 

ⅱ  強度の不安・恐怖感、強迫体験を認めること 

ⅲ 不潔恐怖が強く、手洗いが止められないこと、家族に対する巻き込みが強いこと 

ⅳ 通院以外、日中は閉居、横臥していることが多く、人が多数集まる場所への外出や参加 

が殆んどできないこと、などの記載があり、「強迫性障害」を支持する病態や状態像が確認で 

きる。また、それらが軽減してきてはいるが、初診時より継続して症状がみられ、長期にわ 

たることから、生活能力の障害を来たしていることが考えられる。どの程度の生活能力の障 

害があるか、「⑥ 生活能力の状態」、「⑦  ⑥の具体的程度、状態等」について確認する。 

 
２．生活能力の状態 

「２ 日常生活能力の判定」では、日常生活能力関連項目とされる４項目のうち２項目が 

「自発的にできるが援助が必要・おおむねできるが援助が必要」であり、他の２項目が「援 

助があればできる」であった。さらに社会生活能力関連項目とされる４項目も「おおむねで 

きるが援助が必要」、「援助があればできる」が２項目ずつであった。 「３ 日常生活能力 

の程度」では、「（３） 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて 

援助を必要とする」とされている。 「⑦ ⑥の具体的程度、状態等」欄の記述には、「強迫 

行為が頻繁なため、日常生活上の行動に極めて時間を要し、動作が緩慢となっており、自 

信が持てないでいる」との記載が見られる。 

 
３．判定 強迫症状は軽減してきてはいるが、継続した通院治療を要する状況である。強迫行

為が頻 

繁なため、生活能力の状態は、日常生活に著しい制限を受ける程度である。強迫症状のため 

に時間は要するものの、身のまわりことは周囲の援助によって、おおむねできており、常時 

援助が必要な状態とはいえない。障害等級は、２級程度であると判定される。 

 
４．この症例の留意事項 強迫症状はときとして本人の生活能力を著しく制限し、日常生活・社

会生活を困難にする。 

しかし、障害等級を判定するときは、病状の記載だけで判断することなく、その病状がどの 

程度、日常生活や社会生活の障害を引き起こしているのか慎重に確認し、判定することが重 

要である。 

１４ 強迫性障害 



診断書（精神障害者保健福祉手帳用） 
 

氏 名 症例 １４ 

明治・大正・昭和・平成 
 

５８  年  １１ 月 １６ 日生（満 ３０ 歳） 

 
住 所 ○○ 県 ×× 市 △△ 町 

 

①  病名 
（ICDコードは、右の病名と対応 
するF00～F99、G40のいずれか 
を記載） 

②  初診年月日 
 
 

③  発病から現在までの病歴 
及び治療の経過、内容 (推定
発病年月、発病状況、初 発
症状、治療の経過、治療内 容
などを記載する） 

(１) 主たる精神障害 強迫性障害 ＩＣＤコード（  Ｆ４２ ） 
(２) 従たる精神障害 ＩＣＤコード（ ） 
(３) 身 体 合 併症 身体障害者手帳（有・無、種別 級） 

 
主たる精神障害の初診年月日 昭和・平成 １３年 ６月 ８日 
診断書作成医療機関の初診年月日 昭和・平成 １３年 ６月 ８日 

（推定発病年月  平成１０年 ３月頃） 
元来、まじめで几帳面な性格。平成 １０年３月ごろから不潔恐怖、強迫行為を来たし、徐々 

に強迫症状が重篤となり高校に登校できなくなった。その後、高校を中退して自宅にひきこも る
ようになった。次第に抑うつ気分や自殺念慮などもみられるようになり、また、家族を巻き 込ん
での確認行為が増悪したため、平成１３年６月に当院受診。薬物調整を行ったところ、症 状軽減
し、少し外出が出来るようになってきている。現在、本人はなんとか定期的に通院でき ており、
将来的に行動療法の導入を予定している。 

 
 

＊器質性精神障害（認知症を除く）の場合、発病の原因となった疾患名とその発症日 
（疾患名 平成 年 月 日） 

④  現在の病状、状態像等（該当する項目を○で囲む） 
 

(１) 抑うつ状態 
１  思考・運動抑制  ２  易刺激性、興奮  ３  憂うつ気分  ４  その他（ ） 

(２) 躁状態 
１  行為心迫  ２  多弁  ３  感情高揚・易刺激性  ４  その他（ ） 

(３) 幻覚妄想状態 
１  幻覚  ２  妄想  ３  その他（ ） 

(４) 精神運動興奮及び昏迷の状態 
１  興奮  ２  昏迷  ３  拒絶  ４  その他（ ） 

(５) 統合失調症等残遺状態 
１  自閉  ２  感情平板化  ３  意欲の減退  ４  その他（ ） 

(６) 情動及び行動の障害 
１  爆発性  ２  暴力・衝動行為  ３  多動  ４  食行動の異常  ５  チック・汚言  ６  その他（ ） 

(７) 不安及び不穏 
１  強度の不安・恐怖感  ２  強迫体験  ３  心的外傷に関連する症状  ４  解離・転換症状 
５  その他（ ） 

(８) てんかん発作等（けいれんおよび意識障害） 
１  てんかん発作  発作型（ ）  頻度（ ）  最終発作（ 年 月 日） 
２  意識障害  ３  その他（ ） 

(９) 精神作用物質の乱用及び依存等 
 
 
 

 現在の精神作用物質の使用  有・無（不使用の場合、その期間 年 月から）  
(10) 知能・記憶・学習・注意の障害  
 １  知的障害（精神遅滞） ア  軽度  イ  中等度  ウ  重度 療育手帳（有・無、等級等 ） 
 ２  認知症  ３  その他の記憶障害（ ）   

） 
 

(11) 広汎性発達障害関連症状  
 １  相互的な社会関係の質的障害 ２ コミュニケーションのパターンにおける質的障害 
 ３  限定した常同的で反復的な関心と活動 ４ その他（ ） 
(12) その他（ ）   

１ アルコール  ２ 覚せい剤  ３  有機溶剤  ４  その他（ ） 
ア 乱用  イ  依存 ウ  残遺性・遅発性精神病性障害（状態像を該当項目に再掲すること） 
エ その他（ ） 

４ 学習の困難  ア  読み  イ  書き  ウ  算数  エ その他（ 
５ 遂行機能障害  ６注意障害  ７  その他（ ） 



 

⑤④の病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見  等 他人が触れた器物に触ると、細菌に感染するという不潔恐怖が強く、手
洗いが止められない。電車のつり革も素手では触れず、手 

袋を常用する。自室の清掃や着衣の交換、洗濯を一日に何回も家族に強要したり、家族にまで手洗いを要求したりと巻き込みが強い 
。通院以外、日中は閉居、横臥していることが多く、人が多数集まる場所への外出や参加は殆んどできない。 

 

 
[ 検査所見：検査名、検査結果、検査時期 ] 

⑥  生活能力の状態（保護的環境ではない場合を想定して判断する。児童では年齢相応の能力と比較の上で判断する） 
 
１  現在の生活環境 

入院・入所（施設名 ）・在宅（ア  単身・イ  家族等と同居）・その他（ ） 

 
２  日常生活能力の判定（該当するもの一つを○で囲む） 
(１) 適切な食事摂取 

自発的にできる  ・  自発的にできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(２) 身辺の清潔保持・規則正しい生活 

自発的にできる  ・  自発的にできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(３) 金銭管理と買物 

適切にできる  ・  おおむねできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(４) 通院と服薬（要・不要） 

適切にできる  ・  おおむねできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(５) 他人との意思伝達・対人関係 

適切にできる  ・  おおむねできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(６) 身辺の安全保持・危機対応 

適切にできる  ・  おおむねできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(７) 社会的手続や公共施設の利用 

適切にできる  ・  おおむねできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(８) 趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加 

適切にできる  ・  おおむねできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 

 
３  日常生活能力の程度 

（該当する番号を選んで、どれか一つを○で囲む) 
(１) 精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる。 
(２) 精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。 
(３) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。 
(４) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。 
(５) 精神障害を認め、身のまわりのことはほとんどできない。 

⑦ ⑥の具体的程度、状態等 
不潔恐怖、洗滌強迫等の強迫行為が頻繁なため、日常生活上の行動に極めて時間を要し、動作が緩慢となっており、自信が持 

てないでいる。 

⑧ 現在の障害福祉等のサービスの利用状況 
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に規定する自立訓練（生活訓練）、 
共同生活援助（グループホーム）、居宅介護（ホームヘルプ）、その他の障害福祉サービス、訪問指導、生活保護の有無等） 

 
利用していない。 

⑨ 備考 

上記のとおり、診断します。  平成  ２５  年  ××  月  ××  日 

医療機関の名称 ××  クリニック 
医療機関所在地 ○○  県  ××  市 
電話番号 ・・・・・・ 
診療担当科名 精神科・心療内科 
医師氏名（自署又は記名捺印）  ×○  ○× 



 

 
 

１．精神疾患（精神障害）の状態 

「① 病名」として、「Ｆ４１ 不安障害」と診断されている。「③ 発病や現在までの病 歴

並びに治療の経過及び内容」、「④ 現在の病状、状態像等」、「⑤ ④の病状、状態像等の 具

体的程度、症状、検査所見 等」欄の記述から、病名を支持する病状、状態像であること を

確認する。 

主たる精神障害である「不安障害」に伴う症状として、 

ⅰ 憂うつ気分があること 

ⅱ 強度の不安・恐怖感があること 

ⅲ 不安が高まるような対人交流を自ら避けるようになってきていること など、「不安障害」の

症状が継続しており、現在パニック発作が月に１～２回程度あること、 

不安症状のために対人交流ができず、社会生活が制限されていることなどが記載されている。 

どの程度の生活能力の障害があるか、「⑥ 生活能力の状態」、「⑦ ⑥の具体的程度、状態等」 

について確認する。 

 
２．生活能力の状態 

「２ 日常生活能力の判定」では、「自発的にできる・適切にできる」、「おおむねできるが 

援助が必要」が 4 項目ずつであり、そのうち日常生活能力関連項目とされる（１）（２）（３） 

（６）の項目では、３項目が「自発的にできる・適切にできる」とされている。「３ 日常生 

活能力の程度」では、「（２）精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける」 

とされている。 

 
３．判定 強度の不安症状のために、対人交流など社会生活に制限は受けるが、身のまわりの

ことは 

自分でできており、生活能力の障害の程度は重くない。障害等級は３級であると判定される。 
 

４．この症例の留意事項 日常生活に一定の制限があり、今後も通院を含めさまざまな支援が

必要と考えられるもの 

の、不安障害の障害特性からも、病状は変動することが考えられる。治療によって症状がさ 

らに軽減することも考えられる。病状の経過を含め、病状や状態像の具体的程度を確認し、 

それがどの程度日常生活や社会生活の障害を引き起こしているのかについて、具体的程度、 

状態を確認し、慎重に障害等級判定しなければならない。 

１５ 不安障害 



診断書（精神障害者保健福祉手帳用） 
 

 
氏 名 

 
症例 １５ 

明治・大正・昭和・平成 
 

４５  年  ４ 月 ７ 日生（満 ４３ 歳） 

 

住 所 ○○ 県 ×× 市 △△ 町 

①  病名 (１) 主たる精神障害 不安障害 ＩＣＤコード（  Ｆ４１ ） 
（ICDコードは、右の病名と対応 (２) 従たる精神障害 ＩＣＤコード（ ） 
するF00～F99、G40のいずれか (３) 身 体 合 併症 身体障害者手帳（有・無、種別 級） 
を記載） 

②  初診年月日 主たる精神障害の初診年月日 昭和・平成 ２１年  １１月  ８日 
診断書作成医療機関の初診年月日 昭和・平成 ２１年 １１月 ８日 

 

 
③  発病から現在までの病歴 

（推定発病年月  平成２１年  ７月頃） 
２人同胞の長女として生まれた。高校卒業後企業に勤め２６歳で結婚。退職し２子をもうけ 

及び治療の経過、内容 た。元来几帳面で、他人ともトラブルを起こすことのない生活だったが、３８歳からパート勤 
(推定発病年月、発病状況、初 務を始めたところ、些細なことで同僚から非難を受けるようになった。その後、次第に手の震 
発症状、治療の経過、治療内 え、発汗、動悸、めまい等の身体症状や不眠、不安などの症状が出現、平成２１年１１月に当 
容などを記載する） 院初診となった。薬物療法、支持的精神療法で症状は徐々に軽減したが、漠然とした不安感が 

残存し、自宅に閉居することが多くなった。現在、働きたいという意欲はあるが、なかなか実 
際に求職活動が出来ないでいる。 

＊器質性精神障害（認知症を除く）の場合、発病の原因となった疾患名とその発症日 
（疾患名 平成 年 月 日） 

④  現在の病状、状態像等（該当する項目を○で囲む）  

(１) 抑うつ状態  
１  思考・運動抑制  ２  易刺激性、興奮  ３  憂うつ気分  ４  その他（ ）  

(２) 躁状態  
１  行為心迫  ２  多弁  ３  感情高揚・易刺激性  ４  その他（ ）  

(３) 幻覚妄想状態  
１  幻覚  ２  妄想  ３  その他（ ）  

(４) 精神運動興奮及び昏迷の状態  
１  興奮  ２  昏迷  ３  拒絶  ４  その他（ ）  

(５) 統合失調症等残遺状態  
１  自閉  ２  感情平板化  ３  意欲の減退  ４  その他（ ）  

(６) 情動及び行動の障害  
１  爆発性  ２  暴力・衝動行為  ３  多動  ４  食行動の異常  ５  チック・汚言  ６  その他（ ） 

(７) 不安及び不穏  
１  強度の不安・恐怖感  ２  強迫体験  ３  心的外傷に関連する症状  ４  解離・転換症状  
５  その他（ ）  

(８) てんかん発作等（けいれんおよび意識障害）  
１  てんかん発作  発作型（ ）  頻度（ ）  最終発作（ 年 月 日） 
２  意識障害  ３  その他（ ）  

(９) 精神作用物質の乱用及び依存等  
１  アルコール  ２  覚せい剤  ３  有機溶剤  ４  その他（ ）  
ア  乱用  イ  依存  ウ  残遺性・遅発性精神病性障害（状態像を該当項目に再掲すること）  
エ  その他（ ）  
現在の精神作用物質の使用  有・無（不使用の場合、その期間 年 月から）  

(10) 知能・記憶・学習・注意の障害  
１  知的障害（精神遅滞） ア  軽度  イ  中等度  ウ  重度  療育手帳（有・無、等級等 ） 
２  認知症  ３  その他の記憶障害（ ）  
４  学習の困難  ア  読み  イ  書き  ウ  算数  エ  その他（ ）  
５  遂行機能障害  ６注意障害  ７  その他（ ）  

(11) 広汎性発達障害関連症状  
１  相互的な社会関係の質的障害 ２  コミュニケーションのパターンにおける質的障害  
３  限定した常同的で反復的な関心と活動  ４  その他（ ）  

(12) その他（ ）  



 

⑤④の病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見  等 初診時は、パニック発作が生じやすく、入眠障害や、自律神経症状もみ
られていた。不安が高まるような対人交流を自ら避けるよ 

うになってきている。 
 

 
[ 検査所見：検査名、検査結果、検査時期 ] 

⑥  生活能力の状態（保護的環境ではない場合を想定して判断する。児童では年齢相応の能力と比較の上で判断する） 
 
１  現在の生活環境 

入院・入所（施設名 ）・在宅（ア  単身・イ  家族等と同居）・その他（ ） 

 
２  日常生活能力の判定（該当するもの一つを○で囲む） 
(１) 適切な食事摂取 

自発的にできる  ・  自発的にできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(２) 身辺の清潔保持・規則正しい生活 

自発的にできる  ・  自発的にできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(３) 金銭管理と買物 

適切にできる  ・  おおむねできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(４) 通院と服薬（要・不要） 

適切にできる  ・  おおむねできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(５) 他人との意思伝達・対人関係 

適切にできる  ・  おおむねできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(６) 身辺の安全保持・危機対応 

適切にできる  ・  おおむねできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(７) 社会的手続や公共施設の利用 

適切にできる  ・  おおむねできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 
(８) 趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加 

適切にできる  ・  おおむねできるが援助が必要  ・  援助があればできる  ・  できない 

 
３  日常生活能力の程度 

（該当する番号を選んで、どれか一つを○で囲む) 
(１) 精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる。 
(２) 精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。 
(３) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。 
(４) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。 
(５) 精神障害を認め、身のまわりのことはほとんどできない。 

⑦  ⑥の具体的程度、状態等 パニック発作の回数は当初の１日数回から、月に１～２回程度に減少しているが、発作時には
身辺の安全保持、危機対応に家 

族などの援助が必要である。 

⑧ 現在の障害福祉等のサービスの利用状況 
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に規定する自立訓練（生活訓練）、 
共同生活援助（グループホーム）、居宅介護（ホームヘルプ）、その他の障害福祉サービス、訪問指導、生活保護の有無等） 

 
利用していない 

⑨ 備考 

上記のとおり、診断します。  平成  ２５  年  ××  月  ××  日 

医療機関の名称 ○×  診療所 
医療機関所在地 ○○  県  ××  市 
電話番号 ・・・・・・ 
診療担当科名 精神科・心療内科 
医師氏名（自署又は記名捺印）  ○○  ×× 



 
 

 
 

「Ｆ５０ 摂食障害」では、拒食、過食、嘔吐などの「食行動の異常」がみられるが、 

それをもって日常生活能力の判定における「適切な食事摂取」ができないことと安易に 

判定してはいけない。日常生活能力の判定における「適切な食事摂取」とは、食事を準 

備し、摂食の開始から終了までの一連の活動が、自発的な行動によって遂行されること 

を指す生活能力である。精神疾患（機能障害）の状態としての「食行動の異常」と生活 

能力の状態としての「適切な食事摂取」の能力障害を混同しないように留意しなければ 

ならない。 

また、摂食障害は、持続する意図的な体重減少や種々の程度の低栄養状態、二次的な 

内分泌障害や代謝障害を来たし、ときに身体合併症を生じることがある。診断書の記載 

においては、二次的に生じた身体合併症を等級判定に考慮する場合、摂食障害と関連し 

ない他の身体疾患がもともと存在していないかどうか、他の身体疾患による症状か否か 

を慎重に判断することが必要である。 

また、食行動の異常は、「Ｆ３ 気分障害」や、「Ｆ６ パーソナリティ障害」に伴う 

ものなども考えられるため、主たる精神障害については慎重に鑑別して判定すべきであ 

る。 

 
「Ｆ５１ 非器質性睡眠障害」は、器質的原因によるものか否かを慎重に診断し、さ 

らに日常生活・社会生活に制限を受けるか、制限を加えることを必要とするかを慎重に 

判断することが望まれる。また、睡眠障害が他の精神障害の一症状として生じている場 

合もあり、主たる精神障害が他に存在する場合は、それを主たる精神障害として記載す 

べきである。 

また、ナルコレプシーや睡眠時無呼吸症候群などはＧコードに分類される睡眠障害で 

あり、それ単独では精神障害者保健福祉手帳の診断書の対象とする精神障害とは認めら 

れないことに留意すべきである。 

Ｆ５ 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群 



 

 
 
１．精神疾患（精神障害）の状態 

「① 病名」として、「Ｆ５０ 摂食障害」と診断されている。「③ 発病や現在まで 

の病歴並びに治療の経過及び内容」、「④ 現在の病状、状態像等」、「⑤ ④の病状、状 

態像等の具体的程度、症状、検査所見 等」欄の記述から、病名を支持する病状、状態 

像であることを確認する。 

主たる精神障害である「摂食障害」に伴う症状として、 

ⅰ 抑うつ状態 

不安、抑うつ感が強まると自殺念慮があること 

ⅱ 情動及び行動の障害 

情緒不安定で、衝動行為や暴力、拒食や嘔吐などの食行動の異常があること 

ⅲ 不安及び不穏 

肥満に対する強い不安を持つこと など、「摂食障害」の症状がときに強く出現す

ることが継続していることが記載されて いる。 初診日以降、長期にわたって症状が

継続しており、生活能力の障害を来たして いると考えられる。どの程度の生活能力の

障害があるか、「⑥ 生活能力の状態」、「⑦ 

⑥の具体的程度、状態等」について確認する。 
 

２．生活能力の状態 

「２ 日常生活能力の判定」では、「援助があればできる」が日常生活能力関連の（２） 

の 1 項目、それ以外の項目は「自発的にできるが援助が必要」となっている。 

「３ 日常生活能力の程度」では、「（２）精神障害を認め、日常生活及び社会生活に 

一定の制限を受ける」となっている。 また、「⑦ ⑥の具体的程度、状態等」からも、 

不定期ではあるが、パートやアルバイトなどの就労も可能である。 

 
３．判定 いまだ摂食障害の症状はときに強く出現するが、生活能力の状態は一定の制限

を受け 

る程度であり、就労も不定期ながら可能であることなどからも、日常生活及び社会生活 

における障害の程度は重くはなく、障害等級は３級であると判定される。 

 
４．この症例の留意事項 症状の程度が強いときは、どの程度、日常生活や社会生活の

障害を引き起こしている 

かを慎重に確認する必要がある。激しい症状がときどき認められても、生活能力が保た 

れている場合、症状は強くても障害の程度は重くはないとみなすべきである。⑦欄の具 

体的程度、状態等の記載を参考に能力障害の程度を十分に確認しなければならない。 

１６ 摂食障害 



診断書（精神障害者保健福祉手帳用） 
 

 
氏 

 
名 

 
症例 １６ 

明治・大正・昭和・平成 
 

５９  年  １０ 月 

 
 

１０ 日生（満 ２９ 歳） 

 

住 
 

所 ○○ 県 ×× 市 △△ 町 ・・・ 

①  病名 (１) 主たる精神障害  摂食障害 ＩＣＤコード（ Ｆ５０ ） 
（ICDコードは、右の病名と対応 (２) 従たる精神障害 ＩＣＤコード（ ） 
するF00～F99、G40のいずれか (３) 身 体 合 併症 貧血 身体障害者手帳（有・無、種別 級） 
を記載） 

②  初診年月日 主たる精神障害の初診年月日 昭和・平成 １２ 年  ５月  １０日 
診断書作成医療機関の初診年月日 昭和・平成 １２ 年  ５月  １０日 

 

 
③ 

 
発病から現在までの病歴 

（推定発病年月 平成１２年 ２月頃） 
幼少時は大人しく手がかからない子だったという。小学校５年の頃からいじめられるように 

及び治療の経過、内容 なり、中学校時まで時々不登校状態が続いていた。高校入学後、極度なやせ（身長160cm、体重 
(推定発病年月、発病状況、初 34kg）、拒食、自己誘発性嘔吐、情緒不安定などがあり、摂食障害を疑って、平成１２年５月 
発症状、治療の経過、治療内 １０日、当院精神科を受診する。その後も、拒食、嘔吐が続き、自傷行為や器物破損行為、家 
容などを記載する） 族への暴力が見られるようになり、平成１２年８月に当院初回入院。その後、数回の入退院歴 

を持つ。平成２０年９月～１０月の入院後は当院外来通院中。その後も、拒食、嘔吐などが断 
続的に続いている。情緒面は幾分安定してきているが、なお不安定。継続して精神療法や薬物 
療法を行っている。 

＊器質性精神障害（認知症を除く）の場合、発病の原因となった疾患名とその発症日 
（疾患名 年 月 日） 

④  現在の病状、状態像等（該当する項目を○で囲む）  

(１) 抑うつ状態  
１  思考・運動抑制 ２ 易刺激性、興奮  ３ 憂うつ気分 ４ その他（ ）  

(２) 躁状態  
１  行為心迫 ２  多弁 ３ 感情高揚・易刺激性  ４  その他（ ）  

(３) 幻覚妄想状態  
１  幻覚 ２ 妄想 ３ その他（ ）  

(４) 精神運動興奮及び昏迷の状態  
１  興奮 ２ 昏迷 ３ 拒絶  ４ その他（ ）  

(５) 統合失調症等残遺状態  
１  自閉 ２ 感情平板化  ３  意欲の減退 ４ その他（ ）  

(６) 情動及び行動の障害  
１  爆発性  ２  暴力・衝動行為  ３  多動 ４ 食行動の異常 ５ チック・汚言  ６  その他（ ） 

(７) 不安及び不穏  
１  強度の不安・恐怖感  ２  強迫体験  ３  心的外傷に関連する症状  ４  解離・転換症状  
５  その他（ ）  

(８) てんかん発作等（けいれんおよび意識障害）  
１  てんかん発作  発作型（ ） 頻度（ ） 最終発作（ 年 月 日） 
２  意識障害  ３  その他（ ）  

(９) 精神作用物質の乱用及び依存等  
１  アルコール  ２ 覚せい剤  ３ 有機溶剤 ４  その他（ ）  
ア  乱用  イ  依存  ウ  残遺性・遅発性精神病性障害（状態像を該当項目に再掲すること）  
エ  その他（ ）  
現在の精神作用物質の使用  有・無（不使用の場合、その期間 年 月から）  

(10) 知能・記憶・学習・注意の障害  
１  知的障害（精神遅滞） ア  軽度 イ 中等度 ウ  重度 療育手帳（有・無、等級等 ） 
２  認知症  ３  その他の記憶障害（   ）  
４  学習の困難  ア  読み  イ  書き  ウ  算数  エ その他（ ）  
５  遂行機能障害  ６注意障害  ７  その他（ ）  

(11) 広汎性発達障害関連症状  
１  相互的な社会関係の質的障害 ２  コミュニケーションのパターンにおける質的障害  
３  限定した常同的で反復的な関心と活動  ４ その他（ ）  

(12 ) その他（ ）  



 

⑤ ④の病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見 等 肥満に対する不安感強く、拒食、自己誘発性嘔吐、下剤乱用
などが持続している。現在も情緒不安定であり、自傷行 

為や家族への暴力行為は最近幾分軽減しているものの、まだ時折認められる。不安、抑うつ感が強まると自殺念慮を訴 
えることが時に見られる。 
 
 

[ 検査所見：検査名、検査結果、検査時期 ] 
⑥ 生活能力の状態（保護的環境ではない場合を想定して判断する。児童では年齢相応の能力と比較の上で判断する） 
 
１ 現在の生活環境 

入院・入所（施設名 ）・在宅（ア 単身・イ 家族等と同居）・その他（ ） 
 
２ 日常生活能力の判定（該当するもの一つを○で囲む） 
(１) 適切な食事摂取 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(２) 身辺の清潔保持・規則正しい生活 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(３) 金銭管理と買物 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(４) 通院と服薬（要・不要） 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(５) 他人との意思伝達・対人関係 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(６) 身辺の安全保持・危機対応 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(７) 社会的手続や公共施設の利用 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(８) 趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
 
３ 日常生活能力の程度 

（該当する番号を選んで、どれか一つを○で囲む) 
(１) 精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる。 
(２) 精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。 
(３) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。 
(４) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。 
(５) 精神障害を認め、身のまわりのことはほとんどできない。 

⑦ ⑥の具体的程度、状態等 
食事摂取は自分でも準備・調理するなどはできているが、拒食・過食嘔吐などの傾向は続いている。情緒不安定 であ
り、ときに自傷行為もあるなど、身辺の安全保持が不十分である。そのため、日常生活をひとりで送るのは 困難。自
傷行為や暴力行為などもあるため、常に周囲が注意している必要がある。アルバイト、パートの仕事を 時々し
ているが長続きしない。 

⑧ 現在の障害福祉等のサービスの利用状況 
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に規定する自立訓練（生活訓練）、 
共同生活援助（グループホーム）、居宅介護（ホームヘルプ）、その他の障害福祉サービス、訪問指導、生活保護の有無等） 
 

利用なし 

⑨ 備考 

上記のとおり、診断します。    平成 25 年 ○ 月 × 日 

医療機関の名称 ○ ○ 病院 
医療機関所在地 ○○ 県 △△ 市 ・・・ 
電話番号 ０××‐×××‐○○○○ 
診療担当科名 精神科 医師
氏名（自署又は記名捺印）  ○× ×○ 



 
 

 
 

パーソナリティ障害では、根深い、持続する態度や行動パターンにより、広い範囲に 

わたり、個人的及び社会的状況の適応不全が認められ、手帳の対象とされる。「① 病 

名」の記載においては、漠然と、「パーソナリティ障害」と記載するのではなく、おの 

おのの亜型の病名（妄想型パーソナリティ障害、統合失調質パーソナリティ障害など） 

で示されることが望ましい。 

なお、脳疾患、脳損傷、脳機能不全の残遺症状あるいは合併障害として生じたパーソ 

ナリティ障害は、「器質性パーソナリティ障害」としてＦ０７に分類される。 

「③ 発病から現在までの病歴」の「主たる精神障害の初診年月」は、具体的にパー 

ソナリティ障害と診断されていなくても、最終的にパーソナリティ障害と診断されるに 

いたった、その特徴や異常行動パターンで医療機関を受診した年月日を記載する。病歴 

の中には、発病から現在までの個人的および社会状況の適応不全の状況や受診に至る経 

過、通院状況の記載を確認する。パーソナリティ障害では、多彩な病状、状態像を示す 

ことが少なくない。「④ 現在の病状、状態像等」、「⑤ ④の病状、状態像等の具体的 

程度、症状、検査所見 等」欄の記述から、病名を支持する病状、状態像であることを 

確認する。 

等級判定は、生活能力障害によって判定するため、診断書に記載された他の内容と十 

分に照らし合わせて判断しなければならない。パーソナリティ障害などでは、暴力など 

のトラブルの多さが、生活能力障害の判定に加味されることがしばしばある。しかし、 

それには注意が必要である。暴力などのトラブルの多さは、それが病気や障害に由来す 

るものであっても、社会的機能の低下を招きこそすれ、日常生活能力の低下を招くもの 

ではないからである。暴力などのトラブルの多さを持って、実際の生活能力障害よりも 

重く判定され過ぎないように病状、状態像等を十分に確認することが必要である。トラ 

ブルを起こしているときなどの一時的な激しい症状に関する記載だけでは、等級判定を 

行うことは困難である。パーソナリティ障害に認められる様々な症状によって生活上の 

困難が生じ、しかも、そのことが慢性的に生活能力の状態に影響を与えていることにつ 

いて、就労状況、対人交流の状況、日常生活状況などを含めた記載が求められる。 

F６ パーソナリティ障害 



 

 
 
１．精神疾患（精神障害）の状態 

「①  病名」として、「Ｆ６０  情緒不安定性パーソナリティ障害」と診断されている。 

「③  発病や現在までの病歴並びに治療の経過及び内容」、「④  現在の病状、状態像等」、 

「⑤ ④の病状、状態像等の具体的程度。症状、検査所見 等」欄の記載から、病名を 

支持する病態や状態像であることを確認する。 

本症例では、生育歴にも多くの問題を認め、自傷行為、解離症状、希死念慮を認め、 

過量服薬を繰り返すなど、さまざまな問題行動が継続していることが確認される。情緒 不

安定性パーソナリティ障害の診断を支持する病態、状態像である。 

 
２．生活能力の状態 

「２ 日常生活能力の判定」では、日常生活関連項目、社会生活関連項目は、すべて 

「援助があればできる」とされており、「３ 日常生活の程度」では、「（３）精神障害 

を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする」となって 

いる。一方、「⑦ ⑥の具体的程度、状態等」には、何とか家族の世話により日常生活 

が維持されているが、解離状態を繰り返すなどの記載があり、これらの日常生活能力の 

低下は、むしろ、精神症状の不安定から来ているものと考えられる。 

 
３．判定 情緒不安定性パーソナリティ障害の症状により、日常生活及び社会生活に多くの

支障 

を生じている。これらは、生活能力の障害というよりも、精神症状によるものが大きい 

と考えられるので、精神症状の不安定さによって判定が左右されないように注意が必要 

である。生活能力の障害の状態からは、障害等級は３級と判定される。 

  症例 １７   情緒不安定性パーソナリティ障害 



診断書（精神障害者保健福祉手帳用） 
 

 
氏 

 
名 

 
症例 １７ 

明治・大正・昭和・平成 
 

５８  年  ９ 月 

 
 

１８ 日生（満 ３０ 歳） 

 

住 
 

所 ○○県 △△市・・・ 

①  病名 (１) 主たる精神障害  情緒不安定性パーソナリティ障害 ＩＣＤコード（  Ｆ６０ ） 
（ICDコードは、右の病名と対応 (２) 従たる精神障害 ＩＣＤコード（ ） 
するF00～F99、G40のいずれか (３) 身 体 合 併症 身体障害者手帳（有・無、種別 級） 
を記載） 

② 初診年月日 主たる精神障害の初診年月日 
診断書作成医療機関の初診年月日 

昭和・平成 
昭和・平成 

１８年  １０月 
２２年 ５月 

３日 
８日 

 

 
③ 

 
発病から現在までの病歴 

（推定発病年月  平成１６年 ２月頃） 
小学生の頃から、アルコール依存症の父親から激しい虐待を受けていた。その後、父親が自 

及び治療の経過、内容 殺し、その現場を目撃していた。高校進学ができず、水商売をするようになった。中学校時代 
(推定発病年月、発病状況、初 から、リストカットがあったが、平成1６年頃から、記憶に残らない行動をしばしばするように 
発症状、治療の経過、治療内 なった。希死念慮も高まり、自傷行為を繰り返す。平成１８年１０月３日、○×医院初診、通 
容などを記載する） 院となったが、その後も異性関係が不安定で、その影響からかリストカット、過量服薬を繰り 

返し、平成２２年５月８日当院入院、現在は通院中である。 

 
＊器質性精神障害（認知症を除く）の場合、発病の原因となった疾患名とその発症日 

（疾患名 年 月 日） 
④  現在の病状、状態像等（該当する項目を○で囲む）  

(１) 抑うつ状態  
１  思考・運動抑制 ２ 易刺激性、興奮 ３ 憂うつ気分 ４ その他（ 希死念慮 ）  

(２) 躁状態  
１  行為心迫 ２  多弁 ３  感情高揚・易刺激性 ４ その他（ ）  

(３) 幻覚妄想状態  
１  幻覚 ２ 妄想 ３ その他（ ）  

(４) 精神運動興奮及び昏迷の状態  
１  興奮 ２ 昏迷 ３ 拒絶 ４ その他（ ）  

(５) 統合失調症等残遺状態  
１  自閉 ２ 感情平板化 ３ 意欲の減退  ４  その他（ ）  

(６) 情動及び行動の障害  
１  爆発性  ２  暴力・衝動行為  ３  多動  ４  食行動の異常 ５ チック・汚言 ６ その他（ ） 

(７) 不安及び不穏  
１  強度の不安・恐怖感  ２  強迫体験  ３  心的外傷に関連する症状  ４  解離・転換症状  
５  その他（ ）  

(８) てんかん発作等（けいれんおよび意識障害）  
１  てんかん発作  発作型（  ）  頻度（ ） 最終発作（ 年 月 日） 
２  意識障害  ３  その他（  ）  

(９) 精神作用物質の乱用及び依存等  
１  アルコール  ２ 覚せい剤 ３ 有機溶剤  ４ その他（ ）  
ア  乱用  イ  依存  ウ  残遺性・遅発性精神病性障害（状態像を該当項目に再掲すること）  
エ  その他（ ）  
現在の精神作用物質の使用  有・無（不使用の場合、その期間 年 月から）  

(10) 知能・記憶・学習・注意の障害  
１  知的障害（精神遅滞） ア  軽度  イ  中等度  ウ  重度  療育手帳（有・無、等級等 ） 
２  認知症  ３  その他の記憶障害（ ）  
４  学習の困難  ア  読み  イ  書き  ウ  算数  エ  その他（ ）  
５  遂行機能障害  ６注意障害  ７  その他（ ）  

(11) 広汎性発達障害関連症状  
１  相互的な社会関係の質的障害 ２  コミュニケーションのパターンにおける質的障害  
３  限定した常同的で反復的な関心と活動  ４  その他（ ）  

(12 ) その他（ ）  



 

⑤ ④の病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見 等 抑うつ気分、希死念慮が強く、不安焦燥感があり、些細なこ
とで興奮し、解離状態に陥りやすい。激しく暴れたり、 

物を壊したりすることもあるが、記憶をしていないことも少なくない。リストカットや過量服薬を繰り返している。 
 
 

[ 検査所見：検査名、検査結果、検査時期 未施行 ] 
⑥ 生活能力の状態（保護的環境ではない場合を想定して判断する。児童では年齢相応の能力と比較の上で判断する） 
 
１ 現在の生活環境 

入院・入所（施設名 ）・在宅（ア 単身・イ 家族等と同居）・その他（ ） 
 
２ 日常生活能力の判定（該当するもの一つを○で囲む） 
(１) 適切な食事摂取 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(２) 身辺の清潔保持・規則正しい生活 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(３) 金銭管理と買物 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(４) 通院と服薬（要・不要） 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(５) 他人との意思伝達・対人関係 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(６) 身辺の安全保持・危機対応 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(７) 社会的手続や公共施設の利用 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(８) 趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
 
３ 日常生活能力の程度 

（該当する番号を選んで、どれか一つを○で囲む) 
(１) 精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる。 
(２) 精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。 
(３) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。 
(４) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。 
(５) 精神障害を認め、身のまわりのことはほとんどできない。 

⑦ ⑥の具体的程度、状態等 解離状態を繰り返し、不安焦燥も高く、日常生活が困難。同居している母親に対しても
、興奮や依存を繰り返 

しているが、母親の世話で何とか生活を維持している状態にある。 

⑧ 現在の障害福祉等のサービスの利用状況 
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に規定する自立訓練（生活訓練）、 
共同生活援助（グループホーム）、居宅介護（ホームヘルプ）、その他の障害福祉サービス、訪問指導、生活保護の有無等） 
 

利用していない。 

⑨ 備考 

上記のとおり、診断します。  平成 ２５ 年 ○ 月 × 日 

医療機関の名称 ◆◆ 病院 
医療機関所在地 ○○県 △△市・・・・ 
電話番号 ０××－×××－×××× 
診療担当科名 精神科 
医師氏名（自署又は記名捺印） □○ ▽× 



 
 

 
 

「Ｆ７ 知的障害（精神遅滞）」は、基本的に、それ単独のみでは精神障害者保健福 

祉手帳の対象とはならない。他の精神障害が存在する場合は手帳の対象となりうるが、 

その場合は、知的障害を主たる精神障害とすべきではなく、それ以外の精神障害を主た 

る精神障害として記載すべきである。 

しかしながら、行動の障害を伴う場合には、他の精神障害が存在しなくても認めること 

がある。Ｆ７x.１およびＦ７x.８に該当する行動障害を伴うものに関しては主病名がＦ７ 

圏であっても認める。その場合、診断書の⑤「④（現在の病状、状態像等）の病状、状態 

像への具体的程度、症状、検査所見等」及び⑦「⑥（生活能力の状態）の具体的程度、状 

態等」への具体的な記載が参考となる。 

等級判定に際しては、知的障害による寄与分を除いた精神障害部分のみをもって判定 

する。つまり、日常生活能力の判定は、知的障害によるものを加味せず、それ以外の精 

神障害について判定する。 

また、知的障害に合併する精神障害として、「Ｆ４３．２ 適応障害」 などを記載 

している診断書があるが、適応障害は通常、症状の持続が６か月を超えない（「Ｆ４３． 

２１ 遷延性抑うつ反応」を除く）とされており、精神障害者保健福祉手帳の対象とし 

ては適切ではないので、適切な精神障害の診断名を求めなければならない。 

Ｆ７ 知的障害 （精神遅滞） 



 

 
 

１．精神疾患（精神障害）の状態 

「① 病名」として、主たる精神障害は「Ｆ７０ 軽度知的障害」と診断されている。 

従たる精神障害には「Ｆ４３．２ 適応障害」とされている。「③ 発病や現在までの病歴 

並びに治療の経過及び内容」、「④ 現在の病状、状態像等」、「⑤ ④の病状、状態像等の 

具体的程度、症状、検査所見 等」欄の記述から、病名を支持する病状、状態像であるこ 

とを確認する。 

主たる精神障害である「軽度知的障害」に伴う病状として、軽度知的障害（精神遅滞） 

が記載されている。その他の病状としては、「易刺激性、興奮」「憂うつ気分」などの症状 

が記載されている。従たる精神障害として「適応障害」の記載はあるが、症状の経過や内 

容は明確でない。また、６か月を過ぎていれば、診断名を検討する必要がある。 

 
２．生活能力の状態 

「２ 日常生活能力の判定」では、「援助があればできる」が８項目中、７項目となって 

いる。「適切な食事摂取」のみ、「自発的にできるが援助が必要」となっている。 

「３ 日常生活能力の程度」では、「（３）精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受 

けており、時に応じて援助を必要とする」となっている。 また、「⑦ ⑥の具体的程度、 

状態等」に生活能力の障害について具体的に記載されてはいるが、これら生活能力の障害 

が「知的障害」によるものか、それ以外の精神障害によるものかははっきりしない。多く 

は「知的障害」によるものとみなすこともできる。 

 
３．判定 易刺激性、対人関係のトラブルを起こすことや情緒不安定になることがあるなど

の症状 

が記載されているが、症状も行動の問題は継続してみられるものではなく、治療的介入も 

常時必要な程度とは読み取れない。生活能力の障害は「知的障害」のみによるものと考え 

ることができ、それ以外の精神障害によって、生活能力の障害を来たしているとはみなし 

難い。よって、非該当と判定すべきであろう。 

 
４．この症例の留意事項 知的障害（精神遅滞）のみでは、基本的に精神障害者保健福祉手

帳の対象とはならない。 

その他の精神障害が併存しており、生活能力の障害を来たしていれば対象となりうるが、 

知的障害によるものを除外して判断しなければならない。知的障害（精神遅滞）以外の精 

神障害があれば、それを主たる精神障害に記載すべきである。しかし、「Ｆ４３．２ 適応 

障害」はその診断ガイドラインに照らし合わせて慎重に判定する必要がある。安易に等級 

判定してしまわないように留意しなければならない。 

症例 １８ 知的障害（精神遅滞） 



診断書（精神障害者保健福祉手帳用） 
 

 
氏 名 

 
症例 １８ 

明治・大正・昭和・平成 
 

５４年  ５月  １３日生（満 ３４ 歳） 

 

住 所 ○○ 県 ×× 市 △△ 町 ・・・ 

①  病名 
（ICDコードは、右の病名と対応 
するF00～F99、G40のいずれか 
を記載） 

(１) 主たる精神障害  軽度知的障害 ＩＣＤコード（  Ｆ７０ ） 
(２) 従たる精神障害 適応障害 ＩＣＤコード（ Ｆ４３．２ ） 
(３) 身 体 合 併症 身体障害者手帳（有・無、種別 級） 

②  初診年月日 主たる精神障害の初診年月日 昭和・平成  １２年 １０月  ３日 
診断書作成医療機関の初診年月日 昭和・平成  １２年 １０月  ３日 

 
③  発病から現在までの病歴 

（推定発病年月  昭和５４年 ５月頃） 
生来の知的障害。○×養護学校中等部・高等部を卒業後、知的障害者の作業所～就労支援事業 

及び治療の経過、内容 所に通所していた。些細なことから、作業所仲間やスタッフとトラブルを起こすようになり、 
(推定発病年月、発病状況、初 不機嫌になったり、けんかしたり、怒って物を壊したりなどの行動がみられるようになり、平 
発症状、治療の経過、治療内 成１２年１０月から、時々、当院精神科に通院するようになった。平成１６年には、仲間との 
容などを記載する） トラブルから作業所の作業を休んで部屋にこもったり、入所していたグループホームを抜け出 

して徘徊したりするなどのためにグループホームでの対応が困難となり、平成１６年５月、当 
院精神科に入院して、１か月ほどで退院した。現在は、精神的には安定して就労支援事業所に 
通っている。現在も３ヶ月に一回ほど通院している。 

＊器質性精神障害（認知症を除く）の場合、発病の原因となった疾患名とその発症日 
（疾患名 年 月 日） 

④  現在の病状、状態像等（該当する項目を○で囲む）  

(１) 抑うつ状態  
１  思考・運動抑制  ２  易刺激性、興奮  ３  憂うつ気分  ４  その他（ ）  

(２) 躁状態  
１  行為心迫  ２  多弁  ３  感情高揚・易刺激性  ４  その他（ ）  

(３) 幻覚妄想状態  
１  幻覚  ２  妄想  ３  その他（ ）  

(４) 精神運動興奮及び昏迷の状態  
１  興奮  ２  昏迷  ３  拒絶  ４  その他（ ）  

(５) 統合失調症等残遺状態  
１  自閉  ２  感情平板化  ３  意欲の減退  ４  その他（ ）  

(６) 情動及び行動の障害  
１  爆発性  ２  暴力・衝動行為  ３  多動  ４  食行動の異常  ５  チック・汚言  ６  その他（ ） 

(７) 不安及び不穏  
１  強度の不安・恐怖感  ２  強迫体験  ３  心的外傷に関連する症状  ４  解離・転換症状  
５  その他（ ）  

(８) てんかん発作等（けいれんおよび意識障害）  
１  てんかん発作  発作型（ ）  頻度（ ）  最終発作（ 年 月 日） 
２  意識障害  ３  その他（ ）  

(９) 精神作用物質の乱用及び依存等  
１  アルコール  ２  覚せい剤  ３  有機溶剤  ４  その他（ ）  
ア  乱用  イ  依存  ウ  残遺性・遅発性精神病性障害（状態像を該当項目に再掲すること）  
エ  その他（ ）  
現在の精神作用物質の使用  有・無（不使用の場合、その期間 年 月から）  

(10) 知能・記憶・学習・注意の障害  
１  知的障害（精神遅滞） ア  軽度  イ  中等度  ウ  重度  療育手帳（有・無、等級等 ） 
２  認知症  ３  その他の記憶障害（ ）  
４  学習の困難  ア  読み  イ  書き  ウ  算数  エ  その他（ ）  
５  遂行機能障害  ６注意障害  ７  その他（ ）  

(11) 広汎性発達障害関連症状  
１  相互的な社会関係の質的障害 ２  コミュニケーションのパターンにおける質的障害  
３  限定した常同的で反復的な関心と活動  ４  その他（ ）  

(12) その他（ ）  



 

⑤ ④の病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見 等 状況が十分認知できず、ささいなことで対人関係のトラブル
を起こすことがある。現在もときに情緒不安定になるこ 

とがあり、少しのことで落ち込んだり、腹を立てたりするが、暴力を起こすことはない。 
 
 

[ 検査所見：検査名、検査結果、検査時期 田中ビネー ＩＱ：６０ ] 
⑥ 生活能力の状態（保護的環境ではない場合を想定して判断する。児童では年齢相応の能力と比較の上で判断する） 
 
１ 現在の生活環境 

入院・入所（施設名 ○グループホーム）・在宅（ア 単身・イ 家族等と同居）・その他（ ） 
 
２ 日常生活能力の判定（該当するもの一つを○で囲む） 
(１) 適切な食事摂取 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(２) 身辺の清潔保持・規則正しい生活 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(３) 金銭管理と買物 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(４) 通院と服薬（要・不要） 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(５) 他人との意思伝達・対人関係 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(６) 身辺の安全保持・危機対応 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(７) 社会的手続や公共施設の利用 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(８) 趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
 
３ 日常生活能力の程度 

（該当する番号を選んで、どれか一つを○で囲む) 
(１) 精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる。 
(２) 精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。 
(３) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。 
(４) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。 
(５) 精神障害を認め、身のまわりのことはほとんどできない。 

⑦  ⑥の具体的程度、状態等 食事・洗濯・入浴など、常に声かけが必要。他人のちょっとした言動に立腹したりす
るなど、他人とのコミュニ ケーションに問題がある。金銭管理や公共機関の手続きなども一人では適切にでき
ない。援助がなければ社会生活 
は困難である。 

⑧ 現在の障害福祉等のサービスの利用状況 
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に規定する自立訓練（生活訓練）、 
共同生活援助（グループホーム）、居宅介護（ホームヘルプ）、その他の障害福祉サービス、訪問指導、生活保護の有無等） 
 

グループホーム、就労支援事業所を利用中。 

⑨ 備考 

上記のとおり、診断します。    平成 ２５ 年 ○ 月 × 日 

医療機関の名称 ○ ○ 病院 
医療機関所在地 ○○ 県 △△ 市 ・・・ 
電話番号 ０××‐×××‐○○○○ 
診療担当科名 精神科 医師
氏名（自署又は記名捺印）  ○× ×○ 



 
 

 
 

発達障害は、平成１７年４月に施行された『発達障害者支援法』において、「自閉症、 ア

スペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他 これ

に類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定 義され

ている。これらの発達障害は、ＩＣＤ－１０においては、「Ｆ８：心理的発達の 障害」お

よび「Ｆ９：小児期および青年期に通常発症する行動および情動の障害」に含 まれる。 

「① 病名」の記載は、漠然と「発達障害」と記載するのではなく、「自閉症」「アス ペ

ルガー症候群」「広汎性発達障害」「多動性障害」「学習障害」などの病名を記載する。 また

、発達障害の特性やそれに伴って出現した症状や疾病が、治療の中心となってい たり、生

活のしづらさの主たるものとなっていたりする場合には、「(1) 主たる精神障 

害」に、関連する発達障害の病名を記載し、「(2) 従たる精神障害」の方に出現した症 

状や疾病を記載する。一方で、もともと発達障害を有していたとしても、「統合失調症」 

「摂食障害」などのように、治療の中心がこれらの精神疾患となっている場合は、発達 障

害の病名を、「(2) 従たる精神障害」の方に記載することもある。 

「② 初診年月日」の「主たる精神障害の初診年月日」には、発達障害にて、最初に 

医療機関を受診した年月日を記載する。しかし、発達障害は、その特性によってさまざ 

まな不適応を示すことがあり、当初は、２次的に出現した不安や抑うつ・不眠などの症 

状から、「不安障害」など、発達障害と異なった病名がつけられていることがある。こ 

の場合、これらの病名が、発達障害による２次的なものとして捉えるなら、異なった病 

名であったとしても、これらの症状で初診した年月日を記載することができるが、その 

経過については、「③ 発病から現在までの病歴」の中に記載する。また、発達障害の 

中には、初診時は、「学習障害」や「多動性障害」の病名がつけられていたとしても、 

経過をみていく中で、病名が「広汎性発達障害」などに変更される場合がある。この場 

合にも、初診年月日は、最初に何らかの発達障害の診断名がつけられた年月日を記載す 

る。「③  発病から現在までの病歴」の「推定発病年月」の欄には、「主たる精神障害」 に

発達障害の病名を記載した時は、生年月日を推定発病年月とする。経過の中では、単 

に受診歴だけではなく、小児期などで見られた発達障害の症状なども分かる範囲で記載 

する。「④  現在の病状、状態像等」の欄では、該当する病状にチェックするが、特に 

「(10)知能・記憶・学習・注意の障害」および「(11) 広汎性発達障害関連症状」の該 

当項目は、漏れのないように記載する。「⑤ ④の病状」の欄には、単に検査所見だけ 

を記載するのではなく、具体的に、症状や特性などについて記載する。なお、児童の場 合

は、「⑥ 生活能力の状態」については、年齢相応の能力と比較の上で判断する。「⑧ 

現在の障害福祉等のサービスの利用状況」も、できる限り具体的に記載する。 

Ｆ８－９ 発達障害（心理的発達の障害 ／ 小児期および青年期に通常発症する行 

動および情緒の障害） 



 
本マニュアルでは「生活能力の状態の判定は、治療が行われていない状態で判断するこ 

とは適当ではない。」とされている。しかしながら、発達障害においては、薬物療法や精神 

療法などの狭義の「治療」によって改善が見込めない一方で、福祉サービスの利用が必要 

なケースも少なくない。そのような場合は、その旨が診断書に記載されていれば、これを 

認めることとする。 

 
なお、このカテゴリーでは、提出される診断書の対象者が小児であることが多くなる。 

小児の場合の障害等級のとらえ方については、本マニュアル「Ⅱ章 等級判定の考え方」 

に記載があるが、ここで再掲しておく。小児におけるとらえ方を、未就学児、小学生、中 

学生のそれぞれに関して以下に示す。 

（１）１級 未就学児においては、異食・偏食等のために、介助があっても食事が十分に

摂取できな 

い、排便後の処理など身の回りのことが十分にできず、介助にも抵抗があるため、整容・ 

保清が保てない。家族との間でも、日常的な意思伝達が全く行えない。 

小学生においては、上記と同様に異食・偏食等のために、介助があっても食事が十分に 

摂取できない。こだわりなどのために、支援にも抵抗があり整容・保清が保てない。家族 

との間でも、日常的な意思伝達がほとんど行えない。学校生活には適応できない。 

中学生以上においては、日常生活上は成人に準じ、また、学校生活には適応できない。 

（２）２級 未就学児においては、常に誰かが介助しないと食事を食べられない、排便後

の処理がで 

きないなど、身の周りのことすべてに濃厚な介助が必要である。家族との間の日常的な意 

思伝達にもかなりの困難がある。自分のものと他人のものの区別がつかなかったり、自分 

のルールにこだわったりして、特別な配慮をしても、幼稚園・保育園などでの集団への適 

応が難しい。小学生においては、上記と同様に、常に誰かが介助しないと食事を食べられ 

ない。身の回りのことも自分ではできず、濃厚な介助がなければ、整容・保清が保てない。 

家族との間の日常的な意思伝達にもかなりの困難を伴う。こだわりやかんしゃくなどが高 

度であり、相当に特別な配慮をしても、小学校への適応が困難である。 

中学生以上においては、日常生活上は成人に準じ、相当に特別な配慮をしても、学校等 

への適応は困難である。 

（３）３級 未就学児においては、食事、入浴、洗面、下着の交換の際に常に声かけや見守り

が必要、 

幼稚園や保育園では集団の輪に入ったり遊んだりすることが難しい。 小学生においては

、上記と同様の状態で、家庭での生活においてもある程度の援助を必 

要とする。学校生活にも不適応を認め、何らかの配慮を必要とする。 中学生以上におい

ては成人に準じるが、学校生活や家庭生活における困難を認めること 

も多い。 



 

 
 
１．精神疾患（精神障害）の状態 

「① 病名」として、「Ｆ８４ 自閉症」と診断されているが、「従たる精神障害」とし 

て、「Ｆ７１ 知的障害(中等度)」を有している。「③ 発病から現在までの病歴」の推定発 

病年月は、誕生したときになっており、生来の障害であることを示している。病歴の中に 

は、幼少期より認められた自閉症の症状や、生活状況（学校や家庭での様子）、受診に至る 

経過、通院状況（発達障害の場合は、診断のみで通院治療歴がない場合もあるので要注意） 

の記載を確認する。「④ 現在の病状、状態像等」、「⑤ ④の病状、状態像等の具体的程度、 

症状、検査所見 等」欄の記述から、病名を支持する病状、状態像であることを確認する 

とともに、知的障害の程度、日常生活上で認められる症状（爆発性、暴力・衝動行為など） 

の記載内容も確認する 

本症例では、すでに就学前より症状を認め、小学校入学後、当初は小児科において自閉 

症と診断されている。その後も、学校生活においてパニックなどの症状が認められ、現在 

も、爆発性やこだわりなどに生活上の問題が続いている。 

 
２．生活能力の状態 

「２ 日常生活能力の判定」では、日常生活関連項目は、「援助があればできる」が３項 

目、社会生活関連項目は、「できない」が３項目であるが、「３ 日常生活の程度」では、「（３） 

精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする」と 

なっている。「⑦ ⑥の具体的程度、状態等」から、興味関心あることは積極的にできるが、 

家事、身の回りのことなどはほとんどできないなどの記載があるが、就労継続支援Ｂ型事 

業所には、週に４日通うことができている。 

 
３．判定 自閉症の症状は強く、日常生活能力の判定では、日常生活及び社会生活における

障害の 

程度は重い。しかし、興味関心のあることはでき、週に４日、継続支援Ｂ型事業所に通う 

ことができていることなどから、日常生活能力の重さは、知的障害(中等度)によるものも影 

響も考えられ、知的障害による部分を差し引いて考えられ、障害等級は２級と判定される。 

 
４．この症例の留意事項 自閉症であるが、中等度の知的障害を認め、日常生活や社会生活

の障害には、自閉症の 

症状のみならず、知的障害が影響していると考えられる。「⑦ ⑥の具体的程度、状態等」、 

「⑧ 現在の障害福祉等のサービスの利用状況」の記載を参考に能力障害の程度を十分に 

確認していくことが重要である。 

  症例 １９   自閉症 



診断書（精神障害者保健福祉手帳用） 
 

 
氏 名 

 
症例 １９ 

明治・大正・昭和・平成 
 

６  年  ２ 月  ５ 日生（満 １８ 歳） 

 

住 所 ○○県 △△市・・・ 

①  病名 
（ICDコードは、右の病名と対応 
するF00～F99、G40のいずれか 
を記載） 

(１)  主たる精神障害 自閉症 ＩＣＤコード（ Ｆ８４ ） 
(２)  従たる精神障害 知的障害 ＩＣＤコード（ Ｆ７１ ） 
(３)  身体 合 併 症 身体障害者手帳（有・無、種別 級） 

②  初診年月日 主たる精神障害の初診年月日 昭和・平成 ７年  ５月 頃 日 
診断書作成医療機関の初診年月日 昭和・平成  ２０年  ２月  ３日 

 
③  発病から現在までの病歴 

（推定発病年月  平成 ６ 年  ２ 月頃） 
乳児期より視線が合わず、言語の発達も遅れがちだった、就学後は、仲の良い友だちもでき 

及び治療の経過、内容 ず、イジメられていた。小学校に入学するも、集団生活について行けず、パニックになるなど 
(推定発病年月、発病状況、初 が見られ、××クリニック（小児科）を受診、自閉症と言われ、翌年から特別支援学級に編入 
発症状、治療の経過、治療内 したが、通院はしていない。中学入学時より、○○養護学校に通学するが、こだわり強く、気 
容などを記載する） 分の変動も激しく自宅でも暴れるようになり、平成２０年２月より当院通院中である。 

＊器質性精神障害（認知症を除く）の場合、発病の原因となった疾患名とその発症日 
（疾患名 年 月 日） 

④  現在の病状、状態像等（該当する項目を○で囲む）  

(１)  抑うつ状態  
１  思考・運動抑制  ２  易刺激性、興奮  ３  憂うつ気分  ４  その他（ ）  

(２)  躁状態  
１  行為心迫  ２  多弁  ３  感情高揚・易刺激性  ４  その他（ ）  

(３)  幻覚妄想状態  
１  幻覚  ２  妄想  ３  その他（ ）  

(４)  精神運動興奮及び昏迷の状態  
１  興奮  ２  昏迷  ３  拒絶  ４  その他（ ）  

(５)  統合失調症等残遺状態  
１  自閉  ２  感情平板化  ３  意欲の減退  ４  その他（ ）  

(６)  情動及び行動の障害  
１  爆発性  ２  暴力・衝動行為  ３  多動  ４  食行動の異常  ５  チック・汚言  ６  その他（ ） 

(７)  不安及び不穏  
１  強度の不安・恐怖感  ２  強迫体験  ３  心的外傷に関連する症状  ４  解離・転換症状  
５  その他（ ）  

(８)  てんかん発作等（けいれんおよび意識障害）  
１  てんかん発作  発作型（ ）  頻度（ ）  最終発作（ 年 月 日） 
２  意識障害  ３  その他（ ）  

(９)  精神作用物質の乱用及び依存等  
１  アルコール  ２  覚せい剤  ３  有機溶剤  ４  その他（ ）  
ア  乱用  イ  依存  ウ  残遺性・遅発性精神病性障害（状態像を該当項目に再掲すること）  
エ  その他（ ）  
現在の精神作用物質の使用  有・無（不使用の場合、その期間 年 月から）  

(10)  知能・記憶・学習・注意の障害  
１  知的障害（精神遅滞） ア  軽度  イ  中等度  ウ  重度  療育手帳（有・無、等級等 ） 
２  認知症  ３  その他の記憶障害（ ）  
４  学習の困難  ア  読み  イ  書き  ウ  算数  エ  その他（ ）  
５  遂行機能障害  ６注意障害  ７  その他（ ）  

(11)  広汎性発達障害関連症状  
１  相互的な社会関係の質的障害 ２  コミュニケーションのパターンにおける質的障害  
３  限定した常同的で反復的な関心と活動  ４  その他（ ）  

(12)  その他（ ）  



 

⑤ ④の病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見 等 
母親以外とは、ほとんどコミュニケーションがとれず、診察場面でも緘黙状態であり、視線もあわない。強いこだわ 

りとパターン的行動がみられ、環境の変化でパニックになる。妹にも執拗に近づき、毎日大げんかになっている。周囲 
の刺激に過敏に反応し、衝動的に飛び出たりすることがある。 
 
 

[ 検査所見：検査名、検査結果、検査時期 ＷＡＩＳーⅢ ＩＱ：４８ ] 
⑥ 生活能力の状態（保護的環境ではない場合を想定して判断する。児童では年齢相応の能力と比較の上で判断する） 
 
１ 現在の生活環境 

入院・入所（施設名 ）・在宅（ア 単身・イ 家族等と同居）・その他（ ） 
 
２ 日常生活能力の判定（該当するもの一つを○で囲む） 
(１) 適切な食事摂取 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(２) 身辺の清潔保持・規則正しい生活 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(３) 金銭管理と買物 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(４) 通院と服薬（要・不要） 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(５) 他人との意思伝達・対人関係 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(６) 身辺の安全保持・危機対応 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(７) 社会的手続や公共施設の利用 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(８) 趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
 
３ 日常生活能力の程度 

（該当する番号を選んで、どれか一つを○で囲む) 
(１) 精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる。 
(２) 精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。 
(３) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。 
(４) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。 
(５) 精神障害を認め、身のまわりのことはほとんどできない。 

⑦ ⑥の具体的程度、状態等 
自閉症の症状が強く、他者とのコミュニケーションがとれず、言語による意志の伝達も難しく、社会適応は難 

しい。興味関心のあるパソコン操作などは、積極的に行うが、それ以外の家事や身のまわりのことなどはほとん 
ど行うことができず、かなりの支援を要する。 

⑧ 現在の障害福祉等のサービスの利用状況 
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に規定する自立訓練（生活訓練）、 
共同生活援助（グループホーム）、居宅介護（ホームヘルプ）、その他の障害福祉サービス、訪問指導、生活保護の有無等） 
 

就労継続支援Ｂ型事業所（週に４日間通所） 

⑨ 備考 

上記のとおり、診断します。  平成 ２５ 年 ○ 月 × 日 

医療機関の名称 ◆◆ 病院 
医療機関所在地 ○○県 △△市・・・・ 
電話番号 ０××－×××－×××× 
診療担当科名  精神科 
医師氏名（自署又は記名捺印） □○ ▽× 



 
 

 
 
１．精神疾患（精神障害）の状態 

「① 病名」として、「Ｆ８４ アスペルガー症候群」と診断されているが、「従たる精 

神障害」として、Ｆ２２ 妄想性障害を有している。「③ 発病から現在までの病歴」では、 

アスペルガー症候群の症状だけではなく、生活状況（学校や家庭での様子）、妄想性障害の 

症状の経過、受診・通院状況の記載を確認する。「④ 現在の病状、状態像等」、「⑤ ④の 

病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見 等」欄の記述から、「(１１) 広汎性発達 

障害関連症状」の記載のみならず、妄想性障害の症状、状態像であることの記載内容（幻 

覚妄想状態など）も確認する 

本症例では、小児期より症状は認めているが、アスペルガー症候群の診断はなされず、 

いらいらや粗暴行為が出現し精神科を受診し、初めて診断がなされている。発達障害の事 

例では、このように、発達障害の症状だけでなく、２次的な不適応反応（抑うつ状態、幻 

覚妄想状態など）を示して受診する場合が多く、これらの随伴する症状が的確に記載され 

ていることを確認する。 

 
２．生活能力の状態 

「２ 日常生活能力の判定」では、日常生活関連項目は、「自発的に援助があればできる」 

が３項目、社会生活関連項目は、「援助があればできる」が３項目であるが、「３ 日常生 

活の程度」では、「（３）精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じ 

て援助を必要とする」となっている。「⑦ ⑥の具体的程度、状態等」から、他者との意思 

疎通が難しいとあるが、アスペルガー症候群の症状だけではなく、妄想性障害による症状 

や生活状況が記載されている。 

 
３．判定 アスペルガー症候群の症状のみならず、妄想性障害の症状が加わり、日常生活

及び社会 

生活に著しい制限を受けて、時に応じて援助を必要とする状態にあり、障害等級は２級と 

判定される。 

 
４．この症例の留意事項 アスペルガー症候群をはじめとする発達障害の中には、生活上

の不適応反応や何らかの 

精神症状が発生して初めて精神科を受診し、発達障害の診断がされることは少なくない。 

この場合には、発達障害の症状だけではなく、２次的に発生した症状を認めることも少な 

くない。本事例も、生活上の不適応反応から、幻覚妄想状態を呈したものであるが、これ 

らの場合は、発達障害の症状のみならず、随伴する症状を含めて、精神疾患の状態、生活 

能力の状態を確認していくことが必要である。 

  症例 ２０   アスペルガー症候群 



診断書（精神障害者保健福祉手帳用） 
 

 
氏 名 

 
症例 ２０ 

明治・大正・昭和・平成 
 

３２  年  １ 月  ７ 日生（満 ５６ 歳） 

 

住 所 ○○県 △△市・・・ 

①  病名 
（ICDコードは、右の病名と対応 
するF00～F99、G40のいずれか 
を記載） 

(１)  主たる精神障害 アスペルガー症候群 ＩＣＤコード（ Ｆ８４ ） 
(２)  従たる精神障害 妄想性障害 ＩＣＤコード（ Ｆ２２ ） 
(３)  身体 合 併 症 身体障害者手帳（有・無、種別 級） 

②  初診年月日 主たる精神障害の初診年月日 昭和・平成 １４年  ７月 １９日 
診断書作成医療機関の初診年月日 昭和・平成 １４年  ７月 １９日 

 
③  発病から現在までの病歴 

（推定発病年月  昭和３２ 年  １ 月頃） 
小児期からコミュニケーション障害、こだわりがみられ、集団活動に入れなかった。幼小児 

及び治療の経過、内容 期、父からの暴力行為があった。中学校時代不登校、高校入学直後、他人の視線が気になり退 
(推定発病年月、発病状況、初 学した。平成１３年７月頃より動悸、イライラ、粗暴行為がある。平成１４年７月当院初診、 
発症状、治療の経過、治療内 アスペルガー症候群と診断される。被害念慮が強く、ささいな音に恐怖を感じ、時に、被害関 
容などを記載する） 係妄想に発展し、転居を繰り返す。不安定な状態が続いている。 

＊器質性精神障害（認知症を除く）の場合、発病の原因となった疾患名とその発症日 
（疾患名 年 月 日） 

④  現在の病状、状態像等（該当する項目を○で囲む） 

(１)  抑うつ状態 
１  思考・運動抑制  ２  易刺激性、興奮  ３  憂うつ気分  ４  その他（ ） 

(２)  躁状態 
１  行為心迫  ２  多弁  ３  感情高揚・易刺激性  ４  その他（ ） 

(３)  幻覚妄想状態 
１  幻覚  ２  妄想  ３  その他（ ） 

(４)  精神運動興奮及び昏迷の状態 
１  興奮  ２  昏迷  ３  拒絶  ４  その他（ ） 

(５)  統合失調症等残遺状態 
１  自閉  ２  感情平板化  ３  意欲の減退  ４  その他（ ） 

(６)  情動及び行動の障害 
１  爆発性  ２  暴力・衝動行為  ３  多動  ４  食行動の異常  ５  チック・汚言  ６  その他（ ） 

(７)  不安及び不穏 
１  強度の不安・恐怖感  ２  強迫体験  ３  心的外傷に関連する症状  ４  解離・転換症状 
５  その他（ ） 

(８)  てんかん発作等（けいれんおよび意識障害） 
１  てんかん発作  発作型（ ）  頻度（ ）  最終発作（ 年 月 日） 
２  意識障害  ３  その他（ ） 

(９)  精神作用物質の乱用及び依存等 
１  アルコール  ２  覚せい剤  ３  有機溶剤  ４  その他（ ） 
ア  乱用  イ  依存  ウ  残遺性・遅発性精神病性障害（状態像を該当項目に再掲すること） 
エ  その他（ ） 
現在の精神作用物質の使用  有・無（不使用の場合、その期間 年 月から） 

(10)  知能・記憶・学習・注意の障害 
１  知的障害（精神遅滞） ア  軽度  イ  中等度  ウ  重度  療育手帳（有・無、等級等 ） 
２  認知症  ３  その他の記憶障害（ ） 
４  学習の困難  ア  読み  イ  書き  ウ  算数  エ  その他（ ） 
５  遂行機能障害  ６注意障害  ７  その他（ ） 

(11)  広汎性発達障害関連症状 
１  相互的な社会関係の質的障害 ２  コミュニケーションのパターンにおける質的障害 
３  限定した常同的で反復的な関心と活動  ４  その他（  聴覚過敏 ） 

(12)  その他（ ） 



 

⑤ ④の病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見 等 
対人関係が苦手なため、仲間関係が築けず、常に孤立している。病院のデイケアに通所するが、常にオドオドしてい 

て、集団活動に入れず、個別対応の場面のみしか参加できない。声も小さく聞き取りにくい。 
こだわりが強く、手順が変わると混乱する。音への過敏、不安が高く、時に被害妄想的な感情を抱くことがある。 

 
 

[ 検査所見：検査名、検査結果、検査時期 ＷＡＩＳーⅢ ＩＱ：７６ ] 
⑥ 生活能力の状態（保護的環境ではない場合を想定して判断する。児童では年齢相応の能力と比較の上で判断する） 
 
１ 現在の生活環境 

入院・入所（施設名 ）・在宅（ア 単身・イ 家族等と同居）・その他（ ） 
 
２ 日常生活能力の判定（該当するもの一つを○で囲む） 
(１) 適切な食事摂取 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(２) 身辺の清潔保持・規則正しい生活 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(３) 金銭管理と買物 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(４) 通院と服薬（要・不要） 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(５) 他人との意思伝達・対人関係 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(６) 身辺の安全保持・危機対応 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(７) 社会的手続や公共施設の利用 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(８) 趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
 
３ 日常生活能力の程度 

（該当する番号を選んで、どれか一つを○で囲む) 
(１) 精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる。 
(２) 精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。 
(３) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。 
(４) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。 
(５) 精神障害を認め、身のまわりのことはほとんどできない。 

⑦ ⑥の具体的程度、状態等 
他者との意思疎通が困難であり、多くは援助が必要である。対人不安緊張が強いため、大勢の人がいる場所や 

新しい場面では、特に緊張が強く、回避的であり、支援が必要である。食事は、ワンパターンのメニューを年中 
繰り返し、生活全般においても介入を必要としている。 

⑧ 現在の障害福祉等のサービスの利用状況 
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に規定する自立訓練（生活訓練）、 
共同生活援助（グループホーム）、居宅介護（ホームヘルプ）、その他の障害福祉サービス、訪問指導、生活保護の有無等） 
 

精神科デイケア、生活訓練、生活保護 

⑨ 備考 

上記のとおり、診断します。  平成 ２５ 年 ○ 月 × 日 

医療機関の名称 ◆◆病院 
医療機関所在地 ○○県 △△市・・・・ 
電話番号 ０××－×××－×××× 
診療担当科名 精神科 医師氏
名（自署又は記名捺印）  □■ ▽▽ 



 
 

 
 
１．精神疾患（精神障害）の状態 

「① 病名」として、「Ｆ８１ 学力の特異的発達障害」と診断されている。「③ 発病 か

ら現在までの病歴」では、学力の特異的発達障害と診断に至る経過や、「④ 現在の病状、 状

態像等」、「⑤ ④の病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見 等」では、学力の 特

異的発達障害の所見に加え、それ以外にも症状があれば、記載がされていることを確認 

する。 

本症例では、中学校入学後、不登校などにより精神科を受診し、発達障害の診断がなさ 

れている。 

 
２．生活能力の状態 

「２ 日常生活能力の判定」では、日常生活関連項目は、「自発的にできる」が２項目、 

「自発的に援助があればできる」が２項目、社会生活関連項目は、全項目が「おおむね援 

助があればできる」であり、「３ 日常生活の程度」では、「（２）精神障害を認め、日常生 

活又は社会生活に一定の制限を受ける」となっている。 

 
３．判定 学力の特異的発達障害を認めるが、それによる日常生活及び社会生活への影響は

軽度で 

あり、日常生活もしくは社会生活に一定の制限を受ける程度のものと考えられ、障害等級 

は３級と判定される。 

 
４．この症例の留意事項 近年、発達障害の事例で、福祉サービス事業所などを利用するこ

とが増えてきている。 

発達障害の中には、統合失調症のように通院や治療を必要としないが、福祉サービスを利 

用することを目的として、障害者手帳の申請をする事例も今後増えてくると思われる。精 

神疾患の状態、生活能力の状態を確認して、判定を行っていくことが必要である。 

  症例 ２１   学力の特異的発達障害（学習障害） 



診断書（精神障害者保健福祉手帳用） 
 

 
氏 名 

 
症例 ２１ 

明治・大正・昭和・平成 
 

３  年  ２ 月  ７ 日生（満 ２２ 歳） 

 

住 所 ○○県 △△郡 ◆◆町・・・・ 

①  病名 
（ICDコードは、右の病名と対応 
するF00～F99、G40のいずれか 
を記載） 

(１)  主たる精神障害  学力の特異的発達障害 ＩＣＤコード（  Ｆ８１ ） 
(２)  従たる精神障害 ＩＣＤコード（ ） 
(３)  身体 合 併 症 身体障害者手帳（有・無、種別 級） 

②  初診年月日 主たる精神障害の初診年月日 昭和・平成 １５年 １０月  ６日 
診断書作成医療機関の初診年月日 昭和・平成 １５年 １０月  ６日 

 
③  発病から現在までの病歴 

（推定発病年月  平成 ３ 年  ２ 月頃） 
小学校の頃は活発な子であったが、学習が十分に追いつけず、中学校入学後は、イジメを受 

及び治療の経過、内容 け、不登校の状態が続いていた。平成１５年１０月当院受診、不安、抑うつなどを認めたが、 
(推定発病年月、発病状況、初 生来より、学力の特異的発達障害（学習障害）を有すると診断された。専門学校に進学、卒業 
発症状、治療の経過、治療内 したが、就職活動がうまくいかず、平成２２年より若者サポートステーションに通っている。 
容などを記載する） 当院には、不規則に通院をしているが、サポステから、福祉サービスの事業の利用を勧められ 

、手帳を希望している。 

＊器質性精神障害（認知症を除く）の場合、発病の原因となった疾患名とその発症日 
（疾患名 年 月 日） 

④  現在の病状、状態像等（該当する項目を○で囲む） 

(１)  抑うつ状態 
１  思考・運動抑制  ２  易刺激性、興奮  ３  憂うつ気分  ４  その他（ ） 

(２)  躁状態 
１  行為心迫  ２  多弁  ３  感情高揚・易刺激性  ４  その他（ ） 

(３)  幻覚妄想状態 
１  幻覚  ２  妄想  ３  その他（ ） 

(４)  精神運動興奮及び昏迷の状態 
１  興奮  ２  昏迷  ３  拒絶  ４  その他（ ） 

(５)  統合失調症等残遺状態 
１  自閉  ２  感情平板化  ３  意欲の減退  ４  その他（ ） 

(６)  情動及び行動の障害 
１  爆発性  ２  暴力・衝動行為  ３  多動  ４  食行動の異常  ５  チック・汚言  ６  その他（ ） 

(７)  不安及び不穏 
１  強度の不安・恐怖感  ２  強迫体験  ３  心的外傷に関連する症状  ４  解離・転換症状 
５  その他（ ） 

(８)  てんかん発作等（けいれんおよび意識障害） 
１  てんかん発作  発作型（ ）  頻度（ ）  最終発作（ 年 月 日） 
２  意識障害  ３  その他（ ） 

(９)  精神作用物質の乱用及び依存等 
１  アルコール  ２  覚せい剤  ３  有機溶剤  ４  その他（ ） 
ア  乱用  イ  依存  ウ  残遺性・遅発性精神病性障害（状態像を該当項目に再掲すること） 
エ  その他（ ） 
現在の精神作用物質の使用  有・無（不使用の場合、その期間 年 月から） 

(10)  知能・記憶・学習・注意の障害 
１  知的障害（精神遅滞） ア  軽度  イ  中等度  ウ  重度  療育手帳（有・無、等級等 ） 
２  認知症  ３  その他の記憶障害（ ） 
４  学習の困難  ア  読み  イ  書き  ウ  算数  エ  その他（ ） 
５  遂行機能障害  ６注意障害  ７  その他（ ） 

(11)  広汎性発達障害関連症状 
１  相互的な社会関係の質的障害 ２  コミュニケーションのパターンにおける質的障害 
３  限定した常同的で反復的な関心と活動  ４  その他（ ） 

(12)  その他（ ） 



 

⑤ ④の病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見 等 
精神的には安定しているが、不安、緊張感が高く、質問に対しても返答に時間がかかり、質問について十分に理解で 

きないことがある。そのために対人不安感も高じてきて、ひきこもりがちな生活を送っている。 
 

[ 検査所見：検査名、検査結果、検査時期 ＷＡＩＳーⅢ 全検査ＩＱ：８０ 
言語性ＩＱ：７４ 動作性ＩＱ：９０ ] 

⑥ 生活能力の状態（保護的環境ではない場合を想定して判断する。児童では年齢相応の能力と比較の上で判断する） 
 
１ 現在の生活環境 

入院・入所（施設名 ）・在宅（ア 単身・イ 家族等と同居）・その他（ ） 
 
２ 日常生活能力の判定（該当するもの一つを○で囲む） 
(１) 適切な食事摂取 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(２) 身辺の清潔保持・規則正しい生活 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(３) 金銭管理と買物 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(４) 通院と服薬（要・不要） 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(５) 他人との意思伝達・対人関係 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(６) 身辺の安全保持・危機対応 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(７) 社会的手続や公共施設の利用 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(８) 趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
 
３ 日常生活能力の程度 

（該当する番号を選んで、どれか一つを○で囲む) 
(１) 精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる。 
(２) 精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。 
(３) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。 
(４) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。 
(５) 精神障害を認め、身のまわりのことはほとんどできない。 

⑦ ⑥の具体的程度、状態等 
言語理解が難しく、多面的に物事が考えられない。指示理解も難しく、動作もゆっくりのペースのため、周囲 

と協調することが難しく、対人不安が高い。若者サポートステーションでの交流がある程度で、ふだんはひきこ 
もりがちである。 

⑧ 現在の障害福祉等のサービスの利用状況 
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に規定する自立訓練（生活訓練）、 
共同生活援助（グループホーム）、居宅介護（ホームヘルプ）、その他の障害福祉サービス、訪問指導、生活保護の有無等） 
 

福祉サービスの利用を検討している。 

⑨ 備考 

上記のとおり、診断します。  平成 ２５ 年 ○ 月 × 日 

医療機関の名称 ◆◆病院 
医療機関所在地 ○○県 △△市・・・・ 
電話番号 ０××－×××－×××× 
診療担当科名 精神科 
医師氏名（自署又は記名捺印） □○ ▽× 



 
 

 
 
１．精神疾患（精神障害）の状態 

「① 病名」として、Ｆ９０ 注意欠陥多動性障害と診断されている。年齢が、８歳と 

いうこともあり、「③発病から現在までの病歴」及び「④ 現在の病状、状態像等」、「⑤ ④ 

の病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見 等」欄の記述から、単なる同年齢にみ 

られる落ち着きのなさではなく、発達障害としての注意欠陥多動性障害と診断するに至っ 

た特性や所見が明確に記載されていることを確認する。注意欠陥多動性障害を始めとする 

発達障害は、受診に至るきっかけとなった症状が多動やパニックなどであったとき、当初 

より診断がつくとは限らない。この場合、「③ 初診年月日」の「主たる精神障害の初診年 

月日」は、注意欠陥多動性障害の診断がなされたのが初診日以降であったとしても、注意 

欠陥多動性障害による特性や症状に起因する主訴で受診した日を、初診年月日として記載 

することができる。また、診断書記載日が、この初診日より６か月以上経過していること 

を確認する。本症例では、多動、不注意などの所見があり、そのことで学校生活や対人関 

係に問題が発生しており、「④ 現在の病状、状態像等」の「（６） 情動及び行動の障害」 

の「１爆発性、２暴力・衝動行為、３多動」及び「（１０） 知能・記憶・学習・注意の障 

害」の「６注意障害」の項目にもチェックが確認され、所見が適切に記載されている。 

 
２．生活能力の状態 

「２ 日常生活能力の判定」では、日常生活関連項目は、「自発的にできる」が１項目、 

「自発的にできるが援助が必要」が２項目、「援助があればできる」が１項目である一方、 

社会生活関連項目は、すべて、「援助があればできる」である。また、「３ 日常生活の程 

度」では、（２）精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受けているとなっ 

ている。「⑦ ⑥の具体的程度、状態等」にも、適時の見守り、支援が必要とされている。 

 
３．判定 注意欠陥多動性障害の特性が認められ、日常生活においても、多動やパニックの

症状が 

存在しているが、一定の制限を受ける程度とされており、生活能力から障害等級は３級と 

判定される。 

 
４．この症例の留意事項 小学校低学年であるため、日常生活能力の記載やその判定の判断が

難しいが、基本的に、 

その年齢相応でできうる能力を考慮して、比較していくこととなる。また、注意欠陥多動 

性障害などの発達障害では、その特性に基づく症状により、日常生活に困難を来している 

こともあるが、障害等級の判定は、「⑥ 生活能力の状態」を基本に判定をしていくことと 

されており、本症例は、３級と判断された。 

  症例 ２２   注意欠陥多動性障害 



診断書（精神障害者保健福祉手帳用） 
 
 

氏 名 症例 ２２ 

明治・大正・昭和・平成 
 

１７ 年  ３ 月  ６  日生（満  ８ 歳） 
 

住 所 ○○県 △△市 ・・・ 
 

①  病名 
（ICDコードは、右の病名と対応 
するF00～F99、G40のいずれか 
を記載する） 

②  初診年月日 
 
 

③発病から現在までの病歴 並
びに治療の経過及び内容 

 
(推定発病年月、発病状況、初 
発症状、治療の経過、治療内 
容などを記載する） 

(１)  主たる精神障害 注意欠陥多動性障害 ＩＣＤコード（  Ｆ９０ ） 
(２)  従たる精神障害 ＩＣＤコード（ ） 
(３)  身体 合 併 症 身体障害者手帳（有・無、種別 級） 

 
主たる精神障害の初診年月日 昭和・平成 ２３年  ６月  ５日 
診断書作成医療機関の初診年月日 昭和・平成 ２３年  ６月  ５日 

（推定発病年月  平成１７年  ３ 月頃） 就学前は、保育園では集団生活ができない、他の園
児とのトラブルもあった。小学校入学後 

、母親が宿題をさせようとしても、テレビやマンガを見たりするなど、自分のしたいことばか 
りして、止めようとすると、パニックになり、家族にも暴言を吐くなどがあり、学校の先生に 
相談したところ、小学校１年時６月、当院を紹介、受診となった。学校でも、授業中うろうろ 
したり、教室を飛び出したり、同級生とケンカになることも少なくない。注意欠陥多動性障害 
と診断され、学校と連携を取りながら、通院、面接を続けている。投薬治療、環境調整等によ 
り、当初よりは落ち着いているが、未だに、パニックになり教室を飛び出したり、同級生とト 
ラブルを起こしたりすることが見られる。 

＊器質性精神障害（認知症を除く）の場合、発病の原因となった疾患名とその発症日 
（疾患名 年 月 日） 

④  現在の病状、状態像等（該当する項目を○で囲むこと。） 
 

(１) 抑うつ状態  
 １  思考・運動抑制  ２ 易刺激性、興奮  ３  憂うつ気分  ４  その他（  ） 
(２) 躁状態    
 １  行為心迫  ２  多弁 ３  感情高揚・易刺激性  ４  その他（ ）  
(３) 幻覚妄想状態    

１  幻覚  ２  妄想  ３  その他（ ） 
(４)  精神運動興奮及び昏迷の状態 

１  興奮  ２  昏迷  ３  拒絶  ４  その他（ ） 
(５)  統合失調症等残遺状態 

１  自閉  ２  感情平板化  ３  意欲の減退  ４  その他（ ） 
(６)  情動及び行動の障害 

１  爆発性  ２  暴力・衝動行為  ３  多動  ４  食行動の異常  ５  チック・汚言  ６  その他（ ） 
(７)  不安及び不穏 

１  強度の不安・恐怖感  ２  強迫体験  ３  心的外傷に関連する症状  ４  解離・転換症状 
５  その他（ ） 

(８)  てんかん発作等（けいれんおよび意識障害） 
１  てんかん発作  発作型（ ）  頻度（ ）  最終発作（ 年 月 日） 
２  意識障害  ３  その他（ ） 

(９)  精神作用物質の乱用及び依存等 
 

１ アルコール  ２ 覚せい剤  ３  有機溶剤  ４  その他（ ） 
ア 乱用  イ  依存 ウ  残遺性・遅発性精神病性障害（状態像を該当項目に再掲すること） 
エ その他（ ） 
現在の精神作用物質の使用  有・無（不使用の場合、その期間 年 月から） 

(10)  知能・記憶・学習・注意の障害 
１  知的障害（精神遅滞） ア  軽度  イ  中等度  ウ  重度  療育手帳（有・無、等級等 ） 
２  認知症  ３  その他の記憶障害（ ） 
４  学習の困難  ア  読み  イ  書き  ウ  算数  エ  その他（ ） 
５  遂行機能障害  ６注意障害  ７  その他（ ） 

(11) 広汎性発達障害関連症状 
 

 １  相互的な社会関係の質的障害 ２ コミュニケーションのパターンにおける質的障害 
３  限定した常同的で反復的な関心と活動  ４ その他（ ） 

(12) その他（ ）  



 

⑤ ④の病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見 等 
普段行っている日常生活は、比較的落ち着いてできるようになっているが、予想外の出来事などが起きると、些細 

なことで混乱を生じる。クラスが騒がしいと、落ち着きがなくなり、ウロウロしたり、飛び出したりすることがある 
。忘れ物も多く、自宅では、片付けもできず、注意をされても言うことを聞かず、しつこく言われると、最後はパニ 
ックになる。周囲の状況を感じとることが難しく、思ったことをそのまま口にしてトラブルになることがある。 

 
[ 検査所見：検査名、検査結果、検査時期 ＷＩＳＣ－Ⅲ ＩＱ：８２ ] 

⑥ 生活能力の状態（保護的環境ではない場合を想定して判断する。児童では年齢相応の能力と比較の上で判断する） 
 
１ 現在の生活環境 

入院・入所（施設名 ）・在宅（ア 単身・イ 家族等と同居）・その他（ ） 
 
２ 日常生活能力の判定（該当するもの一つを○で囲む） 
(１) 適切な食事摂取 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(２) 身辺の清潔保持・規則正しい生活 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(３) 金銭管理と買物 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(４) 通院と服薬（要・不要） 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(５) 他人との意思伝達・対人関係 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(６) 身辺の安全保持・危機対応 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(７) 社会的手続や公共施設の利用 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(８) 趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
 
３ 日常生活能力の程度 

（該当する番号を選んで、どれか一つを○で囲む) 
(１) 精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる。 
(２) 精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。 
(３) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。 
(４) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。 
(５) 精神障害を認め、身のまわりのことはほとんどできない。 

⑦ ⑥の具体的程度、状態等 
自分の意思をきちんと伝えたり、支持を十分に理解したりすることが難しい。普段の日常生活は、簡単な指示 

、支援のもとに行うことが可能であり、家族や学校の理解により、以前よりも日常生活で混乱を生じることは少 
なくなってきている。しかし、初めての場面、予定外の出来事が起きたり、好きなことに没頭しているとき、そ 
れが中断されたり、うまく消化できない場面では、混乱し、衝動的に飛び出したりすることなどがあり、適時、 
見守り、支援が必要とされる。 

⑧ 現在の障害福祉等のサービスの利用状況 
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に規定する自立訓練（生活訓練）、 
共同生活援助（グループホーム）、居宅介護（ホームヘルプ）、その他の障害福祉サービス、訪問指導、生活保護の有無等） 
 

特になし。 

⑧ 備考 

上記のとおり、診断します。  平成 ２５ 年 ○ 月 × 日 

医療機関の名称 ○○県△△市・・・・ 
医療機関所在地 ◆◆病院 
電話番号 ０××－×××－×××× 
診療担当科名  精神科 
医師氏名（自署又は記名捺印） □× ▽△ 



 
 

 
 
１．精神疾患（精神障害）の状態 

Ｆ８４ アスペルガー症候群と診断されている症例である。年齢が、６歳ということも 

あり、「③発病から現在までの病歴」及び「④ 現在の病状、状態像等」、「⑤ ④の病状、 

状態像等の具体的程度、症状、検査所見 等」欄の記述から、病名を支持する病状、状態 

像が明確に記載されていることを確認する。発達障害事例の中には、知的障害を合併する 

ものも見られ、「④ 現在の病状、状態像等」の「（１０） 知能・記憶・学習・注意の障 

害」の「１  知的障害」の項目にチェックがあれば、「従たる精神障害」として、知的障害 

の病名を記載し、経過の中で知的障害の可能性が考えられる記載があれば、その有無を確 

認する。発達障害は、受診に至るきっかけとなった症状が多動やパニックなどであったと 

き、必ずしも初診時に診断がつくとは限らない。「③ 初診年月日」の「主たる精神障害の 

初診年月日」は、アスペルガー症候群の診断がなされたのが初診日以降であったとしても、 

アスペルガー症候群による特性や症状に起因する主訴で受診した日を、初診年月日として 

記載することができる。また、診断書記載日が、この初診日より６か月以上経過している 

ことを確認する。本症例は、アスペルガー症候群としての所見が適切に記載されている。 

 
２．生活能力の状態 

「２ 日常生活能力の判定」では、日常生活関連項目は、「援助があればできる」が３項 

目、社会生活関連項目は、「援助があればできる」が４項目であり、「３ 日常生活の程度」 

では、（３）精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要 

とするとなっているが、「⑦ ⑥の具体的程度、状態等」から、コミュニケーションの障害 

に加え、混乱、興奮などの症状が、日常生活の課題となっていると考えられる。 

 
３．判定 アスペルガー症候群の特性が認められ、日常生活においても、「こだわりの強さ」「

混乱」 

「激しい暴力」などの厳しい症状が存在する。しかし、日常の生活能力は、集団で遊ぶこ 

とは難しいが保育園には通うことが出来ており、食事や入浴なども、声かけや見守りが必 

要な程度であり、生活能力から障害等級は３級と判定される。 

 
４．この症例の留意事項 未就学児であるため、日常生活能力の記載やその判定の判断が難

しいが、基本的に、そ 

の年齢相応でできうる能力を考慮して、比較していくこととなる。また、アスペルガー症 

候群などの発達障害では、その特性に基づく症状により、日常生活に困難を来しているこ 

とも少なくないが、障害等級の判定は、「⑥ 生活能力の状態」を基本に判定を行うことと 

されており、本症例は、３級と判断された。 

  症例 ２３   アスペルガー症候群 



診断書（精神障害者保健福祉手帳用） 
 
 

氏 名 症例 ２３ 

明治・大正・昭和・平成 
 

１８ 年  ２ 月  ４  日生（満  ６ 歳） 

 
住 所 ○○県 △△市・・・ 

 

①  病名 
（ICDコードは、右の病名と対応 
するF00～F99、G40のいずれか 
を記載する） 

②  初診年月日 
 
 

③発病から現在までの病歴 並
びに治療の経過及び内容 

 
(推定発病年月、発病状況、初 
発症状、治療の経過、治療内 
容などを記載する） 

(１)  主たる精神障害 アスペルガー症候群 ＩＣＤコード（  Ｆ８４ ） 
(２)  従たる精神障害 ＩＣＤコード（ ） 
(３)  身体 合 併 症 身体障害者手帳（有・無、種別 級） 

 
主たる精神障害の初診年月日 昭和・平成 ２４年  ６月 １１日 
診断書作成医療機関の初診年月日 昭和・平成 ２４年  ６月 １１日 

（推定発病年月  平成 １８年  ２ 月頃） ４歳時、父親のドメスティックバイオレンスを理由
に両親が離婚、母、１歳下の妹と生活を 

送っている。保育園では、他の園児と遊ぶことはなく、ほとんど一人で遊んでいたが、自宅に 
帰ると、こだわりが強く、ずっと同じビデオを見続ける。また、自分の思い通りにならないと 
混乱を生じ、妹に対して激しい暴力を行うようになった。平成２４年６月、離婚時より支援を 
続けていた市職員より当院を紹介され、アスペルガー症候群と診断される。投薬に関しては母 
親が頑なに拒否、引き続き母子面接を行いながら、保育園とも連携し本児の理解、支援を行っ 
ている。 

＊器質性精神障害（認知症を除く）の場合、発病の原因となった疾患名とその発症日 
（疾患名 年 月 日） 

④  現在の病状、状態像等（該当する項目を○で囲むこと。） 
 

(１) 抑うつ状態  
 １  思考・運動抑制  ２ 易刺激性、興奮  ３  憂うつ気分  ４  その他（  ） 
(２) 躁状態    
 １  行為心迫  ２  多弁 ３  感情高揚・易刺激性  ４  その他（ ）  
(３) 幻覚妄想状態    

１  幻覚  ２  妄想  ３  その他（ ） 
(４)  精神運動興奮及び昏迷の状態 

１  興奮  ２  昏迷  ３  拒絶  ４  その他（ ） 
(５)  統合失調症等残遺状態 

１  自閉  ２  感情平板化  ３  意欲の減退  ４  その他（ ） 
(６)  情動及び行動の障害 

１  爆発性  ２  暴力・衝動行為  ３  多動  ４  食行動の異常  ５  チック・汚言  ６  その他（ ） 
(７)  不安及び不穏 

１  強度の不安・恐怖感  ２  強迫体験  ３  心的外傷に関連する症状  ４  解離・転換症状 
５  その他（ ） 

(８)  てんかん発作等（けいれんおよび意識障害） 
１  てんかん発作  発作型（ ）  頻度（ ）  最終発作（ 年 月 日） 
２  意識障害  ３  その他（ ） 

(９)  精神作用物質の乱用及び依存等 
 
 
 

 現在の精神作用物質の使用  有・無（不使用の場合、その期間 年 月から）  
(10) 知能・記憶・学習・注意の障害  
 １  知的障害（精神遅滞） ア  軽度  イ  中等度  ウ  重度 療育手帳（有・無、等級等 ） 
 ２  認知症  ３  その他の記憶障害（ ）   

４  学習の困難  ア  読み  イ  書き  ウ  算数  エ  その他（ ） 
５  遂行機能障害  ６注意障害  ７  その他（ ） 

(11) 広汎性発達障害関連症状 
１  相互的な社会関係の質的障害 ２  コミュニケーションのパターンにおける質的障害 
３  限定した常同的で反復的な関心と活動  ４  その他（ ） 

(12)  その他（ ） 

１ アルコール  ２ 覚せい剤  ３  有機溶剤  ４  その他（ ） 
ア 乱用  イ  依存 ウ  残遺性・遅発性精神病性障害（状態像を該当項目に再掲すること） 
エ その他（ ） 



 

⑤ ④の病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見 等 
こだわりが強く、予定外のことが起きたり、自分の思いが通らなかったりすると、些細なことで混乱を生じ、妹 

への暴力が繰り返される。そのため、自宅では母親は本人から目を離すことが出来ない。一人にさせることが出来 
ないので、母が買い物に連れて行くが、初めての場所では、混乱して走り回るなど落ち着かない。抽象的な言葉の 
理解が難しく、具体的、短い言葉での指示が必要であり、他者と十分なコミュニケーションをとることが難しい。 

 
[ 検査所見：検査名、検査結果、検査時期 田中ビネー ＩＱ：９２ ] 

⑥ 生活能力の状態（保護的環境ではない場合を想定して判断する。児童では年齢相応の能力と比較の上で判断する） 
 
１ 現在の生活環境 

入院・入所（施設名 ）・在宅（ア 単身・イ 家族等と同居）・その他（ ） 
 
２ 日常生活能力の判定（該当するもの一つを○で囲む） 
(１) 適切な食事摂取 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(２) 身辺の清潔保持・規則正しい生活 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(３) 金銭管理と買物 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(４) 通院と服薬（要・不要） 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(５) 他人との意思伝達・対人関係 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(６) 身辺の安全保持・危機対応 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(７) 社会的手続や公共施設の利用 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(８) 趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
 
３ 日常生活能力の程度 

（該当する番号を選んで、どれか一つを○で囲む) 
(１) 精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる。 
(２) 精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。 
(３) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。 
(４) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。 
(５) 精神障害を認め、身のまわりのことはほとんどできない。 

⑦ ⑥の具体的程度、状態等 
他者とコミュニケーションを取ることが困難であり、日常生活の様々な場面に、支持、見守りが必要であり、 

一人で大人しく遊ぶこともあるが、食事や入浴などには、声かけや見守りが必要。時に、混乱を生じ、興奮状態 
となり、妹への暴力が認められる。新しい場所に行くときや予定外の出来事が起きたときなどは、容易に混乱を 
生じ、落ち着きがなくなる。 

⑧ 現在の障害福祉等のサービスの利用状況 
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に規定する自立訓練（生活訓練）、 
共同生活援助（グループホーム）、居宅介護（ホームヘルプ）、その他の障害福祉サービス、訪問指導、生活保護の有無等） 
 

今後、福祉サービスの利用を検討している。 

⑧ 備考 

上記のとおり、診断します。   平成 ２５ 年 ○ 月 × 日 

医療機関の名称 ○ ○ 病院 
医療機関所在地 ○○県 ××市 ・・・ 
電話番号 ０××－×××－×××× 
診療担当科名 精神科 
医師氏名（自署又は記名捺印） ○× ○× 



 

 
 

てんかんとは、「てんかん発作」を主徴とした神経疾患であり、ＩＣＤ－１０においてはＧコード に

分類される。 いわゆる「てんかん性精神障害」に該当するものは、ＩＣＤ－１０においては、 

Ｆ０６「脳損傷、脳機能不全および身体疾患による他の精神障害」、Ｆ０７「脳疾患、脳損傷および 脳

機能不全による人格および行動の障害」等、Ｆコードに分類される。 

「Ｇ４０ てんかん」の障害等級判定においては、「てんかん発作のタイプと頻度」による判定を 

行う。その判定基準は（表１）のとおりである。 

いわゆる「てんかん性精神障害」が主たる病像（Ｆ０６，Ｆ０７等）である場合には、主たる精 

神障害としてはＦコードにおける診断名を記載すべきであり、Ｆ０の判定基準に基づいて判定する。 ち

なみに、外傷性てんかんはＩＣＤ－１０では、Ｔ９０．５に分類されているが、手帳の判定に 

おいてはＧ４０として取り扱って差し支えないものとする。 
 

（表１） 
 

等級 てんかん発作のタイプと頻度 

１級程度 ハ、二の発作が月に１回以上ある場合 

２級程度 イ、ロの発作が月に１回以上ある場合 

ハ、二の発作が年に２回以上ある場合 

３級程度 イ、ロの発作が月に１回未満の場合 

ハ、二の発作が年に２回未満の場合 
 

「てんかん発作のタイプ」 

イ 意識障害はないが、随意運動が失われる発作 

ロ 意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作 

ハ 意識障害の有無を問わず、転倒する発作 

二 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作 
 
 
 

なお、てんかん発作による等級判定は、長期間の薬物療法下においてもなお発作が存在する場合 に

認定するものであり、完全に抑制されている場合には非該当となる。 

また、本人自身の責任による不規則な、あるいは服薬中断による発作の状況について記載がされ てい

る場合には、主治医に返戻し、長期間の規則的な服薬下において期待される発作状況について 記載を

求める必要がある。 

Ｇ４０ てんかん 



 

 
 

１．精神疾患（精神障害）の状態 主たる病名にはＧ４０と記載されていることを確認する

。 

本症例では、「① 病名」の主たる精神障害は、「Ｇ４０ てんかん」とされている。 

「③ 発病や現在までの病歴並びに治療の経過及び内容」、「④ 現在の病状、状態像等」、 

「⑤ ④の病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見 等」欄の記述から、病名を支 

持する病状、状態像であることを確認し、発作のタイプ・頻度を確認する。 

てんかんの発作症状及び精神神経症状の程度は、長期間の薬物治療下における状態で認 

定することを原則としているので、最終発作の月日を確認し、過去 2 年間でてんかん発作 

が存在していたか否かを読み取る。また、薬物療法が適切にされているかどうかを確認す 

る。薬物療法など、てんかんに対する医療が適切に行われていない場合、または本人が適 

切な服薬を行わないでいて発作がみられる場合には、障害等級認定すべきではない。 発 

作のタイプ・頻度などが診断書の記載から確認できない場合などには、疑義照会するなど 

して確認することが必要である。 

 
２．生活能力の状態 

「Ｇ４０ てんかん」においては、発作のタイプと頻度によって障害等級判定する。Ｆ 

コードに分類される精神障害の等級判定と異なり、生活能力障害を考慮しないで判定され 

る。 

 
３．判定 本症例では、「てんかんの発作タイプ・頻度」は１級相当であるため、この症例の

障害等 

級は１級であると判定する。 
 
 

４．この症例の留意事項 てんかんは、ＩＣＤ‐１０のＦコードに分類される精神障害では

なく、障害等級の判定 

の方法は特別であり、主には、発作のタイプと頻度によって判定される。 この症例では、

自動症を伴う複雑部分発作であり、発作のタイプでは「ニ．意識障害を 

呈し状況にそぐわない行為を示す発作」に該当し、これが月に 1～2 回あることから、障害 

等級は１級と判定される。 

２４ てんかん 



診断書（精神障害者保健福祉手帳用） 
 

 
氏 名 

 
症例 ２４ 

明治・大正・昭和・平成 
 

５９ 年  １０ 月  １０ 日生（満 ２９ 歳） 

 

住 所 ○○県 ○○市 ○○町 

①  病名 
（ICDコードは、右の病名と対応 
するF00～F99、G40のいずれか 
を記載） 

(１)  主たる精神障害 てんかん ＩＣＤコード（  Ｇ４０．２  ） 
(２)  従たる精神障害 ＩＣＤコード（ ） 
(３)  身体 合 併 症 身体障害者手帳（有・無、種別 級） 

②  初診年月日 主たる精神障害の初診年月日 昭和・平成 ６２年  １１月  ７日 
診断書作成医療機関の初診年月日 昭和・平成 ５年 ４月  ５日 

 
③  発病から現在までの病歴 

（推定発病年月  昭和  ６２  年  頃  ） 
 

及び治療の経過、内容 正常満期産、正常発達。３歳時に無熱性の全般発作を起こしたため、Ｈ病院を受診し、薬物治 
(推定発病年月、発病状況、初 療が開始された。その後、発作の回数は減少したが、個々の発作は強くなった。平成５年４月よ 
発症状、治療の経過、治療内 り当院に通院開始。中学卒業後にショップ店員として勤めたが、発作がしばしば生じたために一 
容などを記載する） 年後に、自ら退職した。その後は家庭で家事を手伝っている。 

 
＊器質性精神障害（認知症を除く）の場合、発病の原因となった疾患名とその発症日 

（疾患名 昭和 年  月  日） 
④  現在の病状、状態像等（該当する項目を○で囲む） 

(１)  抑うつ状態 
１  思考・運動抑制  ２  易刺激性、興奮  ３  憂うつ気分  ４  その他（ ） 

(２)  躁状態 
１  行為心迫  ２  多弁  ３  感情高揚・易刺激性  ４  その他（ ） 

(３)  幻覚妄想状態 
１  幻覚  ２  妄想  ３  その他（ ） 

(４)  精神運動興奮及び昏迷の状態 
１  興奮  ２  昏迷  ３  拒絶  ４  その他（ ） 

(５)  統合失調症等残遺状態 
１  自閉  ２  感情平板化  ３  意欲の減退  ４  その他（ ） 

(６)  情動及び行動の障害 
１  爆発性  ２  暴力・衝動行為  ３  多動  ４  食行動の異常  ５  チック・汚言  ６  その他（ ） 

(７)  不安及び不穏 
１  強度の不安・恐怖感  ２  強迫体験  ３  心的外傷に関連する症状  ４  解離・転換症状 
５  その他（ ） 

(８)  てんかん発作等（けいれんおよび意識障害） 
１  てんかん発作  発作型（複雑部分発作）  頻度（1－2回/月  ）  最終発作（平成２５年  １０月  ３日） 
２  意識障害  ３  その他（ ） 

(９)  精神作用物質の乱用及び依存等 
１  アルコール  ２  覚せい剤  ３  有機溶剤  ４  その他（ ） 
ア  乱用  イ  依存  ウ  残遺性・遅発性精神病性障害（状態像を該当項目に再掲すること） 
エ  その他（ ） 
現在の精神作用物質の使用  有・無（不使用の場合、その期間 年 月から） 

(10)  知能・記憶・学習・注意の障害 
１  知的障害（精神遅滞） ア  軽度  イ  中等度  ウ  重度  療育手帳（有・無、等級等 ） 
２  認知症  ３  その他の記憶障害（  短期記憶障害 ） 
４  学習の困難  ア  読み  イ  書き  ウ  算数  エ  その他（ ） 
５  遂行機能障害  ６注意障害  ７  その他（ ） 

(11)  広汎性発達障害関連症状 
１  相互的な社会関係の質的障害 ２  コミュニケーションのパターンにおける質的障害 
３  限定した常同的で反復的な関心と活動  ４  その他（ ） 

(12)  その他（ ） 



 

⑤ ④の病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見 等 
 

発作は前兆なく始まり、意識減損が数十秒続き、この間に自動症を呈する。主に覚醒時に起こる。 
 
[ 検査所見：検査名、検査結果、検査時期 ] 

発作性脳波異常を認める。 
⑥ 生活能力の状態（保護的環境ではない場合を想定して判断する。児童では年齢相応の能力と比較の上で判断する） 
 
１ 現在の生活環境 

入院・入所（施設名 ）・在宅（ア 単身・イ 家族等と同居）・その他（ ） 
 
２ 日常生活能力の判定（該当するもの一つを○で囲む） 
(１) 適切な食事摂取 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(２) 身辺の清潔保持・規則正しい生活 

自発的にできる ・ 自発的にできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(３) 金銭管理と買物 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(４) 通院と服薬（要・不要） 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(５) 他人との意思伝達・対人関係 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(６) 身辺の安全保持・危機対応 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(７) 社会的手続や公共施設の利用 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
(８) 趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加 

適切にできる ・ おおむねできるが援助が必要 ・ 援助があればできる ・ できない 
 
３ 日常生活能力の程度 

（該当する番号を選んで、どれか一つを○で囲む) 
(１) 精神障害を認めるが、日常生活及び社会生活は普通にできる。 
(２) 精神障害を認め、日常生活又は社会生活に一定の制限を受ける。 
(３) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。 
(４) 精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする。 
(５) 精神障害を認め、身のまわりのことはほとんどできない。 

⑦ ⑥の具体的程度、状態等 
 
家人の同居のもとで、概ね身の回りのことは自身で行っているが、生活リズムを保つことや服薬管理等の多くの場面 
で家人の促しや助言を必要とすることが多い。発作時には周囲からの援助を要する。 

⑧ 現在の障害福祉等のサービスの利用状況 
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に規定する自立訓練（生活訓練）、 
共同生活援助（グループホーム）、居宅介護（ホームヘルプ）、その他の障害福祉サービス、訪問指導、生活保護の有無等） 
 

なし 

⑨ 備考 
なし 

上記のとおり、診断します。  平成 ２５ 年 ○ 月 × 日 

医療機関の名称 ○○総合病院 
医療機関所在地 ○○市 ○○町 
電話番号 ○○○- ○○○○-○○○○ 
診療担当科名 神経内科 
医師氏名（自署又は記名捺印） ○○○○ 



 


